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１ 背景と目的 
(1) 背 景 

ア 耐震改修促進法の制定 

平成７(1995)年１月の阪神・淡路大震災では、地震により6,434人
の尊い命が奪われました。このうち地震による直接的な死者数は
5,502人であり、さらに、この約９割の4,831人が住宅・建築物の倒壊
等によるものでした。この教訓を踏まえて、国は、平成７(1995)年10
月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年12月施行。
以下「耐震改修促進法」という。）を制定し、建築物の耐震化に取り
組んできました。 

 
イ 国や東京都の動向 

建築物の地震対策が緊急の課題とされる中、中央防災会議による
「地震防災戦略」および国土交通省の「住宅・建築物の地震防災推進
会議」での提言等を踏まえ、国は、平成17(2005)年11月に耐震改修促
進法を改正、さらに平成18(2006)年１月に基本方針を定めました。 
その後、平成23(2011)年３月11日に発生した東日本大震災などを

背景に、国は「耐震改修促進法の一部を改正する法律」を平成25（2013）
年11月に施行し、市町村耐震改修促進計画に関する条文の新設や、不
特定多数の者が利用する大規模建築物および特定緊急輸送道路沿道
建築物の耐震診断を義務付けるなど、大きな改正をしました。 
さらに、平成30(2018)年６月の大阪府北部を震源とする地震等にお

けるブロック塀の倒壊被害を踏まえ、平成31(2019)年１月に「耐震改
修促進法施行令等の改正」を施行し、建築物に附属する組積造の塀に

ついても耐震診断を義務付けました。 
令和６(2024)年１月の能登半島地震では耐震化率の低い地域で多

くの住宅が倒壊する等の被害が生じました。また、南海トラフ地震や
首都直下地震なども発生の切迫性が指摘されており、ひとたび地震が
発生すると被害は甚大なものと想定されていることから、国は令和７
(2025)年７月に基本方針を改正しました。改正された基本方針の目標
では、住宅については令和17(2035)年までに、耐震診断義務付け対象
建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物については令和12(2030)
年までに、要安全確認計画記載建築物については早期にそれぞれ耐震
性が不十分なものをおおむね解消することとしています。 
このような国の動きを受けて、東京都では令和５(2023)年３月に

「東京都耐震改修促進計画」（以下「都計画」という。）を改定し、
令和７(2025)年度末までに耐震性が不十分な旧耐震基準の住宅をお
おむね解消し、令和17(2035)年度末までに耐震性が不十分なすべての
住宅をおおむね解消することを目標としています。なお、耐震性が不
十分な新耐震基準の木造住宅を令和12(2030)年度末までに半減する
ことを中間の目標としています。 
また、特定緊急輸送道路沿道建築物については令和７(2025)年度末

までに総合到達率99パーセント以上かつ区間到達率95パーセント未
満の区間を解消し、令和17(2035)年度末には総合到達率100パーセン
トとすることを目標としています。 
さらに、耐震性が不十分な組積造の塀については令和７(2025)年度

末に耐震性が不十分なものをおおむね解消とすることを目標とし、耐
震化施策を総合的に進めています。  

第 1 章 はじめに 

 
 

※都計画は令和７(2025)年度に改定を進めています。 
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(2) 目 的 

本市では、令和２(2020)年度に改定した「青梅市耐震改修促進計画」
（以下「前計画」という。）にもとづき、住宅・建築物の耐震化を推進
してきました。 
前計画の計画期間である令和７(2025)年度を迎えるにあたり、首都直

下地震などの発生の切迫性が指摘されるなか、ひとたび地震が発生する
と被害は甚大なものとなることが想定されていることから、より一層、
耐震化を促進し、地震による建築物の被害・損傷を最小限にとどめるこ
とにより、住民の生命、身体および財産の保護、郷土の保全、都市機能
の維持を図ることを目的に、耐震化に向けた新たな目標や施策を示すこ
ととしました。 
併せて、国や東京都の動きなどの背景を踏まえ、法改正や都計画の改

定との整合を図るため、新耐震基準の木造住宅に対する新たな目標や取
組の提示など、前計画を改定し、本計画を策定しました。 
なお、本計画において使用する用語の定義はそれぞれ次のとおりとし

ます。 
 
 
 

 

  

＜用語の定義＞ 
耐震診断 地震に対する安全性を評価すること。 

耐震改修 地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修
繕もしくは模様替えまたは敷地の整備をすること。 

耐震改修等 耐震改修、除却、建替えにより地震に対して安全な建築物
とすること。 

耐震化 耐震診断を実施して地震に対する安全性に適合すること
を明らかにすること、または耐震改修等を実施すること。 

旧耐震基準 昭和 56(1981)年６月１日の建築基準法の耐震基準の見直
しより前に用いられた耐震基準。 

新耐震基準 昭和 56(1981)年６月１日に導入された耐震基準。 

現行基準 本計画では、木造建築物は平成 12(2000)年６月１日に導
入された耐震基準であり、その他の建築物は昭和 56(1981)
年６月１日に導入された耐震基準をいう。 

新耐震基準 
の木造住宅 

昭和 56(1981)年６月１日から平成 12(2000)年５月 31 日
までに工事に着手した２階建以下の在来軸組工法の木造
住宅。 

耐震性を 
満たす 

耐震基準に適合する、または耐震改修促進法等にもとづく
耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確
かめられていること。 

耐震化率 対象建築物全数に占める耐震性を満たす建築物の割合。 

 



   

5 

２ 位置づけ 
本計画は、耐震改修促進法第６条の規定にもとづき策定するもので、第

７次青梅市総合長期計画のなかで施策の方向性として示されている、「住
環境の整備促進」を図るため、東京都防災関連計画、青梅市国土強靭化地
域計画や青梅市地域防災計画、青梅市都市計画マスタープラン、青梅市住
宅マスタープラン等の分野別計画との整合を図りながら定めるものとし
ます。 

 
 

３ 計画期間 
本計画の期間は、国の基本方針および都計画における目標期間を踏まえ、

令和８(2026)年度から令和17(2035)年度までの10年間とします。また、国
の基本方針および都計画を踏まえ、中間の令和12(2030)年度における目標
も設定します。 
なお、社会経済状況や関連計画の改定等に対応するため、必要に応じて

実績等の検証を行うとともに、中間年である令和12(2030)年度に計画内容
の見直しを検討します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－１ 耐震改修促進計画の位置づけ  

耐震改修促進法 
(平成 25 年 11 月改正・施行) 
(平成 31 年 １月改正・施行) 
(令和７年  ７月改正・施行) 

※改正の詳細は巻末資料７参照 
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災害対策
基本法 

東京都 
耐震改修促進計画 

(平成 19 年３月策定) 
(平成 24 年３月改定) 
(平成 26 年４月変更) 
(平成 28 年３月改定) 

(令和２年３月一部改定) 
（令和５年３月改定） 

(令和８年３月改定予定) 

東京都 
地域防災計画 

国土強靭化計画 
（国土強靭化法） 

東京都国土強靭化
地域計画 

＜青梅市行政計画＞ 

青梅市 
国土強靭化 
地域計画 
青梅市 

地域防災計画 

第７次 
青梅市総合長期計画 

青梅市 
耐震改修促進計画 

(平成 20 年３月策定) 
(平成 27 年３月改定) 
(令和 ３年３月改定) 
(令和 ８年３月改定) 

分野別計画 
青梅市都市計画 
マスタープラン 
青梅市住宅 

マスタープラン 
等 

まちづくり・防災関連事業の推進 
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４ 対象区域および対象建築物 
本計画の対象区域は、青梅市全域とします。 
対象とする建築物は、原則として建築基準法（昭和25年法律第201号）

における新耐震基準（昭和56(1981)年６月１日施行）導入以前に建築され
た住宅・建築物および新耐震基準の木造住宅のうち表１－１から１－４に
示すものとします。 

 

表１－１ 本計画の対象建築物 

種   類 内     容 
耐震改修促進法上の 

取り扱い 

(1) 

住   宅 ○一般住宅（戸建住宅、共

同住宅） 

○市営住宅 

 

(2) 

特定建築物※１［本計画においては、多数の者が利用する建築物を特定建築物とする］ 

 特定既存耐

震不適格建

築物（民間所

有） 

○多数の者が利用する一

定規模以上の建築物（民

間所有） 

○耐震改修促進法 14 条第

１項第１号、第２号およ

び第３号 

要緊急安全

確認大規模

建築物 

○病院、店舗、旅館等の不

特定多数の者が利用す

る建築物および学校、老

人ホーム等の避難弱者

が利用する建築物のう

ち大規模なもの等 

○耐震改修促進法附則第

３条第１項 

◆耐震診断義務付建築物 

(3) 

要安全確認計画

記載建築物※２ 

〇倒壊した場合において、

前面道路の過半を閉塞

するおそれのある建築

物、組積造の塀 

〇防災拠点建築物 

○耐震改修促進法第７条

第１項第１号、第２号 

◆耐震診断義務付建築物 

(4) 

市所有建築物 

 特定既存耐

震不適格建

築物（市所

有）※１ 

○多数の者が利用する一

定規模以上の建築物（市

所有） 

○耐震改修促進法第 14 条

第１項第１号、第２号お

よび第３号 

防災上重要

な市所有建

築物 

○学校、病院等 ○耐震改修促進法第７条

第１項第１号を含む 

その他の市

所有建築物 

○文化・生涯学習施設、公

園施設等 

 

※１「特定建築物（特定既存耐震不適格建築物（民間所有）、要緊急安全確認大規
模建築物）」および「特定既存耐震不適格建築物（市所有）」の内容について
は、表１－２を参照 

※２「要安全確認計画記載建築物」の内容については、表１－４を参照
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表１－２ 特定建築物および特定既存耐震不適格建築物（市所有） 

（耐震改修促進法第 14･15条、附則第３条） 

用途 

特定既存耐震不適格建築物 
（民間・市所有） 

要緊急安全確認
大規模建築物 

規模要件（耐震
改修促進法第

14 条） 

指示※対象とな
る規模要件（耐
震改修促進法第

15 条） 

規模要件 
（耐震改修促進
法附則第３条） 

学校 

小学校、中学校、中等

教育学校の前期課

程、特別支援学校 

階 数 ２ 以 上 か つ

1,000m²以上 

（屋内運動場の面積

を含む。） 

階 数 ２ 以 上 か つ

1,500m²以上 

（屋内運動場の面積

を含む。） 

階 数 ２ 以 上 か つ

3,000m²以上 

（屋内運動場の面積

を含む。） 

上記以外の学校 
階 数 ３ 以 上 か つ

1,000m²以上 
  

体育館(一般公共の用に供され

るもの) 

階 数 １ 以 上 か つ

1,000m²以上 

階 数 １ 以 上 か つ

2,000m²以上 

階 数 １ 以 上 か つ

5,000m²以上 

ボーリング場、スケート場、水

泳場、その他これらに類する

運動施設 

階 数 ３ 以 上 か つ

1,000m²以上 

階 数 ３ 以 上 か つ

2,000m²以上 

階 数 ３ 以 上 か つ

5,000m²以上 
病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物

品販売業を営む店舗 
階 数 ３ 以 上 か つ

2,000m²以上 

階 数 ３ 以 上 か つ

5,000m²以上 
ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、

寄宿舎、下宿   

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施

設、福祉ホームその他これら

に類するもの 階 数 ２ 以 上 か つ

1,000m²以上 

階 数 ２ 以 上 か つ

2,000m²以上 

階 数 ２ 以 上 か つ

5,000m²以上 老人福祉センター、児童厚生施

設、身体障害者福祉センター、

その他これらに類するもの 

幼稚園、保育所 
階 数 ２ 以 上 か つ 

500m²以上 

階 数 ２ 以 上 か つ 

750m²以上 

階 数 ２ 以 上 か つ

1,500m²以上 

用途 

特定既存耐震不適格建築物 
（民間・市所有） 

要緊急安全確認
大規模建築物 

規模要件（耐震
改修促進法第

14 条） 

指示※対象とな
る規模要件（耐
震改修促進法第

15 条） 

規模要件 
（耐震改修促進
法附則第３条） 

博物館、美術館、図書館 

階 数 ３ 以 上 か つ

1,000m²以上 

階 数 ３ 以 上 か つ

2,000m²以上 

階 数 ３ 以 上 か つ

5,000m²以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、

ナイトクラブ、ダンスホール

その他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行

その他これらに類するサービ

ス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場または処

理場の用途に供する建築物を

除く。） 

  

車両の停車場または船舶もし

くは航空機の発着場を構成す

る建築物で旅客の乗降または

待合の用に供するもの 
階 数 ３ 以 上 か つ

2,000m²以上 

階 数 ３ 以 上 か つ

5,000m²以上 
自動車車庫その他の自動車ま

たは自転車の停留、または駐

車のための施設 

保健所、税務署その他これに類

する公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場または処理場

の用途に供する建築物 

政令で定める数量以

上の危険物を貯蔵

し、または処理する

すべての建築物 

500m²以上 

階 数 １ 以 上 か つ

5,000m²以上（敷地境

界線から一定距離以

内に存する建築物に

限る） 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で

指定する避難路の沿

道建築物であって前

面道路の幅員の１/

２超の高さの建築物

（道路幅員が12ｍ以

下の場合は６ｍ超） 

左に同じ  

※耐震改修促進法第 15 条第２項にもとづく指示  
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表１－３ 危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物 

(耐震改修促進法施行令第７条) 

危険物の種類 危険物の数量 

(１)火薬類（法律で規定） 

イ 火薬 

ロ 爆薬 

ハ 工業雷管若しくは電気雷管または信号雷管 

ニ 銃用雷管 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管または電気導火線 

ヘ 導爆線または導火線 

ト 信号炎管若しくは信号火箭または煙火 

チ その他の火薬を使用した火工品 

リ その他の爆薬を使用した火工品 

 

10ｔ 

５ｔ 

50万個 

500万個 

５万個 

500km 

２ｔ 

10ｔ 

５ｔ 

(２)消防法第２条第７項に規定する危険物（石油類を除く。） 危険物の規制に関する政令別表

第三の類別の欄に掲げる類、品

名の欄に掲げる品名および性

質の欄に掲げる性状に応じ、そ

れぞれ同表の指定数量の欄に

定める数量の10倍の数量 

(３)危険物の規制に関する政令別表第４備考第６号に規定する 

可燃性固体類 
30ｔ 

(４)危険物の規制に関する政令別表第４備考第８号に規定する 

可燃性液体類 
20m３ 

(５)マッチ 300マッチトン（※） 

(６)可燃性のガス（(7)および(8)を除く。） ２万m３ 

(７)圧縮ガス 20万m３ 

(８)液化ガス 2,000ｔ 

(９)毒物および劇物取締法第２条第１項に規定する毒物 

（液体または気体のものに限る。） 
20ｔ 

(10)毒物および劇物取締法第２条第２項に規定する劇物 

（液体または気体のものに限る。） 
200ｔ 

※１マッチトンは、並型マッチ（56ｍｍ×36ｍｍ×17ｍｍ）で 7,200 個、 

約 120ｋｇ 

 
 

 

表１－４ 要安全確認計画記載建築物(耐震改修促進法第７条) 

名称 指定機関 対象建築物 
①特定緊

急輸送道

路の沿道

建築物 

都 道 府

県 ま た

は 市 町

村 が 対

象 路 線

を指定 
 
 
 
 
 
 

◆倒壊した場合において、前面道路の過半を閉塞する

おそれのある建築物（高さ６ｍ以上） 

ただし、地方公共団体が状況に応じて規則で別の定め

をすることが可能。 
②特定緊

急輸送道

路の沿道

建築物に

附属する

組積造の

塀 

都 道 府

県 ま た

は 市 町

村 が 対

象 路 線

を指定 
 
 
 
 
 

◆倒壊した場合において、前面道路の通行障害となる

おそれのある組積造の塀（長さ８ｍ以上、高さ下図） 

ただし、地方公共団体が状況に応じて規則で別の定め

をすることが可能。（法：25ｍ→都規則：８ｍ） 

③防災拠

点建築物 
都 道 府

県 が 指

定 

◆庁舎、病院、避難所となる体育館など 

（避難所として利用する旅館・ホテルについても位置

づけが可能） 
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１ 想定する地震の規模・被害の状況 
本計画では、都計画との整合を図るため、首都直下地震等による東京の

被害想定（令和４(2022)年５月公表、東京都防災会議発表。以下「都被害
想定」という。）から、本市に最も大きな建物の被害をもたらす立川断層
帯地震（マグニチュード7.4）を想定します。 
都被害想定では、多摩西部直下、南海トラフ、大正関東および立川断層

帯の地震が発生した場合を想定し、その時の風速や発災時間によって建物
の被害や火災の状況、死傷者数、避難者数、帰宅困難者数、ライフライン
の復旧見込みなどが示されています。  
立川断層帯地震が発生した場合の本市における被害想定は、表２－２の

とおりです。 
 

 

表２－１ 本市において想定される４地震の影響 

（マグニチュードおよび最大震度の予測） 

 
図２－１ 立川断層帯地震（破壊開始点が南側の場合） 

（出典）青梅市地域防災計画 

※都被害想定にもとづき市が作成 

  

震度７ 

震度６強 

震度６弱 

震度５強 

第２章 建築物の耐震診断および耐震改修の実施に関する目標 

 
 



   

10 

立川断層帯地震による本市の被害想定をみると、建物被害として、揺れ
による建物の全壊は1,168棟、半壊は3,028棟となっています。また、火災
による焼失棟数（倒壊建物を含まない）は、冬・夕18時に発生した場合に
最大となり、748棟と想定されています。 
なお、人的被害としては、最大となる冬・朝５時に発生した場合、死者

91人、負傷者960人となり、そのうち、揺れによる建物全壊を要因とする
ものが大半（死者67人、負傷者852人）となっています。 

 
表２－２ 立川断層帯地震による被害想定 

■建物被害【木造 36,101棟／非木造 8,234 棟】 

項目 単位 
立川断層帯地震（風速８ｍ） 

冬・早朝 冬・昼 冬・夕 

原因別 
建物全壊棟数 

計 （棟） 1,297 1,297 1,297 

ゆれ （棟） 1,168 1,168 1,168 

液状化 （棟） 2 2 2 

急傾斜地崩壊 （棟） 126 126 126 

原因別 
建物半壊棟数 

計 （棟） 3,333 3,333 3,333 

ゆれ （棟） 3,028 3,028 3,028 

液状化 （棟） 16 16 16 

急傾斜地崩壊 （棟） 290 290 290 

 
うち、原
因別建物
大規模半
壊棟数 

計 （棟） 715 715 715 

ゆれ （棟） 654 654 654 

液状化 （棟） 6 6 6 

急傾斜地崩壊 （棟） 55 55 55 

火
災 

出火件数 （棟） 4 6 9 

焼失棟数 
倒壊建物を含む （棟） 380 476 769 

倒壊建物を含ま
ない 

（棟） 370 463 748 

（出典）青梅市地域防災計画 

■人的被害【夜間人口 133,535人／昼間人口 124,125人】 

項目 単位 
立川断層帯地震（風速８ｍ） 

冬・早朝 冬・昼 冬・夕 

人
的
被
害 

死者 

計 （人） 91 52 78 

ゆれ建物被害 （人） 67 33 49 

屋内収容物 （人） 4 3 3 

急傾斜地崩壊 （人） 11 5 8 

火災 （人） 9 10 17 

ブロック塀等 （人） 0 0 1 

屋外落下物 （人） 0 0 0 

負傷者 

計 （人） 960 791 870 

ゆれ建物被害 （人） 852 699 738 

屋内収容物 （人） 80 65 66 

急傾斜地崩壊 （人） 14 7 10 

火災 （人） 14 16 34 

ブロック塀等 （人） 1 5 22 

屋外落下物 （人） 0 0 0 

 

う
ち
重
傷
者 

計 （人） 116 95 113 

ゆれ建物被害 （人） 87 72 76 

屋内収容物 （人） 18 14 14 

急傾斜地崩壊 （人） 7 3 5 

火災 （人） 4 4 10 

ブロック塀等 （人） 0 2 8 

屋外落下物 （人） 0 0 0 

要配慮者 死者数 （人） 56 32 47 

（出典）青梅市地域防災計画 
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２ 耐震化の現状 
(1) 住宅 

ア 一般住宅 

令和７(2025)年現在、市内の住宅総数は44,464棟であり、このうち
耐震性を有する住宅は38,527棟で、耐震化率は86.6パーセントとなっ
ています。 
戸建住宅は42,631棟であり、このうち耐震性を有する住宅は36,726

棟で、耐震化率は86.1パーセントとなっています。 
共同住宅は1,833棟であり、このうち耐震性を有する住宅は1,801棟

で、耐震化率は98.3パーセントとなっています。 

表２－３ 住宅の耐震化の現状 

（単位：棟） 

建て方 構造 

旧耐震基準住宅 新耐震

基準 

住宅 

 

d 

住宅 

（合計） 

 

 

e=a+d 

耐震性

を有す

る住宅 

 

f=b+d 

耐震化

率 

 

 

g=f/e 

総数 

a=b+c 

耐震性

有 

b 

耐震

性無 

c 

戸建

住宅 

木 造 13,068 7,461 5,607 26,263 39,331 33,724 85.7% 

非木造 694 396 298 2,606 3,300 3,002 91.0% 

小 計 13,762 7,857 5,905 28,869 42,631 36,726 86.1% 

共同

住宅 

木 造 56 43 13 783 839 826 98.5% 

非木造 82 63 19 912 994 975 98.1% 

小 計 138 106 32 1,695 1,833 1,801 98.3% 

住宅総数 13,900 7,963 5,937 30,564 44,464 38,527 86.6% 

※平成 20 年、25 年、30 年、令和５年住宅・土地統計調査から、「耐震改修を行

った住宅の割合」、「耐震診断を行った結果耐震性を有していた住宅の割合」に

より推計 

昭和 56(1981)年６月１日に導入された耐震基準は新耐震基準と呼ばれ、主
に昭和 53(1978)年の宮城県沖地震後の抜本的見直しを受けて、大きく改正さ
れ、必要壁量の見直しなどにより、旧来の基準に比べ建築物の耐震性の向上
が図られました。 
この新耐震基準による建築物は、阪神・淡路大震災においても被害が少な

かったことから、地震に対する一定の強さが確保できていると考えられてい
ます。 
よって、必要な耐震性の有無を想定する基準として、新耐震基準が制定さ

れた昭和 56(1981)年６月１日を境に、新耐震基準導入前の建築物と新耐震基
準導入以降の建築物を区分することにより、必要な耐震性を満たしていない
住宅と耐震性を満たしている住宅を区分しています。 
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参考：新耐震基準の木造住宅の耐震化を考慮した耐震化の現状 
 参考までに、これまで算定されなかった新耐震基準の木造住宅の耐震化を
考慮した耐震化の現状も整理した場合、耐震性を有する住宅は 36,819 棟で、
耐震化率は 82.8 パーセントとなっています。耐震性を有する戸建住宅は
35,031 棟で、耐震化率は 82.2 パーセントとなっています。耐震性を有する
共同住宅は 1,788棟で、耐震化率は 97.5 パーセントとなっています。 

 
 

（単位：棟） 

建て方 構造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準の木造住宅 現行 

基準 

住宅 

 
 

g 

総数 総数 

a=b+c 

耐震

性有 

b 

耐震

性無 

c d=e+f 

耐震性

有 

e 

耐震

性無 

f 

戸建

住宅 

木 造 13,068 7,461 5,607 13,072 11,377 1,695 13,191 

非木造 694 396 298 ― ― ― 2,606 

小 計 13,762 7,857 5,905 13,072 11,377 1,695 15,797 

共同

住宅 

木 造 56 43 13 451 438 13 332 

非木造 82 63 19 ― ― ― 912 

小 計 138 106 32 451 438 13 1,244 

住宅総数 13,900 7,963 5,937 13,523 11,815 1,708 17,041 

 

建て方 構造 

住宅（合計） 

 

h=a+d+g 

耐震性を有する 

住宅 

i=b+e+g 

耐震化率 

 

 

j=i/h 

戸建

住宅 

木 造 39,331 32,029 81.4% 

非木造 3,300 3,002 91.0% 

小 計 42,631 35,031 82.2% 

共同

住宅 

木 造 839 813 96.9% 

非木造 994 975 98.1% 

小 計 1,833 1,788 97.5% 

住宅総数 44,464 36,819 82.8% 

※表中の新耐震基準の木造住宅は３階建てを含む。 
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イ 市営住宅 

令和７(2025)年現在、市内には23団地の市営住宅があり、このうち、
耐震性を有する市営住宅は19団地で、耐震化率は82.6パーセントとな
っています。 

 
表２－４ 市営住宅等の耐震化の現状   （単位：団地） 

区 分 

昭和 56 年５月以前の 

建築物 

昭和

56 年

６月

以降

の建

築物 

団地 

（合計） 

耐 震 性

を 有 す

る 団 地 

耐震化

率 総 数 
耐震

性有 

耐震

性無※ 

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e 

市営住宅 15 11 4 8 23 19 82.6% 

※耐震性が不十分な市営住宅は用途廃止予定。 

 

 

(2) 特定建築物 

令和７(2025)年現在、特定建築物の規模要件に合致する建築物は275
棟であり、このうち耐震性を有する建築物が231棟で、耐震化率は84.0
パーセントとなっています。 

 
表２－５ 特定建築物の耐震化の現状   （単位：棟） 

用    途 

昭和 56

年５月

以前の

建築物 

昭和 56

年６月

以降の

建築物 

建築物 

（合計） 

耐 震 性

を 有 す

る 建 築

物 

耐震化率 

a b c=a+b d=b e=d/c 

防災上特に重要な建

築物（学校・病院等） 
5 19 24 19 79.2% 

要配慮者が利用する

建築物（老人ホーム・

養護所等） 

0 34 34 34 100.0% 

不特定多数の者が利

用する建築物（店舗・

ホテル等） 

3 31 34 31 91.2% 

その他の施設 36 147 183 147 80.3% 

総    数 44 231 275 231 84.0% 

※耐震改修促進法第 14 条第１項第２号および第３号は除く。 



   

14 

(3) 要安全確認計画記載建築物 

ア 特定緊急輸送道路沿道建築物 

令和７(2025)年現在、東京都で指定した「特定緊急輸送道路」の沿
道建築物のうち、昭和56(1981)年以前の建築物は35棟あります。特
定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標の総合到達率は
81.6％であり、青梅街道の一部では区間到達率が60％未満となって
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２－２ 区間到達率の状況 

（出典）東京都耐震ポータルサイト（令和７(2025)年現在） 

【東京都における緊急輸送道路指定の考え方】 

緊急輸送道路は、救急救命・消火活動、物資の輸送、復旧復興の生命線・大動脈
であり、沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、都民の生命と財産を守る
とともに、首都機能を維持するために極めて重要です。 
このため、東京都は、「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する

条例」を施行し、「特定緊急輸送道路」として指定し、その沿道建築物に耐震診断を
義務づけました。これに合わせて、耐震化に関する助成制度を拡充しています。 

 
 

本市では、耐震改修促進法第６条第３項第１号に規定される「地震発
生時に閉塞を防ぐべき道路」は指定していませんが、東京都が指定する
緊急輸送道路を地震発生時に閉塞を防ぐべき道路として本計画に位置
づけます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 緊急輸送道路網図（東京都指定） 

（出典）東京都耐震ポータルサイト（令和７(2025)年現在） 

 
イ 特定緊急輸送道路沿道建築物に附属するブロック塀等 

特定緊急輸送道路を含む避難路に面したブロック塀等の撤去にか
かる費用の補助制度を実施していくとともに、通学路の安全点検等
により、現況を把握していきます。 

区間到達率（令和７年現在） 
（都県境入口からある区間に到達できる確率） 
 

100％ 
95％以上 100％未満 
80％以上 95％未満 
60％以上 80％未満 
60％未満 
※高速道路は太線 

青梅街道 

圏
央
道 

青梅街道 

秋川街道 

成木街道 

圏央道 
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(4) 市所有建築物 

令和７(2025)年現在、市所有建築物（市営住宅を除く。）は286棟で
あり、このうち耐震性を有する建築物は253棟で、耐震化率は88.5パー
セントとなっています。 
市庁舎等のほか小・中学校、市民センター等の災害時に拠点・避難所

として利用される防災上重要な市所有建築物は189棟であり、このうち
耐震性を有する建築物は174棟、耐震化率は92.1パーセントとなってい
ます。 
また、特定既存耐震不適格建築物の規模要件に合致する建築物は58棟

であり、このうち耐震性を有する建築物は57棟で、耐震化率は98.3パー
セントとなっています。 

表２－６ 市所有建築物の耐震化の現状        （単位：棟） 

区

分 

用 途 

昭和 56 年５月以前の 

建 築 物 
昭和 5 6

年 ６ 月

以 降 の

建 築 物 

建築物

（合計） 

耐 震 性

を 有 す

る 建 築

物 

耐震化

率

（％） 

総数   

 

耐震 

性有 

耐震

性無 

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e 

防
災
上
重
要
な
市
所
有
建
築
物
※ 

 83(32) 68(31) 15(1) 106(26) 189(58) 174(57) 
92.1% 

(98.3%) 

市庁舎等 0 0 0 2(2) 2(2) 2(2) 100.0% 

小・中学校（校

舎・体育館） 
37(28) 37(28) 0 16(12) 53(40) 53(40) 100.0% 

市民センター施設 14 14 0 7 21 21 100.0% 

文化・生涯学習施設 0 0 0 2(1) 2(1) 2(1) 100.0% 

スポーツ施設 2(1) 1(1) 1 0 2(1) 1(1) 50.0% 

福祉施設 2(1) 1 1(1) 6(4) 8(5) 7(4) 87.5% 

病院・診療所 3(1) 3(1) 0 5(3) 8(4) 8(4) 100.0% 

医師・看護師寮等 0 0 0 2(2) 2(2) 2(2) 100.0% 

学童保育所 0 0 0 6 6 6 100.0% 

消防・防災施設 19 11 8 34 53 45 84.9% 

浄水場・ポンプ施設 6(1) 1(1) 5 14 20(1) 15(1) 75.0% 

環境施設 0 0 0 5 5 5 100.0% 

葬祭場 0 0 0 2(1) 2(1) 2(1) 100.0% 

その他 0 0 0 5(1) 5(1) 5(1) 100.0% 

そ
の
他
の
市
所
有
建
築
物 

 24 6 18 73 97 79 81.4% 

文化・生涯学習施設 8 2 6 2 10 4 40.0% 

スポーツ施設 4 1 3 5 9 6 66.7% 

病院・診療所 0 0 0 1 1 1 100.0% 

医師・看護師寮等 2 2 0 1 3 3 100.0% 

公園施設（管理棟等） 4 1 3 4 8 5 62.5% 

公園施設等公衆便所 1 0 1 49 50 49 98.0% 

休憩所 0 0 0 1 1 1 100.0% 

その他 5 0 5 10 15 10 66.7% 

総 数 107(32) 74(31) 33(1) 179(26) 286(58) 253(57) 
88.5% 

(98.3%) 

  注：表の（ ）内の数値は、特定既存耐震不適格建築物の規模要件に合致する
建築物について表す。 

※都計画の分類にもとづく 
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〔実施施策〕 

○耐震診断および耐震

改修の促進を図るた

めの支援策 

○啓発および知識の普

及に関する施策 

○耐震化促進のための

情報提供・環境整備 

○地震時の総合的な安

全対策の推進 
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令和７年度 令和17年度

（推計）

（棟）
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50,000

令和７年度 令和12年度

（推計）

（棟）
３ 耐震化の目標 
(1) 住宅 

ア 一般住宅 

住宅については、令和17(2035)年度末までに耐震性が不十分なすべ
ての住宅をおおむね解消することを目標とします。なお、中間年（令
和12(2030)年度末）までに耐震化率を95パーセント以上とすること
を中間の目標とします。 

 
令和12(2030)年度末までに耐震化が必要な住宅数はおおむね

4,500棟です。令和17(2035)年度末の目標達成には、おおむね6,090
棟の耐震化が必要になります。（推計方法は、巻末資料１参照）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図２－４ 住宅の耐震化の目標  

〔住宅の耐震化の目標〕 

 

 

 

 

（※新耐震基準の木造住宅を考慮した場合は 82.8%） 

令和７年度     令和 12 年度    令和 17 年度  
住宅総数（現状）44,464棟⇒（推計）45,800棟⇒（推計）47,130棟 
耐震性有（現状）36,819棟⇒（推計）39,010棟⇒（推計）41,040棟 

           （目標）43,510棟 （目標）47,130棟 

目標達成のために今後耐震化が必要な住宅数 

（令和 7～12 年度末の５年間） おおむね 4,500 棟 

（令和 7～17 年度末の 10 年間）おおむね 6,090 棟 

耐震性を満たす 

41,040 棟 

耐震性を満たす 

36,819 棟 

施策効果 

おおむね 6,090 棟 

耐震性が不十分 

7,645 棟 

耐震性を満たす 

36,819 棟 

耐震性を満たす 

39,010 棟 

耐震性が不十分 

7,645 棟 

耐震性が不十分 

6,790 棟 

施策効果 

おおむね 4,500 棟 

現状 86.6％※ 
令和 12 年度 

耐震化率を 95%以上 
令和 17 年度 

耐震性が不十分なすべて
の住宅をおおむね解消 
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表２－７ 令和 12年における住宅の耐震化率（推計）（単位：棟） 

建て方 構造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準の木造住宅※４ 現行 

基準 

住宅 

 

g 

総数※１ 総数 

a=b+c 

耐震性

有※２ 

b 

耐震 

性無 

c d=e+f 

耐震 

性有 

e 

耐震 

性無 

f 

戸建

住宅 

木 造 12,230 7,260 4,970 12,770 11,260 1,510 15,490 

非木造 650 380 270 ― ― ― 2,760 

小 計 12,880 7,640 5,240 12,770 11,260 1,510 18,250 

共同

住宅

※３ 

木 造 50 40 10 430 420 10 390 

非木造 70 50 20 ― ― ― 960 

小 計 120 90 30 430 420 10 1,350 

住宅総数 13,000 7,730 5,270 13,200 11,680 1,520 19,600 
 

建て方 構造 

住宅（合計） 

 

h=a+d+g 

耐震性を有する 

住宅 

i=b+e+g 

耐震化率 

 

j=i/h 

戸建

住宅 

木 造 40,490 34,010 84.0% 

非木造 3,410 3,140 92.1% 

小 計 43,900 37,150 84.6% 

共同

住宅 

※３ 

木 造 870 850 97.7% 

非木造 1,030 1,010 98.1% 

小 計 1,900 1,860 97.9% 

住宅総数 45,800 39,010 85.2% 

※１昭和56(1981)年以前に建築された住宅の減少数は、前計画策定時から令和７
(2025)年までの減少率（実績）を用いて推計している。 

※２昭和56(1981)年以前に建築された住宅における耐震性を有する住宅数は、平
成25年、平成30年、令和５年住宅・土地統計調査結果報告から、「耐震改修を
行った住宅の割合」、「耐震診断を行った結果耐震性を有していた住宅の割合」
により推計している。 

※３共同住宅には、特定既存耐震不適格建築物である賃貸共同住宅を含んでいる。 
※４表中の新耐震基準の木造住宅は３階建てを含む。 

表２－８ 令和 17年における住宅の耐震化率（推計）（単位：棟） 

建て方 構造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準の木造住宅※４ 現行 

基準 

住宅 

 

g 

総数※１ 総数 

a=b+c 

耐震性

有※２ 

b 

耐震 

性無 

c d=e+f 

耐震 

性有 

e 

耐震 

性無 

f 

戸建

住宅 

木 造 11,400 7,020 4,380 12,470 11,030 1,440 17,790 

非木造 610 370 240 ― ― ― 2,910 

小 計 12,010 7,390 4,620 12,470 11,030 1,440 20,700 

共同

住宅

※３ 

木 造 40 30 10 420 410 10 430 

非木造 60 50 10 ― ― ― 1,000 

小 計 100 80 20 420 410 10 1,430 

住宅総数 12,110 7,470 4,640 12,890 11,440 1,450 22,130 
 

建て方 構造 

住宅（合計） 

 

h=a+d+g 

耐震性を有する 

住宅 

i=b+e+g 

耐震化率 

 

j=i/h 

戸建

住宅 

木 造 41,660 35,840 86.0% 

非木造 3,520 3,280 93.2% 

小 計 45,180 39,120 86.6% 

共同

住宅

※３ 

木 造 890 870 97.8% 

非木造 1,060 1,050 99.1% 

小 計 1,950 1,920 98.5% 

住宅総数 47,130 41,040 87.1% 

※１昭和56(1981)年以前に建築された住宅の減少数は、前計画策定時から令和７
(2025)年までの減少率（実績）を用いて推計している。 

※２昭和56(1981)年以前に建築された住宅における耐震性を有する住宅数は、平
成25年、平成30年、令和５年住宅・土地統計調査結果報告から、「耐震改修を
行った住宅の割合」、「耐震診断を行った結果耐震性を有していた住宅の割合」
により推計している。 

※３共同住宅には、特定既存耐震不適格建築物である賃貸共同住宅を含んでいる。 
※４表中の新耐震基準の木造住宅は３階建てを含む。 

  



   

18 

イ 市営住宅 

市営住宅については、できるだけ早期に耐震化率を100パーセント
とすることを目標とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７(2025)年現在の市営住宅の耐震化率は82.6パーセントであ
り、耐震性が不十分な市営住宅の用途廃止を進めます。 

(2) 特定建築物 

特定建築物については、令和17(2035)年度末までに耐震性が不十分な
建築物をおおむね解消することを目標とします。なお、中間年（令和
12(2030)年度末）までに耐震化率を95パーセント以上とすることを中
間の目標とします。 

 
令和７(2025)年における特定建築物の耐震化率は84.0パーセントで

あり、目標の耐震化率達成のためには44棟の耐震化が必要になります。 
特定建築物の耐震化については、不特定多数の者が利用する建築物や

災害時に要配慮者が利用する建築物は、震災による建築物の倒壊やこれ
に伴う人的被害が大きくなるおそれがあるため、重点的に耐震化を図る
ものとします。また、火薬類、石油類その他法で定める危険物の貯蔵施
設および地震発生時に通行を確保すべき道路沿道の建築物についても、
重点的に耐震化の促進を図るものとします。  

〔特定建築物の耐震化の目標〕 

   

 
令和７年度      令和 12 年度     令和 17 年度  

建築物総数（現状）275 棟 ⇒      275 棟 ⇒      275 棟 
耐震性有 （現状）231 棟 ⇒（現状維持で推移）231 棟   ⇒（現状維持で推移）231 棟 
                  （目標）261 棟     （目標）275 棟 

目標達成のために今後耐震化が必要な住宅数 

（令和 7～12 年度末の５年間） おおむね 30 棟 

（令和 7～17 年度末の 10 年間）おおむね 44棟 

〔市営住宅の耐震化の目標〕 

現状 82.6％     できるだけ早期に耐震化率を 100% 

     令和７年度           令和 17 年度 
住宅総数（現状）23団地  ⇒           19 団地 
耐震性有（現状）19 団地  ⇒（現状維持で推移）19 団地 

現状 84.0％ 
令和 12 年度 

耐震化率を 95%以上 
令和 17 年度 

耐震性が不十分な 
建築物をおおむね解消 
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〔特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の目標〕 
〈総合到達率〉 

    

 
〈区間到達率〉 

現状 60％未満  目標 区間到達率が 95％未満の区間を解消 
令和７年度            令和 12 年度 

(3) 要安全確認計画記載建築物 

ア 特定緊急輸送道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路沿道建築物については、令和17(2035)年度末ま
でに総合到達率を100パーセントとすることを目標とします。なお、
中間年（令和12(2030)年度末）までに総合到達率を99パーセント以
上、かつ区間到達率95パーセント未満の区間を解消することを中間
の目標とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
耐震性が不十分な特定緊急輸送道路沿道建築物については、所有

者等への働きかけを行い、耐震化を促進します。 

 
イ 特定緊急輸送道路沿道建築物に附属するブロック塀等 

特定緊急輸送道路沿道建築物に附属するブロック塀等について、
令和12(2030)年度末を目標に耐震性が不十分なものの改善に取り組
むこととします。 
耐震性が不十分なブロック塀等に関しては、所有者等へ撤去にか

かる補助制度を紹介するなどの働きかけを行い、耐震化を促進しま
す。 

 
 
  

現状 81.6％ 令和 12 年度 
総合到達率を 99％以上 

令和 17 年度 
総合到達率を 100％ 
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(4) 市所有建築物 

市所有建築物（特定既存耐震不適格建築物を含む）については、施設
の重要性等を考慮して、できるだけ早期に耐震化率を100パーセントと
することを目標とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７(2025)年調査にもとづく市所有建築物の耐震化率は88.5パー
セントであり、目標の耐震化率達成のためには32棟の耐震化が必要にな
ります。 
また、市所有特定既存耐震不適格建築物の耐震化率は98.3パーセント

であり、耐震性が不十分な同建築物の用途廃止を進めます。 
市所有建築物の耐震化にあたっては、施設の重要度や老朽度等を踏ま

えながら計画的に耐震化を実施するものとします。 
特に、災害時において防災拠点や避難所等の役割を果たす防災上重要

な建築物については、市地域防災計画との整合を図りながら、早期の耐
震化実現に向けて取り組みます。 

 
  

〔市所有建築物の耐震化の目標〕 

現状 88.5％       できるだけ早期に耐震化率を 100% 

     令和７年度           令和 17 年度 
 建築物総数（現状）286 棟 ⇒          285 棟 
 耐震性有 （現状）253 棟 ⇒ （現状維持で推移）253 棟 
                        （目標）285 棟 

 目標達成のために今後耐震化が必要な市所有建築物数 32 棟  

 
 

〔市所有特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標〕 

現状 98.3％       できるだけ早期に耐震化率を 100% 

     令和７年度           令和 17 年度 
 建築物総数（現状） 58 棟 ⇒           57 棟 
 耐震性有 （現状） 57 棟 ⇒           57 棟 

（上記内数） 
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１ 基本的な取組方針 
(1) 住宅・建築物所有者の主体的な取組 

住宅・建築物の耐震化は、その所有者が自らの責任で行うことを基本
とします。 
住宅・建築物の所有者は、地震災害対策を自らの問題のみならず、地

域全体の問題として認識し、主体的に耐震化に取り組むものとします。
これまでは、特に旧耐震基準によって建てられた住宅・建築物の耐震診
断・耐震改修等（耐震改修、建替え、除却）に努めてきましたが、今後
は新耐震基準の木造住宅も含めて耐震改修等に努めるものとします。 
多数の者が利用する建築物の所有者については、耐震診断の実施と必

要に応じ耐震改修を行うよう努めるものとします。 

 
(2) 本市の取組 

本市は、市民の生命・財産を守るために、住宅・建築物の所有者が主
体的に耐震化の取組ができるよう、東京都や関係機関と協力して耐震化
促進のための環境整備や耐震診断・耐震改修等（耐震改修、建替え、除
却）に関する助成等の支援を行います。 
また、関係機関等で実施している耐震化に関する支援や融資制度等の

紹介などの情報提供を行います。 
特に、旧耐震基準木造住宅については、耐震化を緊急的に促進するた

め、社会資本整備総合交付金交付要綱に規定する「耐震化緊急促進アク
ションプログラム」にもとづき、戸別訪問やDM送付、相談会の実施等
により耐震化を進めます。 
今後は、「耐震化緊急促進アクションプログラム」を改定し、新耐震

基準の木造住宅へ対象を拡大していきます。 
市所有建築物については、消防・防災施設等の防災上重要な建築物に

重点を置き、耐震化に取り組みます。その他の市所有建築物については、
災害対策の位置づけや老朽度等を勘案しながら耐震化を進めます。 

  

第３章 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための取組 
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２ 重点的に取り組むべき建築物および地域 
(1) 重点的に耐震化を図るべき建築物 

住宅（木造住宅）、特定緊急輸送道路沿道建築物（要安全確認計画記
載建築物）、特定既存耐震不適格建築物（民間所有）については、優先
的・段階的に耐震化を図るべき建築物として効果的な耐震改修の促進を
図るものとします。 

 
ア 住宅（木造住宅） 

木造住宅は、倒壊や火災の延焼による人的、経済的被害の大きな原
因となりうることから、広報やパンフレット等を活用し、耐震化に対
する財源支援策や、固定資産税の減額制度等の優遇税制の周知を図る
とともに、関係機関等とも連携しながら耐震診断の普及、耐震改修の
促進を図ります。 

 
イ 特定緊急輸送道路沿道建築物（要安全確認計画記載建築物） 

特定緊急輸送道路は、災害時の緊急車両の通行や広域連絡機能など、
果たす役割が大きいことから、倒壊した場合に道路を閉塞させるおそ
れのある沿道建築物については、優先的に耐震化を図る必要がありま
す。そのため、沿道建築物の所有者に対しての耐震診断・耐震改修の
取組を東京都と連携・協力しながら促進します。 
また、特定緊急輸送道路沿道建築物に附属するブロック塀等につい

ても、除却や耐震化に関する支援を行い、耐震化を促進します。 
なお、本計画においては、東京都が指定する特定緊急輸送道路につ

いても避難路と位置づけることとします。 

 
ウ 特定既存耐震不適格建築物（民間所有） 

特定既存耐震不適格建築物（民間所有）と判断された昭和56(1981)
年以前の建築物の所有者には、関係機関等と連携し、各種広報手段に
より耐震化の周知を図るとともに、耐震診断や耐震改修に向けての相
談に対応していきます。また、必要に応じて所管行政庁が行う耐震改
修促進法にもとづく指導・助言に協力し、耐震化を促進します。 

 
(2) 木造建築物が密集する地域における建築物の耐震化 

木造住宅の分布状況を地区別にみると、面積当たりの木造住宅数は、
河辺町から天ヶ瀬町にかけて特に多く、2,000棟以上／km²となってい
ます。 
なかでも、面積当たりの旧耐震基準木造住宅数でみると、河辺町や大

門を除く、木造住宅が多い地区で面積当たりの旧耐震基準木造住宅数も
多く、500棟以上／km²となっています。 
これらの地区は市街地であり、地震による建築物の倒壊などが発生し

た場合の被害が大きいと予想されます。 
こうした大きな被害が想定される地域などを優先して、建築物の耐震

化に合わせた不燃化を順次促進します。 
また、緊急車両が進入困難な住宅地の解消を図るため、建築物の壁面

後退などにより、十分な道路空間の確保を促進します。 
さらに、主要な道路の沿道建築物の不燃化・耐震化を促進します。 
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図３－１ 面積当たり木造住宅分布状況 

※地図は、東京都縮尺 1／2,500 地形図（令和７年度版）を加工して作成 

 
 
 
 
 
 
 

参考：新耐震基準の木造住宅を考慮した面積当たり木造住宅分布図 

参考として、新耐震基準の木造住宅を考慮した面積当たり木造住宅分
布図についても、以下のとおり整理しました。 
面積当たりの新耐震基準の木造住宅数は、師岡町、野上町、大門で500

棟以上／km²と多くなっています。 

 

参考図 面積当たり木造住宅分布状況（新耐震基準の木造住宅） 

※地図は、東京都縮尺 1／2,500 地形図（令和７年度版）を加工して作成 
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１ 耐震診断および耐震改修の促進を図るための支援策 
本市では、市民に対し、住宅・建築物の耐震診断および耐震改修の必要

性や重要性について普及・啓発に積極的に取り組むとともに、耐震診断・
耐震改修に対する市の補助制度、国や東京都の補助制度や税制等を活用し
ながら、住宅・建築物の耐震化を促進します。 

 
(1) 住宅に関する市の支援 

住宅所有者が、耐震診断・耐震改修を実施しない理由として、住宅の
老朽化に加え、所有者の高齢化による費用負担の問題が大きな要因に挙
げられます。このことから、費用補助事業の実施や税制優遇措置の周知
を行うことが有効であり、現在実施している耐震診断・耐震改修にかか
る費用の補助事業について、引き続き実施するとともに事業の周知を行
います。 
本市は、青梅市木造住宅耐震診断補助金交付要綱にもとづき、木造住

宅の耐震診断を実施する方に対して、その費用の一部を補助します。 
さらに、木造住宅の耐震改修を実施する方に対しては、青梅市木造住

宅耐震改修補助金交付要綱にもとづき、その費用の一部を補助します。 

 
■木造住宅耐震診断補助 

補助対象 

○補助対象住宅は、市内にある住宅のうち令和７(2025)年現
在、昭和56(1981)年５月以前の耐震基準で建築された軸組
工法による２階建て以下の一戸建て木造住宅（延べ面積の
１／２以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的
とする住宅を除く。） 

○補助対象者は、市内に住所を有し補助対象住宅を所有し自
ら居住する個人で、補助対象住宅の耐震診断を市の指定す
る診断機関に依頼する者。ただし、共有の場合は、共有者の
全員によって合意された代表者。なお、補助対象者（共有の
場合は共有者全員）は、納期が到来している市税等を完納
していること。 

 
■木造住宅耐震改修補助 

補助対象 

○補助対象住宅は、市内にある住宅のうち令和７(2025)年現
在、昭和56(1981)年５月以前の耐震基準で建設された軸組
工法による２階建て以下の一戸建て木造住宅（延べ面積の
１／２以上を住宅の用途に供しているもので、賃貸を目的
とする住宅を除く。）であって、次の１.および２.のいずれ
にも該当するもの。 
１．（一財）日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断
と補強方法」に定める一般診断法または精密診断法（時
刻歴応答計算による方法を除く。）による診断の評点が
1.0未満の住宅で、改修後の評点が1.0以上となることを
確認した住宅 

２．耐震改修が建築基準法および耐震改修促進法の規定に
違反していないもの。 

○補助対象者は、市内に住所を有し補助対象住宅を所有し自
ら居住する個人。ただし、共有の場合は、共有者の全員によ
って合意された代表者。なお、補助対象者（共有の場合は共
有者全員）は、納期が到来している市税等を完納している
こと。 

  

第４章 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための施策 
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また、より多様な市民ニーズに対応した耐震化支援の充実を図るため、
対象の拡充や新たな助成制度の検討を進めます。 
特に、災害時に配慮が必要な方や、木造以外の住宅への対応、居住空

間の安全確保に資する取組について、以下のとおり検討を行います。 
《検討施策》 

◆新耐震基準の木造住宅に対する補助 

これまでの旧耐震基準の住宅を対象にした支援に加え、新耐震基準の
木造住宅においても耐震性の向上を図るため、耐震診断や耐震改修等に
係る費用の補助を進めます。 

◆高齢者・障がい者に対する補助の検討 

高齢者や障がい者が安心して生活できる住環境の確保を図るため、居
住する住宅に対する耐震診断や耐震改修等に係る費用の補助について、
今後検討を進めます。 

◆補助上限額の検討 

木造住宅耐震改修補助に係る補助金の増額について、国、都の動向に
注視し、検討を進めます。 

◆非木造住宅に対する補助の検討 

これまでの木造住宅を対象とした支援に加え、非木造住宅においても
耐震性の向上を図るため、耐震診断や耐震改修等に係る費用の補助につ
いて、今後検討を進めます。 

◆耐震シェルター等の設置助成の検討 

地震時に迅速な避難が困難な高齢者や障がい者の方の生命を守るた
め、耐震化が経済的に困難な世帯を対象に、耐震シェルターや耐震ベッ
ドの設置助成について、今後検討を進めます。 

(2) 緊急輸送道路沿道建築物等に関する支援 

緊急輸送道路は、地震発生時の建築物の倒壊等によって、市民の避難
や緊急車両の通行の妨げとならないよう、沿道建築物の耐震化を促進す
る必要があります。 
本市は、東京都が指定する緊急輸送道路を本計画に位置づけ、東京都

と連携・協力しながら沿道建築物の耐震化を促進します。 
なお、特定緊急輸送道路沿道建築物については、青梅市特定緊急輸送

道路沿道建築物耐震改修補助金交付要綱等にもとづき、耐震化を実施す
る方に対して、その費用の一部を補助します。 
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■青梅市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計補助 

対象建物 
○特定緊急輸送道路にかかる沿道建築物で、平成28(2016)年

度までの青梅市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助
金交付要綱にもとづく補助を受け、耐震診断を実施した結
果、耐震性が劣ると判断された建築物 

 
■青梅市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修補助 

対象建物 
○特定緊急輸送道路にかかる沿道建築物で、平成28(2016)年

度までの青梅市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断補助
金交付要綱にもとづく補助を受け、耐震診断を実施した結
果、耐震性が劣ると判断された建築物 

 
■特定緊急輸送道路の沿道建築物に関する相談窓口 

目 的 

○特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者が円滑に建築物の耐
震化に取り組めるよう、条例や助成制度の内容のほか、耐
震化に関する技術的な相談を気軽にできる専用の相談窓口
を設置し、所有者からの相談問い合わせに総合的に対応す
ることにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、災害に
強いまちづくりを推進することを目的とする。 

所 在 地 （公財）東京都防災・建築まちづくりセンター内 

相談業務
内 容 

・条例の概要説明 
・建物が条例の対象となる場合、必要となる手続き 
・助成制度のしくみについて 
・耐震診断などの実施にあたり、建築士団体の紹介 
・建築士や弁護士などの耐震化アドバイザーの派遣 

 
■緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修等支援融資制度 

目 的 

○地震発生時に都内の緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による
道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路および輸送路を確保す
るため、沿道建築物の耐震化にかかる費用を補助すること
により、当該沿道建築物の耐震化を促進し、災害に強いま
ちづくりを推進することを目的とする。 

対象費用 耐震診断費用 耐震改修等工事費用 

対象建物 

○特定緊急輸送道路沿道建築
物 

○敷地が特定緊急輸送道路に
接すること 

○昭和56(1981)年６月１日施
行の耐震基準改正前に建築
されたもの 

○道路幅員のおおむね１／２
以上の高さ 

○すべての緊急輸送道路沿道
建築物 

○敷地が緊急輸送道路に接す
ること 

○昭和56(1981)年６月１日施
行の耐震基準改正前に建築
されたもの 

○道路幅員のおおむね１／２
以上の高さ 

○延べ面積10,000m²以下 

対 象 者 

上記建築物の所有者 上記建築物を所有する個人、
中小企業者※ 

※従業員数や資本金等の規模
が中小企業基本法（昭和38
年法律第154号） 第２条第
１項各号のいずれかに該当
する者 
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(3) 税制に関する支援 

平成18(2006)年度税制改正において耐震改修促進税制が創設され、既
存住宅を耐震改修した場合、所得税額の特別控除や固定資産税の減額措
置を受けられるようになりました。 
本市は、この制度の周知を行うにあたり、税制大綱の動きを注視しな

がら住宅・建築物の耐震化の促進を図ります。 
 
■所得税額の特別控除 

条 件 

個人が住宅耐震改修を行うもので、以下の条件を満たす場合 
１ 令和７(2025)年12月31日までに耐震改修をした場合 
２ 昭和56(1981)年５月31日以前に建築された、自己の居住の
用に供する住宅 

３ 耐震改修（地震に対する安全性の向上を目的とした増築、
改築、修繕または模様替え）をした家屋が、現行の耐震基準
に適合するものであること 

控 除 額 
○住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額（補助金
等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した
金額）の10％（上限25万円） 

手 続 

必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付
して、納税地（原則として住所地）の所轄税務署長に提出 
１ 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額

の計算明細書 
２ 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書 
３ 家屋の登記事項証明書など、家屋が昭和56(1981)年５月
31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類 

 
■固定資産税の減額措置 

対 象 一般住宅 要安全確認計画記載建築物 

条 件 
○令和８(2026)年３月31日ま
でに耐震改修が完了した場
合 

○令和８(2026)年３月31日ま
でに耐震改修が完了した場
合 

減 額 の 
内 容 

○現行の耐震基準に適合する
よう一定の改修工事を行っ
た場合、翌年度から一定期
間の固定資産税は１戸当た
り120m²を限度に、１／２
（長期優良住宅の認定を受
けた場合は２／３）を減額 

○耐震改修工事が完了した日
の属する年の翌年度から２
年度分の固定資産税額を、
１／２減額（当該額が当該
補助対象改修工事に係る工
事費の５％に相当する金額
を超える場合は５％に相当
する金額） 

減 額 を 
受 け ら れ
る 家 屋 の
条 件 

１ 昭和57(1982)年１月１日
以前に建築された住宅（併
用住宅の場合は、居住部分
の割合が１／２以上） 

２ 現行の耐震基準に適合す
ること 

３ 耐震改修に要した費用が
１戸当たり50万円超であ
ること 

４ 原則として、工事完了後３
か月以内に申告すること 

１ 耐震改修促進法に規定す
る要安全確認計画記載建
築物 

２ 政府の補助を受けて耐震
改修が行われたもの 

３ 現行の耐震基準に適合す
ることが証明されるもの 

手 続 

必要事項を記載した固定資産税減額申告書に、次に掲げる書
類を添付して、青梅市 課税課 家屋係に提出 
１ 固定資産税（住宅耐震改修）減額申告書 
２ 増改築等工事証明書（耐震改修が行われたことの証明書） 
３ 工事費用の内訳が確認できる見積書の写し等 
４ 工事費用の支払額が確認できる領収証の写し等 
５ 長期優良住宅認定通知書の写し（長期優良住宅の認定を受

けた場合のみ必要） 
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２ 啓発および知識の普及に関する施策 
本市は、耐震改修等に関する知識の普及を図るとともに、市民の地震に

対する防災意識の啓発に努めます。 
なお、住宅の耐震化を緊急的に促進するため、別に定める「耐震化緊急

促進アクションプログラム」にもとづき、情報提供の充実を図ります。 
 
(1) 防災意識の普及・啓発 

本市は、市民が自ら災害に備えられるよう、日頃の災害への備えや、
災害発生時のとるべき応急活動、避難行動などを分かりやすく解説した
「青梅市民防災ハンドブック」を活用し、市ホームページでの公表を含
め、市民の自助・共助を中心とした防災意識の啓発を図ります。 
また、東京都が策定した地震に関する地域危険度測定調査（第９回：

令和６年３月公表）等を活用し、地震に関する地域の危険度を市民に周
知し、耐震診断や耐震改修等をはじめとする防災意識の普及・啓発を図
ります。 

(2) 耐震化に関する情報提供 

ア リフォームに併せた耐震改修の誘導 

耐震改修においては、住宅設備の更新やバリアフリー化等を目的と
したリフォームと併せて行うことが費用や手間の面で効果的であり、
耐震改修を行うきっかけの一つであることから、リフォーム工事と併
せた耐震改修の普及は一定の効果があると考えられます。 
本市は、リフォームに関する情報提供や耐震改修事例等の紹介等を

行うなどしてリフォーム工事と併せた耐震改修が行われるよう次の
施策の実施に向けた検討を進めます。 

《検討施策》 

◆リフォーム融資の周知と活用 

住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）では、耐震改修工事または耐震
補強工事を行った住宅に対して、融資額および金利の優遇を行っていま
す。制度の周知と活用促進を図ることで、リフォーム工事と併せた耐震
改修工事の促進を図ります。 

 
イ ホームページやパンフレット等による情報提供 

住宅・建築物の耐震化を促進するには、まず建築物所有者等が耐震
化の必要性や重要性について十分に認識することが必要です。このた
め、ホームページやＳＮＳ、パンフレット、木造住宅耐震化セミナー
および自治会回覧等を活用し、耐震診断・耐震改修に関する事業や具
体的な耐震改修工法の情報提供を積極的に行います。 
また、特にマンションは地震等により倒壊等の被害が生じた場合、

戸建住宅に比べ周囲への被害が大きく、復興やまちづくりの障害とな
る可能性があります。このため、関連機関と連携し、東京都の「東京
都マンションポータルサイト」等を活用しながら普及啓発を行います。  
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ウ 木造住宅の安価で信頼できる耐震改修工法・装置の普及の促進 

耐震改修の促進を阻害する要因として、工事に要する期間や工事費
の負担などが挙げられます。また、様々な耐震改修工法や技術が開発
されているにもかかわらず、どの程度有効な改修工法なのか不安があ
るなどの理由から、木造住宅の耐震化が十分に進んでいない状況にあ
ります。 
本市は、市民が安価で住宅の耐震化に取り組むことができるよう、

東京都、建築関係団体等と連携し、耐震改修工法等の情報収集を行い、
安価で信頼できる耐震改修工法・装置の普及促進を図る次の施策の実
施について、具体的な内容や実施方法の検討を進めます。 

《検討施策》 

◆耐震改修工法紹介 

比較的安価で有効な耐震改修工法等を紹介することにより、耐震改修
の知識を高めることによる普及促進を目指します。 

(3) 高齢者世帯への支援 

本計画策定にあたって実施したアンケート調査では、住宅所有者の約
９割が60歳以上の高齢者となっています。 
旧耐震基準および新耐震基準の木造住宅の所有者の多くを占める高

齢者世帯への啓発が耐震化促進に不可欠であることから、高齢者世帯へ
の支援を充実する次の施策の実施について、具体的な内容や実施方法の
検討を進めます。 

《検討施策》 

◆高齢者への周知活動 

高齢者の防災および地震被害の備えに対する意識の向上を図る啓発活
動により高齢者の防災意識を向上させるとともに、既存の補助事業、税
制優遇などの周知を行うことにより、住宅の耐震化促進を目指します。 

◆特定の場所への訪問 

移動範囲が制約されること等により、必要な情報が十分に届きにくい
おそれがある高齢者に対して地域包括支援センターなどを活用し、周知
活動を図ります。 

◆バリアフリー改修・介護保険制度の住宅改修の機会に併せた耐震改修の PR 

高齢者が居住する住宅等で、バリアフリー改修等を実施する機会に併
せて耐震改修の促進を図ります。 

◆住宅金融支援機構による高齢者向け返済特例制度の周知と活用 

住宅金融支援機構の制度について、制度の周知活動と活用促進を図り、
高齢者の耐震改修への意欲向上を図ります。 

  

～高齢者向け返済特例制度の概要～ 
満 60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改

修工事を施すリフォームを行う場合に、返済期間を申込人（連帯債務者を
含む）全員の死亡時までとし、毎月の返済は利息のみを支払い、借入金の
元金は申込人（連帯債務者を含む）全員が亡くなられたときに一括して返
済する制度 
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(4) 木造住宅における耐震化の促進 

ア 木造建築物が密集する地域での耐震化の促進 

昭和56(1981)年以前に建てられた木造建築物が密集する地域では、
震災に対する危険性が高く、早急な耐震化の促進が求められます。 
本市では、河辺町から天ヶ瀬町にかけて面積当たりの木造住宅戸数

が多く、河辺町、大門を除く木造住宅数が多い地区で面積当たりの旧
耐震基準木造住宅戸数が多いため、地震による建築物の倒壊などの被
害が大きいと予想されます（P23、図３－１）。 
そのため、該当地域の耐震化を優先的に促進することとし、次の施

策の実施について、具体的な内容や実施方法の検討を進めます。 
《検討施策》 

◆木造建築物が密集する地域における耐震化の優先的な促進 

木造建築物が密集する地域など、危険性の高い地域を優先して耐震化
を進めることとします。対象地域では、住宅所有者に戸別訪問を行い、
直接働きかけを行うことで、耐震化の必要性や市の支援事業等の効果的
な普及・啓発を行います。 

 
イ 住宅の耐震化を緊急的に促進するための普及・啓発 

「耐震化緊急促進アクションプログラム」にもとづき、旧耐震基準
および新耐震基準の木造住宅を対象に耐震化の普及・啓発を進めます。 

 
ウ 相談窓口の設置 

建築物所有者等が安心して耐震診断・耐震改修を実施できるよう相
談窓口を市に設置するとともに、助成制度や耐震改修促進税制等の支
援策についても、適切な情報を提供します。 

 

(5) 専門技術者の紹介 

安心して住宅・建築物の耐震化に取り組むためには、身近で信頼でき
る設計者や施工者の役割が重要です。 
東京都は、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターを指定

登録機関として、平成18(2006)年度から東京都木造住宅耐震診断事務所
登録制度を実施しています。本制度では、建築士を対象として講習会を
行い、終了考査に合格したものが所属する建築士事務所の登録・公表を
行っています。 
本市は、この修了者の名簿閲覧を行い、市のホームページにて、耐震

診断・耐震改修に関連する講習を受講した技術者名簿を公表しています。
引き続き、名簿を公表し、市民が安心して耐震診断や耐震改修を行うこ
とができる環境整備に努めます。 
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３ 地震時の総合的な安全対策の推進 
地震被害から生命と財産を守るためには、建築物の耐震化だけでなく、

家具の固定や落下物防止対策、屋外広告物の倒壊防止等の総合的な安全対
策が必要です。 
本市は、地震時の総合的な安全対策を推進します。 

 
(1) 家具転倒防止対策 

本市および関係機関は、公共施設の書庫やＯＡ機器等の転倒・落下・
移動を防止する措置を行うとともに、家具類の転倒による市民の被害を
防ぐため、家具転倒防止対策の啓発に努めます。 
また、本市が実施している、家具転倒防止器具等支給取付事業につい

ても、広報やホームページによる周知およびパンフレットの配布等によ
り一層の普及に努めます。 

 
 

 
(2) 落下物防止対策 

ア 窓ガラスの落下防止対策 

平成17(2005)年３月に発生した福岡県西方沖地震において市街地
にあるビルのガラスが割れ、道路に大量に落下する事態が発生し、地
震発生時の窓ガラスの落下、飛散による人身事故の危険性が改めて問
題となりました。 
窓ガラス等の落下防止については、建築基準法施行令（昭和25年政

令第338号）第39条、３階建て以上の建築物の外壁等の落下防止の技
術基準（昭和53年国土交通省告示第162号）、高さ31ｍを超える建築
物の屋外に面する帳壁についての技術基準（昭和46年国土交通省告示
第109号）、東京都屋外広告物条例（昭和24年東京都条例第100号）お
よび東京都震災予防条例により、所有者に対する建築物の外壁や広告
物等の落下防止に関する規定が定められています。 
本市は関係機関と協力し、建築物の所有者・管理者等に対して、目

視での確認や建築士等の専門家を活用した定期点検の実施、必要に応
じた補修・補強等の建築物の外壁や広告物等の落下防止のための施策
を講ずるよう対応していきます。 
また、強化ガラスの設置が義務付けられていない旧耐震基準の建築

物を中心に関係団体等と連携し、中高層建築物へのガラス飛散防止対
策についても同様に対応するものとします。 

 
イ 外壁タイル等の落下防止対策 

平成23(2011)年３月に発生した東日本大震災において、外壁タイル
等の落下が数多く発生しています。 
また、平成26(2014)年３月に横浜の繁華街においても、外壁タイル
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の落下により負傷者を出す事故が発生しました。 
本市は、東京都と協力して外壁タイル等の落下により危害を与える

おそれのある危険性を有する建築物の所有者に対する指導等により、
適切に対応していきます。 

 
ウ 屋外広告物に対する点検 

平成17(2005)年７月に発生した千葉県北西部地震では、震度５強の
揺れで屋外広告物が落下するという被害が発生しました。また、平成
27(2015)年２月、札幌市においてビルの外壁に緊結された看板の一部
が落下し、歩行中の女性の頭部に当たり重体となる事故が発生しまし
た。 
広告物および看板等の屋外広告物については、落下・倒壊等を防止

するため、東京都屋外広告物条例および道路法（昭和27年法律第180
号）にもとづき、設置者に対し、設置時の許可申請において、自己点
検報告書等の提出を受け、確認を行います。 

 
エ 学校施設の屋内運動場非構造部材落下防止対策 

平成23(2011)年３月に発生した東日本大震災では、学校の屋内運動
場等の天井材落下など、非構造部材の被害が多数発生しました。これ
らの被害は、致命的な事故に繋がる可能性も高く、優先的に対策を実
施する必要があります。 
本市では、文部科学省で策定された「学校施設における天井等落下

防止対策のための手引」を活用し、学校施設等における天井等の点検・
対策を行い、すべての学校施設の天井材の落下防止対策を完了しまし
た。 
今後は、屋内運動場等における非構造部材（照明器具、ガラス窓等）

について、対策の完了を目指し、引き続き安全性の確保に向けた点検・
対策を継続的に実施し、児童・生徒が安心して利用できる施設環境の
維持に努めます。 
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(3) ブロック塀の倒壊防止対策 

平成30(2018)年６月に発生した大阪北部地震では、ブロック塀が倒壊
し、尊い命が失われる痛ましい事故が発生しています。都被害想定によ
ると、市内におけるブロック塀等の倒壊によって、負傷者等の人的被害
の発生が想定されており、人的被害の防止と避難路や消防車等の緊急車
両の通行の確保が急務となっています。 
国土交通省では、ブロック塀の安全点検チェックポイントを作成・公
表しています。 
本市は、これを活用し、塀の設置者へ安全点検の実施について普及・
啓発を行います。 
また、道路に面したブロック塀の撤去にかかる費用の一部補助を実施
しており、その周知・活用を引き続き図ることで安全対策を促進します。 
なお、本市における特定緊急輸送道路を除く避難路の詳細については、
別途、他の計画等で定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ ブロック塀の安全点検チェックポイント 

（出典）国土交通省ホームページ（ブロック塀等の安全点検等について） 

■ブロック塀等撤去費補助制度 

制 度 の 
概 要 ブロック塀を撤去する場合に費用の一部を補助 

対 象 

○市内の道路に面し、地盤面からブロック塀等の頂部までの
高さが１ｍを超え、かつ、当該ブロック塀等の構造部の高さ
が60センチメートルを超えるもの 

○ブロック塀等の所有者または管理者 
○市税等に滞納がない者 

補 助 額 ○限度額18万円（撤去工事費の9／10またはブロック塀等の長
さ8,000円/ｍのいずれか少ない額) 
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(4) エレベーターに対する安全対策 

平成23(2011)年３月に発生した東日本大震災では、約200件のエレベ
ーター閉じ込め事故が発生しました。都内でも少なくとも84件の閉じ込
めが発生し、救出まで最大９時間以上を要するなど、エレベーター利用
者に不安や混乱を生じさせることになりました。 
さらに、都被害想定では、立川断層帯地震が発生した場合、本市で閉

じ込めにつながりうるエレベーター停止台数は33台（冬18時 風速8m/s）
を想定しています。 
このような観点から、本市は既設エレベーターに対する安全対策にか

かる情報提供や、必要に応じて、閉じ込め防止装置の積極的な設置や復
旧体制の整備について、東京都と協力し関係団体等に働きかけていきま
す。 

 
(5) がけ崩れ等における建築物の被害の軽減対策 

東京都では、土砂災害から住民の生命を守るために、土砂災害が発生
するおそれのある区域を明らかにし、市区町村長の意見を聴いた上で、
土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域等を指定しています。
（東京都建設局ホームページにて閲覧可能） 
本市は、今後も東京都や関係機関が行っている土砂災害防止法等にも

とづく規制・勧告、支援策などの周知を図ります。 
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本市は、建築物の耐震化を促進するため、所管行政庁が実施する建築物

の所有者に対する指導および助言、公表等について積極的に協力していき
ます。 

 

１ 耐震改修促進法による指導等の実施 
耐震改修促進法第14条において、「特定既存耐震不適格建築物の所有者

は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、その結果、
地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特
定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければなら
ない」と定められています（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力)。 
また、所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して、耐

震改修促進法の規定にもとづき、表５－１に示す指導等を実施することと
されています。 

 

表５－１ 耐震改修促進法による特定既存耐震不適格建築物に係る指導等 

区分 内容 指導等の方法 

指導・助言 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建

築物の耐震診断および耐震改修の的確な

実施を確保するために必要があると認め

るときは、特定既存耐震不適格建築物の

所有者に対し、基本方針のうち第４条第

２項第３号の技術上の指針となるべき事

項（以下「技術指針事項」という。）を

勘案して、特定既存耐震不適格建築物の

耐震診断および耐震改修について必要な

指導および助言をすることができる。 

○指導・助言

文書の送付

等 
(耐震改修促進法第 15

条第１項、第 16 条第２

項、耐震診断が義務付

けられる建築物につい

ては第 12 条第１項、附

則第３条第３項) 

指示 所管行政庁は、地震に対する安全性の

向上を図ることが特に必要なものについ

て、相当の猶予期限を越えても、正当な

理由がなく、必要な耐震診断または耐震

改修が行われないと認めるときは、特定

既存耐震不適格建築物の所有者に対し、

技術指針事項を勘案して、必要な指示を

することができる。 

○実施すべき

具体的な事

項を明示し

た指示書の

交付 

(耐震改修法第 15 条第

２項、耐震診断が義務

付けられる建築物につ

いては第 12条第２項、

附則第３条第３項) 

公表 所管行政庁は、指示を受けた特定既存

耐震不適格建築物の所有者が、相当の猶

予期限を越えても、正当な理由がなく、

指示に従わない場合は建物名称と建物所

有者の名称を公表することができる。 

○耐震ポータ

ルサイトで

の公表等 
(耐震改修促進法第 15

条第 3 項、耐震診断が

義務付けられる建築物

については第 12 条第

３項、附則第３条第３

項) 

第５章 耐震化を促進するための指導や助言への協力 
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耐震改修促進法第７条において、「要安全確認計画記載建築物の所有者
は、当該建築物について、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告
しなければならない」と定められています（要安全確認計画記載建築物の
所有者の耐震診断の義務)。併せて、同法第11条において、「耐震診断の
結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、
当該建築物について、耐震改修を行うよう努めなければならない」と定め
られています（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力）。 
さらに、所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者に対して、

耐震改修促進法の規定にもとづき、表５－２に示す指導等を実施すること
とされています。 

 

表５－２ 耐震改修促進法による要安全確認計画記載建築物に係る指導等 

区分 内容 指導等の方法 

公表 所管行政庁は、建築物の所有者から耐震診

断結果の報告を受けたときは、国土交通省令

で定めるところにより、当該報告の内容を公

表しなければならない。第８条第３項の規定

により耐震診断を行い、または行わせたとき

も、同様とする。 

○耐震ポータ

ルサイトで

の公表等 
(耐震改修促進

法第９条) 

報告命令 所管行政庁は、建築物の所有者が耐震診断

結果の報告をせず、または虚偽の報告をした

ときは、当該所有者に対し、相当の期限を定

めて、その報告を行い、またはその報告の内

容を是正すべきことを命ずることができる。 

所管行政庁は、前項の規定による命令をし

たときは、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公表しなければならない。 

○耐震診断等

実施の啓発

文書の送付

等 

○耐震ポータ

ルサイトで

の公表等 

(耐震改修促進

法第８条第１

項、第２項) 

指導・助言・
指示等 

所管行政庁は、建築物の耐震改修の適確な

実施を確保するため必要があると認めると

きは、建築物の所有者に対し、技術指針事項

を勘案して、建築物の耐震改修について必要

な指導および助言をすることができる。 

所管行政庁は、建築物について必要な耐震

改修が行われていないと認めるときは、建築

物の所有者に対し、技術指針事項を勘案し

て、必要な指示をすることができる。 

○実施すべき

具体的な事

項を明示し

た指示書の

交付 
(耐震改修促進

法第12条) 

報告・検査
等 

所管行政庁は、法の規定の施行に必要な限

度において、政令で定めるところにより、所

有者に対し、建築物の地震に対する安全性に

係る事項に関し報告させ、またはその職員

に、建築物、建築物の敷地若しくは建築物の

工事現場に立ち入り、検査させることができ

る。 

○要安全確認

計画記載建

築物の建築

物、敷地、建

築設備、建築

材料、書類そ

の他の物件

の立入検査 

(耐震改修促進

法第13条) 
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２ 建築基準法による勧告または命令等の実施 
耐震改修促進法にもとづく指示等を行ったにもかかわらず、必要な対策

をとらなかった場合で、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性につ
いて著しく危険性が高いとされた建築物については、所管行政庁が表５－
３に示した建築基準法第10条の規定にもとづく勧告・命令の実施について
のこれらの手続きにもとづき勧告・命令を実施することとされています。 

 
表５－３ 建築基準法による勧告または命令 

公表を行ったにもかかわらず建築物の所有者が耐震改修等を行わない場合 

勧告 命令 命令 

建築基準法第 10 条第１項 建築基準法第 10 条第２項 建築基準法第 10 条第３項 

特定行政庁は、（中略）

損傷、腐食その他の劣化

が進み、そのまま放置す

れば著しく保安上危険と

なり、または著しく衛生

上有害となるおそれがあ

ると認める場合において

は、当該建築物またはそ

の敷地の所有者、管理者

または占有者に対して、

相当の猶予期限を付け

て、当該建築物の除却、

移転、改築、増築、修繕、

模様替、使用中止、使用

制限その他保安上または

衛生上必要な措置をとる

ことを勧告することがで

きる。 

特定行政庁は、前項の

勧告を受けた者が正当な

理由がなくてその勧告に

係る措置をとらなかった

場合において、特に必要

があると認めるときは、

その者に対し、相当の猶

予期限を付けて、その勧

告に係る措置をとること

を命ずることができる。 

前項の規定による場合

のほか、特定行政庁は、建

築物の敷地、構造または

建築設備が著しく保安上

危険であり、または著し

く衛生上有害であると認

める場合においては、当

該建築物またはその敷地

の所有者、管理者または

占有者に対して、相当の

猶予期限を付けて、当該

建築物の除却、移転、改

築、増築、修繕、模様替、

使用禁止、使用制限その

他保安上または衛生上必

要な措置をとることを命

ずることができる。 

３ 所管行政庁をはじめとする関係機関・関係団体との連携 
本市は、関係機関・関係団体と連携し、所管行政庁が実施する、耐震改

修促進法にもとづく指導・助言、指示、公表および建築基準法にもとづく
勧告、命令等について、積極的に協力していきます。 
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資料１ 耐震化率の推計 

(1) 令和７(2025)年の住宅の耐震化率の推計 

図１－１のとおり、住宅の耐震化率を推計する。 

 

図１-１ 令和７年の住宅の耐震化率の推計フロー 

①住宅棟数の把握 

家屋課税データの「種類」より、住宅系用途の棟数を把握した。全棟

数 55,391 棟のうち、44,464 棟が住宅であり、戸建住宅が 42,631 棟、

共同住宅が 1,833棟であった。 

 

表１－１ 種類別棟数 

（単位：棟） 

区分 用途 棟数 区分 用途 棟数 

共同 

住宅 

共同住宅 1,666 

非住宅 

事務所・車庫 34 

共同住宅・車庫 12 事務所・倉庫 141 

共同住宅・店舗 155 事務所・店舗 77 

共同 計  1,833 
※事務所・共同

住宅 
1 

戸建 

住宅 

※居宅・その他 8 ※事務所・物置 1 

※居宅・工場 42 児童福祉施設 7 

※居宅・作業所 109 車庫 1,204 

※居宅・事務所 216 車庫・工場 1 

※居宅・車庫 270 ※車庫・作業所 11 

※居宅・診療所 71 車庫・倉庫 44 

※居宅・倉庫 53 車庫・物置 333 

※居宅・店舗 958 守衛所 14 

※居宅・物置 186 集会所 13 

※住宅 15 ※養護施設 1 

専用住宅 40,527 診療所 62 

①住宅棟数の把握 
令和７年青梅市課税データをもとに住宅棟数を把握 

②現行基準および新耐震基準の木造住宅、旧耐震基準住宅棟数 
①を平成 12 年６月以降建築と、昭和 56 年 6 月～平成 12 年５月建築、
昭和 56 年５月以前建築に分類 

現行基準 
（昭和 56 年６月
以降、木造は平成
12 年６月以降） 

旧耐震基準 
（昭和 56 年５月

以前） 

③旧耐震基準住宅のうち、 
耐震改修済みの住宅棟数の推計 
住宅・土地統計調査より 

⑥耐震化されている住宅棟数の推計 
②の現行基準建築物＋③＋④＋⑤ 

⑦住宅の耐震化率の推計 
⑥／① 

④旧耐震基準住宅（③を除
く）のうち、耐震性ありの住
宅棟数の推計 
住宅・土地統計調査より 

新耐震基準の 
木造住宅 

（昭和 56 年６月～ 
平成 12 年５月） 

⑤耐震性ありの住宅棟数の推計 
住宅・土地統計調査より 
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区分 用途 棟数 区分 用途 棟数 

※専用住宅・事

務所 
3 

※診療所・専用

住宅 
1 

※専用住宅・車庫 6 倉庫 1,200 

※専用住宅・車庫 10 倉庫・その他 2 

※農家住宅 17 ※倉庫・事務所 2 

併用住宅 139 ※倉庫・車庫 1 

養蚕住宅 1 堆肥舎 50 

戸建 計  42,631 畜舎 22 

非住宅 

その他 18 茶室 7 

プロパン庫 86 停車場 19 

ボイラー室 55 店舗 875 

ホテル 3 店舗・その他 16 

ポンプ室 25 店舗・工場 16 

駅舎 23 店舗・車庫 3 

※保育所 20 店舗・倉庫 25 

温室 7 ※店舗・事務所 1 

簡易旅館 45 ※店舗・専用住宅 1 

寄宿舎 62 渡廊下 25 

機械室 83 土蔵 59 

休憩所 77 湯殿 0 

給油所 16 納屋 20 

※寺院・庫裏・神社 2 病院 59 

※神殿・教職舎 1 付属家 325 

教習所 13 ※福祉施設 3 

区分 用途 棟数 区分 用途 棟数 

銀行 14 物置 2,784 

鶏舎 14 変電所 17 

劇場 1 便所 129 

研究所 37 保養所 6 

庫裏 0 本堂 1 

娯楽場 3 油庫 11 

公共施設 0 遊技場 10 

工場 813 酪農舎 5 

工場・倉庫 32 ※旅館・料亭 60 

※工場・事務所 1 ※旅館・専用住宅 1 

※工場・店舗 2 冷蔵倉庫 2 

更衣室 5 ※練習場 6 

校舎 1 グループホーム 3 

※老人福祉施設 31 
デイサービス

センター 
2 

作業場 567 ホーム上屋・通路 2 

※作業所 1 医療施設 4 

※作業所・事務所 1 映画館 1 

※養蚕場 9 宿泊所 2 

市場 1 駐車場 1 

事務所 632 調理室 1 

事務所・その他 15 浴室 358 

事務所・工場 104 非住宅 計 10,927 

※事務所・作業所 25 総計 55,391 

※前計画と同様の集計方法で集計した結果、前計画に記載のない用途を示

戸建 

住宅 

非住宅 非住宅 非住宅 
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す。前計画で参照した令和２(2020)年の家屋課税データから、本計画で

参照した令和７(2025)年の家屋課税データで集計に変更があり、用途の

名称や振り分けが異なっている。 

 

②現行基準、新耐震基準の木造住宅および旧耐震基準住宅棟数 

家屋課税データの「建築年月日」より、現行基準と新耐震基準の木造

住宅、旧耐震基準に分類した。 

 

表１－２ 現行基準、新耐震基準の木造住宅および旧耐震基準住宅棟数 

（単位：棟） 

建て方 構 造 
旧耐震 

基準住宅 

新耐震基準

の木造住宅 

現行基準 

住宅 
合計 

戸建 

住宅 

木 造 13,068 13,072 13,191 39,331 

非 木 造 694 ― 2,606 3,300 

計 13,762 13,072 15,797 42,631 

共同 

住宅 

木 造 56 451 332 839 

非 木 造 82 ― 912 994 

計 138 451 1,244 1,833 

総    数 13,900 13,523 17,041 44,464 

 

③旧耐震基準住宅のうち、耐震改修済みの住宅棟数の推計 

住宅・土地統計調査を用いて、本市の旧耐震基準住宅で、耐震改修を

した住宅数を把握する。 

令和５年住宅・土地統計調査では、本市の旧耐震基準持ち家数 7,870

戸のうち、320戸が令和元(2019)年以降に耐震改修工事済みとなってい

る。 

平成 30年住宅・土地統計調査では、本市の旧耐震基準持ち家数 7,260

戸のうち、耐震改修工事済み住宅は 650 戸で、そのうち 230 戸が平成

26（2014）年以降に耐震改修工事済みとなっている。 

なお、平成 25 年および平成 20 年の調査では建築時期別の集計が行
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われていないため、東京都の結果を用いて旧耐震基準住宅のうち、耐震

改修工事済み住宅数を算出した。 

その結果、本市の旧耐震基準住宅で、令和５(2023)年までに耐震改修

済みの住宅数は 1,154 戸と推計される。 

 

表１－３ 耐震改修済み住宅のうち、旧耐震基準住宅数 

（単位：戸） 

対象年 

東京都耐

震改修済

み住宅 

 

 

 

(a) 

東京都耐震

改修済み住

宅(a)のう

ち、旧耐震

基準住宅 

 

(b) 

東京都の 

旧耐震基準

住宅の割合 

 

 

 

(c)=(b)/(a) 

市の耐震

改修済み

住宅 

 

 

 

(d) 

市の耐震

改修済み

住宅のう

ち、旧耐

震基準住

宅 

(c)×(d) 

平成

20 年 
88,900 35,800 40.3% 1,000 403 

平成

25 年 
63,500 26,600 41.9% 480 201 

平成

30 年 
    230 

令和

５年 
    320 

平成 20年-令和５年合計 1,154 

※平成 30 年、令和５年の(a)～(d)は住宅・土地統計調査にて集計されてお

り、算定不要のため、斜線としている。 

前述の推計結果から、令和５年住宅・土地統計調査の旧耐震基準持ち

家数 7,870戸のうち、1,154 戸（14.7パーセント）が耐震改修工事をし

たものとする。 

この結果を用いて、耐震改修済み住宅数を推計した。 

 

表１－４ 旧耐震基準住宅のうち、耐震改修済みの住宅棟数の推計 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震 

基準住宅 

(a) 

耐震改修 

済み率 

(b) 

耐震改修済み住宅数 

 

(a)×(b) 

戸建 

住宅 

木 造 13,068 

14.7% 

1,921 

非 木 造 694 102 

計 13,762 2,023 

共同 

住宅 

木 造 56 8 

非 木 造 82 12 

計 138 20 

総    数 13,900 2,043 
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④旧耐震基準住宅（③を除く）のうち、耐震性ありの住宅棟数の推計 

東京都の旧耐震基準住宅のうち、令和５年住宅・土地統計調査での「令

和元年以降の耐震診断の結果」によると、耐震性が確保されていた割合

は、戸建住宅 49.7 パーセント、共同住宅 72.2 パーセントと推計され

る。 

これを用いて、旧耐震基準住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数を推計

した。 

 

表１－５ 旧耐震基準住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数の推計 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震 

基準住宅 

 

(a) 

耐震改修済

み住宅数 

 

(b) 

耐震性

あり 

 

(c) 

耐震性ありと 

推計される 

住宅数 

((a-b)×c) 

戸建 

住宅 

木 造 13,068 1,921 49.7% 5,540 

非 木 造 694 102 49.7% 294 

計 13,762 2,023  5,834 

共同 

住宅 

木 造 56 8 72.2% 35 

非 木 造 82 12 72.2% 51 

計 138 20  86 

総    数 13,900 2,043  5,920 

 

⑤新耐震基準の木造住宅のうち、耐震性ありの住宅数の推計 

新耐震基準の木造住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数は、旧耐震基準

の耐震性ありの住宅数の推計方法を参考に推計した。 

 

表１－６ 新耐震基準の木造住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数の推計 

（単位：棟） 

建て方 構 造 
新耐震基準の 

木造住宅 

耐震改修済み 

住宅数 

耐震性ありと推計 

される住宅数 

戸建 

住宅 
木 造 13,072 967 10,410 

共同 

住宅 
木 造 451 33 405 

総    数 13,523 1,000 10,815 
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⑥耐震化されている住宅棟数の推計 

①～⑤を踏まえ、耐震化されている住宅棟数を推計した。 

 

表１－７ 耐震化されている住宅棟数の推計 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

現行基準住宅数 

 

 

(a) 

新耐震基準の木造住宅

の耐震化されている 

住宅数 

(b) 

旧耐震基準の耐震改修

済み住宅数 

 

(c) 

旧耐震基準の耐震性 

ありと推計される 

住宅数 

(d) 

耐震化されている 

住宅数 

 

(a+b+c+d) 

戸建住宅 

木 造 13,191 11,377 1,921 5,540 32,029 

非 木 造 2,606 ― 102 294 3,002 

計 15,797 11,377 2,023 5,834 35,031 

共同住宅 

木 造 332 438 8 35 813 

非 木 造 912 ― 12 51 975 

計 1,244 438 20 86 1,788 

総    数 17,041 11,815 2,043 5,920 36,819 
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⑦まとめ 

令和７(2025)年現在の本市の住宅総数は、家屋課税データによると 44,464棟であり、そのうち新耐震基準は 30,564棟、旧耐震基準は 13,900棟とな

っている。また、旧耐震基準住宅のうち、耐震性があると推定される住宅は 7,963棟となる。 

以上から、本市の耐震化の現状は、住宅総数 44,464 棟のうち、38,527棟が耐震性を有しており、耐震化率は 86.6パーセントとなる。 

 

表１－８ 住宅の耐震化の現状（令和７年度） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準住宅 

 

 

d 

住宅(合計) 

 

 

e=a+d 

耐震性を有する住宅 

 

 

f=b+d 

耐震化率 

 

 

g=f/e 

総数   

a=b+c 

耐震性有 

b 

耐震性無 

c 

戸建住宅 

木 造 13,068 7,461 5,607 26,263 39,331 33,724 85.7% 

非 木 造 694 396 298 2,606 3,300 3,002 91.0% 

小 計 13,762 7,857 5,905 28,869 42,631 36,726 86.1% 

共同住宅 

木 造 56 43 13 783 839 826 98.5% 

非 木 造 82 63 19 912 994 975 98.1% 

小 計 138 106 32 1,695 1,833 1,801 98.3% 

住宅総数 13,900 7,963 5,937 30,564 44,464 38,527 86.6% 
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また、新耐震基準の木造住宅を考慮した住宅の耐震化率は 82.8パーセントとなる。 

 

表１－９ 新耐震基準の木造住宅を考慮した住宅の耐震化の現状（令和７年度） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準の木造住宅 現行基準住宅 

 

 

 

g 

住宅（合計） 

 

 

 

h=a+d+g 

耐震性を 

有する住宅 

 

 

i=b+e+g 

耐震化率 

 

 

 

j=i/h 

総数   総数   

a=b+c 

耐震 

性有 

b 

耐震 

性無 

c d=e+f 

耐震 

性有 

e 

耐震 

性無 

f 

戸建住宅 

木 造 13,068 7,461 5,607 13,072 11,377 1,695 13,191 39,331 32,029 81.4% 

非 木 造 694 396 298 ― ― ― 2,606 3,300 3,002 91.0% 

小 計 13,762 7,857 5,905 13,072 11,377 1,695 15,797 42,631 35,031 82.2% 

共同住宅 

木 造 56 43 13 451 438 13 332 839 813 96.9% 

非 木 造 82 63 19 ― ― ― 912 994 975 98.1% 

小 計 138 106 32 451 438 13 1,244 1,833 1,788 97.5% 

住宅総数 13,900 7,963 5,937 13,523 11,815 1,708 17,041 44,464 36,819 82.8% 
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(2) 令和 12(2030)年の住宅の耐震化率の推計 

令和 12(2030)年の推計値については、１の位を四捨五入して推計し

た。 

①令和７(2025)年における住宅の現状 

家屋課税データから、令和７(2025)年の住宅の現状は表１－10 のと

おりである。 

 

表１－10 住宅の現状 

（単位：棟） 

建て方 構 造 
旧耐震 

基準住宅 

新耐震基準

の木造住宅 

現行基準 

住宅 
合計 

戸建 

住宅 

木 造 13,068 13,072 13,191 39,331 

非 木 造 694 ― 2,606 3,300 

計 13,762 13,072 15,797 42,631 

共同 

住宅 

木 造 56 451 332 839 

非 木 造 82 ― 912 994 

計 138 451 1,244 1,833 

総    数 13,900 13,523 17,041 44,464 

 

②令和 12(2030)年における旧耐震基準住宅数の推計 

令和 12(2030)年における旧耐震基準住宅数および新耐震基準の木造

住宅数を推計する。推計に用いる旧耐震基準住宅数および新耐震基準の

木造住宅数の減少率については、家屋課税データにおける令和２(2020)

年（前計画より把握）から令和７(2025)年までの減少率（実績）を用い

て推計する。 

 

表１－11 減少率（市の実績） 

（単位：棟） 

区分 

令和２年 

 

(a) 

令和７年 

 

(b) 

令和２年-令和７年

減少率 

(c)=(a-b)/(a) 

旧耐震基準 

戸建住宅数 
14,697 13,762 6.4% 

旧耐震基準 

共同住宅数 
157 138 12.1% 

新耐震基準の木造 

戸建住宅数 
13,378 13,072 2.3% 

新耐震基準の木造 

共同住宅数 
469 451 3.8% 
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減少率（表１－11）を用い、建て方別・構造別の旧耐震基準住宅数お

よび新耐震基準の木造住宅数を算出すると、表１－12 のとおりである。 

 

表１－12① 建て方別・構造別住宅数の推計結果（旧耐震基準住宅） 

（単位：戸） 

建て方 構 造 

令和７年 

旧耐震基準 

住宅数 

(a) 

５年間減少率 

 

 

(b) 

令和 12年 

旧耐震基準 

住宅数 

(a)-(a×b) 

戸建住宅 

木 造 13,068 6.4% 12,230 

非 木 造 694 6.4% 650 

計 13,762  12,880 

共同住宅 

木 造 56 12.1% 50 

非 木 造 82 12.1% 70 

計 138  120 

総    数 13,900  13,000 

 

 

 

表１－12② 建て方別・構造別住宅数の推計結果 

（新耐震基準の木造住宅） 

（単位：戸） 

建て方 構 造 

令和７年 

新耐震基準の 

木造住宅数 

(a) 

５年間 

減少率 

 

(b) 

令和 12年 

新耐震基準の 

木造住宅数 

(a)-(a×b) 

戸建住宅 木 造 13,072 2.3% 12,770 

共同住宅 木 造 451 3.8% 430 

総    数 13,523  13,200 

 

③令和 12(2030)年における新耐震基準住宅数の算出 

新耐震基準住宅数は、令和 12(2030)年における住宅総数から旧耐震

基準住宅数を差し引くことによって求める。 

 

(ｱ) 住宅総数の算出 

令和 12(2030)年住宅数は、令和７(2025)年世帯数（実績）に対する

令和 12(2030)年世帯数（推計値）の伸び率を、令和７(2025)年住宅数

に乗じることで推計する。 

平成 28(2016)年から令和７(2025)年の世帯数推移は表１－13 のと

おり。 
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表１－13 世帯数の推移 

（単位：世帯） 

対
象

年 

平成

28 年 

平成

29 年 

平成

30 年 

平成

31 年 

令和

２年 

令和

３年 

令和

４年 

令和

５年 

令和

６年 

令和

７年 

世

帯
数 

61,897 62,306 62,882 63,142 63,432 63,894 64,324 64,640 65,181 66,053 

出典：青梅市統計書（各年１月１日現在） 

 

これをもとに、回帰式により令和 12(2030)年までの世帯数を推計

し、令和７(2025)年度に対する令和 12(2030)年度の伸び率を算出す

る。 

ここでは、過去の推移と傾向が同様で、決定係数 0.9840 と推計精

度の高い直線式で算出した値を用いる。 

関数式：直線  ｙ＝ax+b 

係数   a     426.2242 

決定項 b     61430.9 

決定係数     0.9840 
 

 
図１－２ 令和 12年までの世帯数推計 

 

令和 12(2030)年世帯数は 67,824世帯と推計され、令和７(2025)年

の 66,053世帯に対する伸び率は 1.03と算出される。 

その結果、令和 12(2030)年住宅数は 45,800棟と推計される。 

令和７年 

世帯数 

(a) 

令和 12年 

推計世帯数 

(b) 

増減率 

 

c=(b/a) 

令和７年 

住宅数 

(d) 

令和 12年 

推計住宅数 

(d)×(c) 

66,053 67,824 1.03 44,464 45,800 

 

また、令和７(2025)年の家屋課税データにおける住宅数は、木造住

宅 40,170棟、非木造住宅 4,294棟であり、その比率は木造住宅 90.3

パーセント、非木造住宅 9.7パーセントとなる。 

令和 12(2030)年においても、構造別住宅の割合は同様に推移する

ものとし、木造住宅 41,357棟、非木造住宅 4,443棟と推計する。 

 

表１－14 住宅総数の推計結果 

区分 令和７年 令和 12年 

総住宅数（棟） 44,464 45,800 

木造住宅数（棟） 40,170 41,357 

非木造住宅数（棟） 4,294 4,443 

総住宅数に対する木造住宅数

の割合 
90.3% 90.3% 

総住宅数に対する非木造住宅

数の割合 
9.7% 9.7% 

 

61,897 62,306 62,882 63,142 63,432 63,894 64,324 64,640 65,181
66,053

y = 426.2242 x + 61,430.8667 
R² = 0.9840 50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

平成
28年

平成
29年

平成
30年

平成
31年

令和
２年

令和
３年

令和
４年

令和
５年

令和
６年

令和
７年

令和
８年

令和
９年

令和
10年

令和
11年

令和
12年

世
帯
数

世帯数 線形 (世帯数)推計値
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(ｲ) 戸建住宅および共同住宅の住宅数の算出 

次に、令和 12(2030)年における構造別の戸建住宅および共同住宅

の棟数を算出する。 

算出については、令和７(2025)年における構造別（木造・非木造）

住宅数に対する戸建住宅および共同住宅の棟数の割合をもとに算出

する。 

 

表１－15 令和７年の構造別・建て方別住宅数の割合 

建て方 構造 令和７年住宅数（棟） 割合（%） 

木造住宅 

戸建住宅 39,331 97.9% 

共同住宅 839 2.1% 

計 40,170  

非木造住宅 

戸建住宅 3,300 76.9% 

共同住宅 994 23.1% 

計 4,294  

総    数 44,464  

 

前述の割合から、令和 12(2030)年における建て方別構造別の住宅

数は、表１－16 のとおりとなる。 

表１－16 令和 12年の構造別・建て方別住宅数 

建て方 構造 令和 12年住宅数（棟） 算出方法（※） 

木造住宅 

戸建住宅 40,490 41,357×97.9% 

共同住宅 870 41,357×2.1% 

計 41,360  

非木造住宅 

戸建住宅 3,410 4,443×76.9% 

共同住宅 1,030 4,443×23.1% 

計 4,440  

総    数 45,800  

※ 表１－14 において推計された令和７年の住宅数に表１－15 の割合を乗じ

て算出し、１の位を四捨五入している。 

 

 

(ｳ) 令和 12(2030)年における住宅の状況 

これまでの結果を整理すると、令和 12(2030)年における新耐震基

準住宅数は、表１－17のとおり推計される。 
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表１－17 令和 12年の住宅の状況 

（単位：棟） 

建
て
方 

構
造 

住宅数 

 

(a) 

旧耐震基準 

住宅数 

(b) 

新耐震基準 

住宅数 

(a-b) 

うち、新耐

震基準の 

木造住宅数 

戸
建
住
宅 

木
造 

40,490 12,230 28,260 12,770 

非
木
造 

3,410 650 2,760 ― 

計 43,900 12,880 31,020 12,770 

共
同
住
宅 

木
造 

870 50 820 430 

非
木
造 

1,030 70 960 ― 

計 1,900 120 1,780 430 

総  数 45,800 13,000 32,800 13,200 

 

④耐震性を有する住宅数の算出 

 

(ｱ) 令和 12(2030)年における耐震改修済みの住宅棟数の推計 

令和７(2025)年時点での耐震改修済み住宅は、そのまま残るものと

仮定し、令和７(2025)年から令和 12(2030)年の耐震改修済み住宅数

を算出する。 

令和５年住宅・土地統計調査によると、本市の旧耐震基準住宅7,870

戸のうち、令和元(2019)年から５年間で、320 戸（4.07 パーセント）

が耐震改修工事済みとなっている。 

これを用いて、一年あたり耐震改修工事率（0.81 パーセント）を

算出し、令和 12(2030)年までの耐震改修工事済み住宅数を推計する。 

 

表１－18① 昭和 56年以前の住宅で耐震改修工事済みの住宅数 

（令和 12年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震

基準 

住宅数 

 

 

(a) 

令和７

年耐震

改修工

事済み

住宅数 

(b) 

年間耐震

改修工事

済み率 

 

 

(c) 

令和７年-

令和 12年

耐震改修工

事済み住宅

数 

(d)=(a-b)

×(c×5) 

令和 12

年耐震改

修工事済

み住宅数 

 

(b+d) 

戸建 

住宅 

木 造 12,230 1,921 

0.81% 

418 2,340 

非 木 造 650 102 22 120 

計 12,880 2,023 440 2,460 

共同 

住宅 

木 造 50 8 2 10 

非 木 造 70 12 2 10 

計 120 20 4 20 

総    数 13,000 2,043 444 2,480 

※令和 12(2030)年耐震改修工事済み住宅数は１の位を四捨五入している。 
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また、新耐震基準の木造住宅については、令和５年度住宅・土地統

計調査によると、本市の新耐震基準住宅（戸建）24,440 戸のうち、令

和元(2019)年から５年間で 430戸、新耐震基準住宅（共同住宅）19,390

戸のうち、令和元(2019)年から５年間で 20 戸が、耐震改修工事済み

となっている。 

これを用いて、一年あたり耐震改修工事（戸建：0.35 パーセント、

共同住宅：0.02 パーセント）を算出し、令和 12(2030)年までの耐震

改修工事済み住宅数を推計する。 

 
表１－18② 新耐震基準の木造住宅で耐震改修工事済みの住宅数 

（令和 12年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

新耐震

基準の

木造 

住宅数 

 

(a) 

令和７

年耐震

改修工

事済み

住宅数 

(b) 

年間耐

震改修

工事済

み率 

 

(c) 

令和７年-

令和 12年

耐震改修

工事済み

住宅数 

(d)=(a-b)

×(c×5) 

令和 12

年耐震

改修工

事済み

住宅数 

(b+d) 

戸建 

住宅 
木造 12,770 967 0.35% 207 1,170 

共同 

住宅 
木造 430 33 0.02% 0 30 

総    数 13,200 1,000  207 1,200 

※令和 12(2030)年耐震改修工事済み住宅数は１の位を四捨五入している。 

 

 

 

(ｲ) 令和 12(2030)年における耐震性ありの住宅棟数の推計 

東京都の旧耐震基準住宅のうち、令和５年住宅・土地統計調査での

「令和元年以降の耐震診断の結果」によると、耐震性が確保されてい

た割合は、戸建住宅 49.7パーセント、共同住宅 72.2 パーセントと推

計される。 

これを用いて、旧耐震基準住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数を推

計する。 

以上の考え方をもとに、令和 12(2030)年において、旧耐震基準住

宅のうち耐震性を有する住宅数は、表１－19 および表１－20 のとお

りとなる。 

 

表１－19 旧耐震基準住宅のうち、耐震性を有する住宅数 

（令和 12年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震基

準住宅数 

 

(a) 

耐震改修

工事済み

住宅数 

(b) 

耐震性

あり率 

 

(c) 

耐震性ありと推

計される住宅数 

 

((a-b)×c) 

戸建 

住宅 

木 造 12,230 2,340 49.7% 4,920 

非 木 造 650 120 49.7% 260 

計 12,880 2,460  5,180 

共同 

住宅 

木 造 50 10 72.2% 30 

非 木 造 70 10 72.2% 40 

計 120 20  70 

総    数 13,000 2,480  5,250 
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表１－20 耐震性を有する住宅数（令和 12年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

新耐震基準

住宅数※ 

 

 

(a) 

旧耐震基準 耐震化さ

れている

住宅数 

 

(a+b+c) 

耐震改修済

み住宅数 

 

(b) 

耐震性あり

と推計され

る住宅数 

(c) 

戸建 

住宅 

木 造 28,260 2,340 4,920 35,520 

非 木 造 2,760 120 260 3,140 

計 31,020 2,460 5,180 38,660 

共同 

住宅 

木 造 820 10 30 860 

非 木 造 960 10 40 1,010 

計 1,780 20 70 1,870 

総    数 32,800 2,480 5,250 40,530 

※新耐震基準の木造住宅は考慮していない。次項にて算定する。 

(ｳ) 新耐震基準の木造住宅を考慮した令和 12(2030)年における耐震性

ありの住宅棟数の推計 

東京都の新耐震基準の木造住宅のうち、令和５年住宅・土地統計調

査での「令和元年以降の耐震診断の結果」によると、耐震性が確保さ

れていた割合は、戸建住宅 87.0パーセント、共同住宅 97.1パーセン

トと推計される。 

これを用いて、新耐震基準の木造住宅のうち、耐震性ありの住宅棟

数を推計する。 

以上の考え方をもとに、令和 12(2030)年において、新耐震基準の

木造住宅を考慮した耐震性を有する住宅数は、表１－21 および表１

－22 のとおりとなる。 

表 1-21 新耐震基準の木造住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数の推計 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

新耐震基準

の木造住宅

数 

(a) 

耐震改修工

事済み住宅

数 

(b) 

耐震性あり

率 

 

(c) 

耐震性あり

と推計され

る住宅数 

((a-b)×c) 

戸建 

住宅 
木 造 12,770 1,170 87.0% 10,090 

共同 

住宅 
木 造 430 30 97.1% 390 

総    数 13,200 1,200  10,480 
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表１－22 新耐震基準の木造住宅を考慮した耐震性を有する住宅数（令和 12年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

現行基準住宅数 

 

 

(a) 

新耐震基準の木造住宅 旧耐震基準 耐震化されている

住宅数 

 

(a+b+c+d+e) 

耐震改修済み住宅数 

 

(b) 

耐震性ありと推計 

される住宅数 

(c) 

耐震改修済み住宅数 

 

(d) 

耐震性ありと推計 

される住宅数 

(e) 

戸建住宅 

木 造 15,490 1,170 10,090 2,340 4,920 34,010 

非 木 造 2,760 ― ― 120 260 3,140 

計 18,250 1,170 10,090 2,460 5,180 37,150 

共同住宅 

木 造 390 30 390 10 30 850 

非 木 造 960 ― ― 10 40 1,010 

計 1,350 30 390 20 70 1,860 

総数 19,600 1,200 10,480 2,480 5,250 39,010 
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⑤住宅の耐震化率 

これまでの結果から、令和 12(2030)年における住宅の耐震化率は 88.5パーセントと推計される。 

 

表１－23 住宅の耐震化率（令和 12年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準住宅 

 

 

d 

住宅(合計) 

 

 

e=a+d 

耐震性を有する住宅 

 

 

f=b+d 

耐震化率 

 

 

g=f/e 

総数   

a=b+c 

耐震性有 

b 

耐震性無 

c 

戸建住宅 

木 造 12,230 7,260 4,970 28,260 40,490 35,520 87.7% 

非 木 造 650 380 270 2,760 3,410 3,140 92.1% 

小 計 12,880 7,640 5,240 31,020 43,900 38,660 88.1% 

共同住宅 

木 造 50 40 10 820 870 860 98.9% 

非 木 造 70 50 20 960 1,030 1,010 98.1% 

小 計 120 90 30 1,780 1,900 1,870 98.4% 

住宅総数 13,000 7,730 5,270 32,800 45,800 40,530 88.5% 
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また、新耐震基準の木造住宅を考慮した令和 12(2030)年の住宅の耐震化は 85.2パーセントと推計される。 

 

表１－24 新耐震基準の木造住宅を考慮した住宅の耐震化率（令和 12年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準の木造住宅 
現行基準住宅 

 

 

 

 

g 

住宅（合計） 

 

 

 

 

h=a+d+g 

耐震性を 

有する住宅 

 

 

 

i=b+e+g 

耐震化率 

 

 

 

 

j=i/h 

総数   総数   

a=b+c 

耐震 

性有 

b 

耐震 

性無 

c d=e+f 

耐震 

性有 

e 

耐震 

性無 

f 

戸建住宅 

木 造 12,230 7,260 4,970 12,770 11,260 1,510 15,490 40,490 34,010 84.0% 

非 木 造 650 380 270 ― ― ― 2,760 3,410 3,140 92.1% 

小 計 12,880 7,640 5,240 12,770 11,260 1,510 18,250 43,900 37,150 84.6% 

共同住宅 

木 造 50 40 10 430 420 10 390 870 850 97.7% 

非 木 造 70 50 20 ― ― ― 960 1,030 1,010 98.1% 

小 計 120 90 30 430 420 10 1,350 1,900 1,860 97.9% 

住宅総数 13,000 7,730 5,270 13,200 11,680 1,520 19,600 45,800 39,010 85.2% 
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(3) 令和 17(2035)年の住宅の耐震化率の推計 

令和 17(2035)年の推計値については、１の位を四捨五入して推計し

た。 

①令和７(2025)年における住宅の現状 

家屋課税データから、令和７(2025)年の住宅の現状は表１－25 の結

果となる。 

 

表１－25 住宅の現状 

（単位：棟） 

建て方 構 造 
旧耐震 

基準住宅 

新耐震基準

の木造住宅 

現行基準 

住宅 
合計 

戸建 

住宅 

木 造 13,068 13,072 13,191 39,331 

非 木 造 694 ― 2,606 3,300 

計 13,762 13,072 15,797 42,631 

共同 

住宅 

木 造 56 451 332 839 

非 木 造 82 ― 912 994 

計 138 451 1,244 1,833 

総    数 13,900 13,523 17,041 44,464 

 

②令和 17(2035)年における旧耐震基準住宅数および新耐震基準の木造住

宅数の推計 

令和 17(2035)年における旧耐震基準住宅数および新耐震基準の木造

住宅数を推計する。推計に用いる旧耐震基準住宅数および新耐震基準の

木造住宅数の減少率については、家屋課税データにおける令和２(2020)

年（前計画より把握）から令和７(2025)年までの減少率（実績）を用い

て推計する。 

 

表１－26 減少率（市の実績） 

区分 

令和２年 

 

(a) 

令和７年 

 

(b) 

令和２年-令和７年

減少率 

(c)=(a-b)/(a) 

旧耐震基準 

戸建住宅数 
14,697 13,762 6.4% 

旧耐震基準 

共同住宅数 
157 138 12.1% 

新耐震基準の木造 

戸建住宅数 
13,378 13,072 2.3% 

新耐震基準の木造 

共同住宅数 
469 451 3.8% 
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減少率（表１－26）を用い、建て方別・構造別の旧耐震基準住宅数お

よび新耐震基準の木造住宅数を算出すると、表１－27の結果となる。 

 

表１－27① 建て方別・構造別住宅数の推計結果（旧耐震基準住宅） 

 

（単位：戸） 

建て方 構 造 

令和７年 

旧耐震基準 

住宅数 

(a) 

10年間減少率 

 

 

(b) 

令和 17年 

旧耐震基準 

住宅数 

(a)-(a×b) 

戸建 

住宅 

木 造 13,068 12.8% 11,400 

非 木 造 694 12.8% 610 

計 13,762  12,010 

共同 

住宅 

木 造 56 24.2% 40 

非 木 造 82 24.2% 60 

計 138  100 

総    数 13,900  12,110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

表１－27② 建て方別・構造別住宅数の推計結果 

（新耐震基準の木造住宅） 

（単位：戸） 

建て方 構 造 

令和７年 

新耐震基準の木造

住宅数 

(a) 

10年間 

減少率 

 

(b) 

令和 17年 

新耐震基準の木造

住宅数 

(a)-(a×b) 

戸建 

住宅 
木 造 13,072 4.6% 12,470 

共同 

住宅 
木 造 451 7.6% 420 

総    数 13,523  12,890 
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③令和 17 年における新耐震基準住宅数の算出 

新耐震基準住宅数は、令和 17(2035)年における住宅総数から旧耐震

基準住宅数を差し引くことによって求める。 

 

(ｱ) 住宅総数の算出 

令和 17(2035)年住宅数は、令和７(2025)年世帯数（実績）に対する

令和 17(2035)年世帯数（推計値）の伸び率を、令和７(2025)年住宅数

に乗じることで推計する。 

平成 28(2016)年から令和７(2025)年の世帯数推移は次のとおり。 

 

表１－28 世帯数の推移 

（単位：世帯） 

対
象

年 

平成

28 年 

平成

29 年 

平成

30 年 

平成

31 年 

令和

２年 

令和

３年 

令和

４年 

令和

５年 

令和

６年 

令和

７年 

世

帯
数 

61,897 62,306 62,882 63,142 63,432 63,894 64,324 64,640 65,181 66,053 

出典：青梅市統計書（各年１月１日現在） 

 

これをもとに、回帰式により令和 17(2035)年までの世帯数を推計

し、令和７(2025)年に対する令和 17(2035)年の伸び率を算出する。 

ここでは、過去の推移と傾向が同様で、決定係数 0.9840 と推計精

度の高い直線式で算出した値を用いる。 

関数式：直線  ｙ＝ax+b 

係数   a     426.2242 

決定項 b     61430.9 

決定係数     0.9840 

 

 
図１－３ 令和 17年までの世帯数推計 

 
令和 17(2035)年世帯数は 69,955世帯と推計され、令和７(2025)年

の 66,053世帯に対する伸び率は 1.06と算出される。 

その結果、令和 17(2035)年住宅数は 47,130棟と推計される。 

令和７年

世帯数 

(a) 

令和 17年 

推計世帯数 

(b) 

増減率 

 

c=(b/a) 

令和７年

住宅数 

(d) 

令和 17年 

推計住宅数 

(d)×(c) 

66,053 69,955 1.06 44,464 47,130 

 

また、令和７(2025)年の家屋課税データにおける住宅数は、木造住

宅 40,170棟、非木造住宅 4,294棟であり、その比率は木造住宅 90.3

パーセント、非木造住宅 9.7パーセントとなる。 

令和 17(2035)年においても、構造別住宅の割合は同様に推移する

ものとし、木造住宅 42,558棟、非木造住宅 4,572棟と推計する。 
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表１－29 住宅総数の推計結果 

区分 令和７年 令和 17年 

総住宅数（棟） 44,464 47,130 

木造住宅数（棟） 40,170 42,558 

非木造住宅数（棟） 4,294 4,572 

総住宅数に対する木造住宅数

の割合 
90.3% 90.3% 

総住宅数に対する非木造住宅

数の割合 
9.7% 9.7% 

 

(ｲ) 戸建住宅および共同住宅の住宅数の算出 

次に、令和 17(2035)年における構造別の戸建住宅および共同住宅

の棟数を算出する。 

算出については、令和７(2025)年における構造別（木造・非木造）

住宅数に対する戸建住宅および共同住宅の棟数の割合をもとに算出

する。 

表１－30 令和７年の構造別・建て方別住宅数の割合 

建て方 構造 令和７年住宅数（棟） 割合（%） 

木造住宅 

戸建住宅 39,331 97.9% 

共同住宅 839 2.1% 

計 40,170  

非木造住宅 

戸建住宅 3,300 76.9% 

共同住宅 994 23.1% 

計 4,294  

総    数 44,464  

前述の割合から、令和 17(2035)年における建て方別構造別の住宅

数は、表１－31のとおりとなる。 

 

表１－31 令和 17年の構造別・建て方別住宅数 

建て方 構 造 令和 17年住宅数（棟） 算出方法（※） 

木造住宅 

戸建住宅 41,660 42,558×97.9% 

共同住宅 890 42,558×2.1% 

計 42,550  

非木造住宅 

戸建住宅 3,520 4,572×76.9% 

共同住宅 1,060 4,572×23.1% 

計 4,580  

総    数 47,130  

※表１－29 において推計された令和７年の住宅数に表１－30 の割合を乗じて

算出し、１の位を四捨五入している。 

 

(ｳ) 令和 17(2035)年における住宅の状況 

これまでの結果を整理すると、令和 17(2035)年における新耐震基

準住宅数は、表１－32のとおり推計される。 
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表１－32 令和 17年の住宅の状況 

 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

住宅数 

 

(a) 

旧耐震基準 

住宅数 

(b) 

新耐震基準 

住宅数 

(a-b) 

うち、新耐

震基準の 

木造住宅数 

戸建 

住宅 

木 造 41,660 11,400 30,260 12,470 

非 木 造 3,520 610 2,910 ― 

計 45,180 12,010 33,170 12,470 

共同 

住宅 

木 造 890 40 850 420 

非 木 造 1,060 60 1,000 ― 

計 1,950 100 1,850 420 

総    数 47,130 12,110 35,020 12,890 

 

④耐震性を有する住宅数の算出 

(ｱ) 令和 17(2035)年における耐震改修済みの住宅棟数の推計 

令和７(2025)年時点での耐震改修済み住宅は、そのまま残るものと

仮定し、令和７(2025)年から令和 17(2035)年の耐震改修済み住宅数

を算出する。 

令和５年住宅・土地統計調査によると、本市の旧耐震基準住宅7,870

戸のうち、令和元(2019)年から５年間で、320 戸（4.07 パーセント）

が耐震改修工事済みとなっている。 

これを用いて、一年あたり耐震改修工事率（0.81 パーセント）を

算出し、令和 17(2035)年までの耐震改修工事済み住宅数を推計する。 

 

表１－33① 昭和 56年以前の住宅で耐震改修工事済みの住宅数 

（令和 17年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震

基準 

住宅数 

 

 

(a) 

令和７

年耐震

改修工

事済み

住宅数 

(b) 

年間耐

震改修

工事済

み率 

 

(c) 

令和７年-

令和 17年

耐震改修工

事済み住宅

数 

(d)=(a-b)

×(c×10) 

令和 17

年耐震改

修工事済

み住宅数 

 

(b+d) 

戸建 

住宅 

木 造 11,400 1,921 

0.81% 

768 2,690 

非木造 610 102 41 140 

計 12,010 2,023 809 2,830 

共同 

住宅 

木 造 40 8 3 10 

非木造 60 12 4 20 

計 100 20 7 30 

総    数 12,110 2,043 816 2,860 

※令和 17(2035)年耐震改修工事済み住宅数は１の位を四捨五入している。 

 

また、新耐震基準の木造住宅については、令和５年度住宅・土地統

計調査によると、本市の新耐震基準住宅（戸建）24,440 戸のうち、令

和元(2019)年から５年間で 430戸、新耐震基準住宅（共同住宅）19,390

戸のうち、令和元(2019)年から５年間で 20 戸が、耐震改修工事済み

となっている。 

これを用いて、一年あたり耐震改修工事（戸建：0.35 パーセント、

共同住宅：0.02 パーセント）を算出し、令和 17(2035)年までの耐震

改修工事済み住宅数を推計する。 
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表１－33② 新耐震基準の木造住宅で耐震改修工事済みの住宅数 

（令和 17年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

新耐震

基準の

木造 

住宅数 

 

(a) 

令和７

年耐震

改修工

事済み

住宅数 

(b) 

年間耐

震改修

工事済

み率 

 

(c) 

令和７年-

令和 17年

耐震改修工

事済み住宅

数 

(d)=(a-b)

×(c×10) 

令和 17

年耐震改

修工事済

み 

住宅数 

(b+d) 

戸建 

住宅 
木造 12,470 967 0.35% 403 1,370 

共同 

住宅 
木造 420 33 0.02% 1 30 

総    数 12,890 1,000  404 1,400 

※令和 17(2035)年耐震改修工事済み住宅数は１の位を四捨五入している。 

 

(ｲ) 令和 17(2035)年における耐震性ありの住宅棟数の推計 

東京都の旧耐震基準住宅のうち、令和５年住宅・土地統計調査での

「令和元年以降の耐震診断の結果」によると、耐震性が確保されてい

た割合は、戸建住宅 49.7パーセント、共同住宅 72.2 パーセントと推

計される。 

これを用いて、旧耐震基準住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数を推

計する。 

以上の考え方をもとに、令和 17(2035)年において、旧耐震基準住

宅のうち耐震性を有する住宅数は、表１－34 および表１－35 のとお

りとなる。 

表１－34 旧耐震基準住宅のうち、耐震性を有する住宅数 

（令和 17年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震基準

住宅数 

 

(a) 

耐震改修工 

済み住宅数 

 

(b) 

耐震性 

あり 

率 

(c) 

耐震性あり

と推計され

る住宅数 

((a-b)×c) 

戸建 

住宅 

木 造 11,400 2,690 49.7% 4,330 

非木造 610 140 49.7% 230 

計 12,010 2,830  4,560 

共同 

住宅 

木 造 40 10 72.2% 20 

非木造 60 20 72.2% 30 

計 100 30  50 

総    数 12,110 2,860  4,610 
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表１－35 耐震性を有する住宅数（令和 17年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

新耐震基準

住宅数※ 

 

 

(a) 

旧耐震基準 耐震化され

ている住宅

数 

 

(a+b+c) 

耐震改修済

み住宅数 

 

(b) 

耐震性あり

と推計され

る住宅数 

(c) 

戸建 

住宅 

木 造 30,260 2,690 4,330 37,280 

非木造 2,910 140 230 3,280 

計 33,170 2,830 4,560 40,560 

共同 

住宅 

木 造 850 10 20 880 

非木造 1,000 20 30 1,050 

計 1,850 30 50 1,930 

総    数 35,020 2,860 4,610 42,490 

※新耐震基準の木造住宅は考慮していない。次項にて算定する。 

 

(ｳ) 令和 17(2035)年における耐震性ありの住宅棟数の推計 

東京都の新耐震基準の木造住宅のうち、令和５年住宅・土地統計調

査での「令和元年以降の耐震診断の結果」によると、耐震性が確保さ

れていた割合は、戸建住宅 87.0パーセント、共同住宅 97.1パーセン

トと推計される。 

これを用いて、新耐震基準の木造住宅のうち、耐震性ありの住宅棟

数を推計する。 

以上の考え方をもとに、令和 17(2035)年において、新耐震基準の

木造住宅のうち耐震性を有する住宅数は、表１－36 および表１－37

のとおりとなる。 

表 1-36 新耐震基準の木造住宅のうち、耐震性ありの住宅棟数の推計 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

新耐震基準

の木造住宅

数 

(a) 

耐震改修工事

済み住宅数 

 

(b) 

耐震性 

あり率 

 

(c) 

耐震性あり

と推計され

る住宅数 

((a-b)×c) 

戸建 

住宅 
木 造 12,470 1,370 87.0% 9,660 

共同 

住宅 
木 造 420 30 97.1% 380 

総    数 12,890 1,400  10,040 
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表１－37 新耐震基準の木造住宅を考慮した耐震性を有する住宅数（令和 17年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

現行基準住宅数 

 

 

(a) 

新耐震基準の木造住宅数 旧耐震基準 耐震化されている 

住宅数 

 

(a+b+c+d+e) 

耐震改修済み 

住宅数 

(b) 

耐震性ありと推計 

される住宅数 

(c) 

耐震改修済み 

住宅数 

(d) 

耐震性ありと推計 

される住宅数 

(e) 

戸建住宅 

木 造 17,790 1,370 9,660 2,690 4,330 35,840 

非 木 造 2,910 ― ― 140 230 3,280 

計 20,700 1,370 9,660 2,830 4,560 39,120 

共同住宅 

木 造 430 30 380 10 20 870 

非 木 造 1,000 ― ― 20 30 1,050 

計 1,430 30 380 30 50 1,920 

総数 22,130 1,400 10,040 2,860 4,610 41,040 
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⑤住宅の耐震化率 

これまでの結果から、令和 17(2035)年における住宅の耐震化率は 90.2パーセントと推計される。 

 

表１－38 住宅の耐震化率（令和 17年） 

（単位：棟） 

建て方 構造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準住宅 

 

 

d 

住宅(合計) 

 

 

e=a+d 

耐震性を有する住宅 

 

 

f=b+d 

耐震化率 

 

 

g=f/e 

総数   

a=b+c 

耐震性有 

b 

耐震性無 

c 

戸建住宅 

木 造 11,400 7,020 4,380 30,260 41,660 37,280 89.5% 

非 木 造 610 370 240 2,910 3,520 3,280 93.2% 

小 計 12,010 7,390 4,620 33,170 45,180 40,560 89.8% 

共同住宅 

木 造 40 30 10 850 890 880 98.9% 

非 木 造 60 50 10 1,000 1,060 1,050 99.1% 

小 計 100 80 20 1,850 1,950 1,930 99.0% 

住宅総数 12,110 7,470 4,640 35,020 47,130 42,490 90.2% 
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また、新耐震基準の木造住宅を考慮した令和 17(2035)年の住宅の耐震化は 87.1パーセントと推計される。 

 

表１－39 新耐震基準の木造住宅を考慮した住宅の耐震化率（令和 17年） 

（単位：棟） 

建て方 構 造 

旧耐震基準住宅 新耐震基準の木造住宅 現行基準住宅 

 

 

 

g 

住宅（合計） 

 

 

 

h=a+d+g 

耐震性を 

有する住宅 

 

 

i=b+e+g 

耐震化率 

 

 

 

j=i/h 

総数   総数   

a=b+c 

耐震 

性有 

b 

耐震 

性無 

c d=e+f 

耐震 

性有 

e 

耐震 

性無 

f 

戸建住宅 

木 造 11,400 7,020 4,380 12,470 11,030 1,440 17,790 41,660 35,840 86.0% 

非 木 造 610 370 240 ― ― ― 2,910 3,520 3,280 93.2% 

小 計 12,010 7,390 4,620 12,470 11,030 1,440 20,700 45,180 39,120 86.6% 

共同住宅 

木 造 40 30 10 420 410 10 430 890 870 97.8% 

非 木 造 60 50 10 ― ― ― 1,000 1,060 1,050 99.1% 

小 計 100 80 20 420 410 10 1,430 1,950 1,920 98.5% 

住宅総数 12,110 7,470 4,640 12,890 11,440 1,450 22,130 47,130 41,040 87.1% 
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資料２ 特定建築物の現状 

令和７(2025)年現在、特定建築物の規模要件に合致する建築物は 275棟であり、このうち耐震性を有する建築物が 231棟、耐震化率は 84.0パーセント

となっている。 

 

表２－１ 特定建築物の耐震化の現状 

（単位：棟） 

用 途 

昭和 56年５月以前

の建築物 

昭和 56年６月以降

の建築物 

建築物 

（合計） 

耐震性を 

有する建築物 
耐震化率 

a b c=a+b d e=d/c 

防災上特に重要な建築物 

（学校・病院等） 
5 19 24 19 79.2% 

要配慮者が利用する建築物 

（老人ホーム・養護所等） 
0 34 34 34 100.0% 

不特定多数の者が利用する建築物 

（店舗・ホテル等） 
3 31 34 31 91.2% 

その他の施設 36 147 183 147 80.3% 

総 数 44 231 275 231 84.0% 

※耐震改修促進法第 14 条第 1 項第２号および第３号は除く。 
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（参考）特定建築物の規模要件に合致する建築物一覧 

分類 用途 総計 

旧
耐
震
基
準 

防災上特に重要な建築物 

（病院等） 
病院 5 

不特定多数の者が利用す

る建築物 

（店舗・事務所・ホテル等） 

ホテル 0 

銀行 1 

事務所・店舗 0 

住宅・店舗※ - 

※居宅・店舗 0 

店舗 2 

その他の施設 

共同住宅 28 

研究所 1 

事務所 5 

事務所・工場 0 

事務所・倉庫 0 

工場 2 

工場·倉庫 0 

旧耐震基準 集計 44 

新
耐
震
基
準 

防災上特に重要な建築物 

（学校・病院等） 

校舎 0 

病院 18 

診療所 1 

災害時に要援護者が利用

する建築物 

（老人ホーム養護所等） 

園舎※ - 

※保育所 19 

高齢者福祉施設※ - 

※老人福祉施設 14 

障がい者支援施設※ - 

※養護施設 0 

児童福祉施設 0 

複合福祉施設※ - 

※福祉施設 1 

 

 
分類 用途 統計 

新
耐
震
基
準 

不特定多数の者が利用す

る建築物 

（店舗·事務所・ホテル等） 

住宅·店舗 0 

店舗 4 

店舗·車庫 1 

遊技場 2 

旅館料亭※ - 

※旅館・料亭 1 

ホテル 2 

共同住宅·店舗 20 

銀行 1 

娯楽場 0 

その他の施設 

寄宿舎 9 

共同住宅 68 

共同住宅·車庫 3 

研究所 4 

工場 20 

工場・倉庫 1 

住宅・事務所※ - 

※居宅・事務所 1 

事務所 10 

事務所·工場 15 

事務所·車庫 1 

事務所·倉庫 9 

事務所·店舗 4 

車庫 1 

車庫・工場 1 

新耐震基準 集計 231 

総計 275 

※家屋課税データでの用途が、前計画の上記表中の用途と異なる場合は、

その用途の下に、類似と思われる家屋課税データでの用途と集計結果を

記載。 
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資料３ 市所有建築物の現状 

(1) 市所有建築物 

令和７(2025)年現在、市所有建築物（市営住宅を除く。）は286棟あり、

このうち耐震性を有する建築物は253棟で、耐震化率は88.5パーセント

となっている。 

市庁舎等のほか小・中学校、市民センター等の災害時に拠点・避難所

として利用される防災上重要な市所有建築物は189棟であり、このうち

耐震性を有する建築物は174棟、耐震化率は92.1パーセントとなってい

る。 

 

(2) 市所有特定既存耐震不適格建築物 

「防災上重要な市所有建築物」および「その他の市所有建築物」のう

ち、特定既存耐震不適格建築物の規模要件に合致する建築物が58棟であ

り、このうち耐震性を有する建築物が57棟、耐震化率は98.3パーセント

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－１ 市所有建築物耐震化の現状 

（単位：棟） 

区
分 

用 途 

昭和 56 年５月以前の 

建 築 物 
昭和 56

年 ６ 月

以 降 の

建 築 物 

建築物 

（合計） 

耐震性

を有す

る建築

物 

耐震化

率 

（%） 

総数   

 

耐震

性有 

耐震

性無 

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e 

防災上重要な 
市所有建築物※ 83(32) 68(31) 15(1) 106(26) 189(58) 174(57) 92.1% 

(98.3%) 
 市庁舎等 0 0 0 2(2) 2(2) 2(2) 100.0% 

 
小・中学校

（校舎・体育館）  37(28) 37(28) 0 16(12) 53(40) 53(40) 100.0% 

 
市民センタ

ー施設 14 14 0 7 21 21 100.0% 

 
文化・生涯

学習施設 0 0 0 2(1) 2(1) 2(1) 100.0% 

 
スポーツ 
施設 2(1) 1(1) 1 0 2(1) 1(1) 50.0% 

 福祉施設 2(1) 1 1(1) 6(4) 8(5) 7(4) 87.5% 

 
病院・ 
診療所 3(1) 3(1) 0 5(3) 8(4) 8(4) 100.0% 

 
医師・ 
看護師寮等 0 0 0 2(2) 2(2) 2(2) 100.0% 

 学童保育所 0 0 0 6 6 6 100.0% 

 
消防・ 
防災施設 19 11 8 34 53 45 84.9% 

 
浄水場・ 
ポンプ施設 6(1) 1(1) 5 14 20(1) 15(1) 75.0% 

 環境施設 0 0 0 5 5 5 100.0% 
 葬祭場 0 0 0 2(1) 2(1) 2(1) 100.0% 
 その他 0 0 0 5(1) 5(1) 5(1) 100.0% 
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区
分 

用 途 

昭和 56 年５月以前の 

建 築 物 
昭和 56

年 ６ 月

以 降 の

建 築 物 

建築物 

（合計） 

耐震性

を有す

る建築

物 

耐震化

率 

（%） 

総数   

 

耐震

性有 

耐震

性無 

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e 

その他の市所有

建築物 24 6 18 73 97 79 81.4% 

 
文化・生涯

学習施設 8 2 6 2 10 4 40.0% 

 
スポーツ 
施設 4 1 3 5 9 6 66.7% 

 
病院・ 
診療所 0 0 0 1 1 1 100.0% 

 
医師・ 
看護師寮等 2 2 0 1 3 3 100.0% 

 
公園施設

（管理棟等） 4 1 3 4 8 5 62.5% 

 
公園施設等

公衆便所 1 0 1 49 50 49 98.0% 

 休憩所 0 0 0 1 1 1 100.0% 
 その他 5 0 5 10 15 10 66.7% 

総 数 107(32) 74(31) 33(1) 179(26) 286(58) 253(57) 88.5% 
(98.3%) 

注：表の（ ）内の数値は、特定既存耐震不適格建築物の規模要件に合致する

建築物について表す。 

※都計画の分類にもとづく。 

 

表３－２ 特定既存耐震不適格建築物の規模要件に合致する 

市所有建築物一覧（参考） 

番

号 

用途 施設名称 所在地 

構造 

区分 
（造） 

階数 
（階） 

延床 

面積 
（㎡） 

建設 

年度 
（年） 

防災上 

重要な 
施設 

新耐震 
基準 

旧耐震 
基準 

旧耐震 
基準の 
うち耐 

震性有 

1 市庁舎

等 
庁舎 (青梅市

役所） 
東青梅

1-11-1 
ＳＲＣ

造 
地下 1 
地上 7 22,098 2010 〇 〇   

2 市庁舎

等 

東青梅セン
タ－ビル分
室 

東青梅

1-2-5 ＲＣ造 
16 階
（3 階
のみ） 

1,159 1997 〇 〇   

3 福祉 
施設 

健康センタ
ー 

東青梅
1-174-1 ＲＣ造 3 階 2,380 1985 〇 〇   

4 福祉 
施設 

福祉センタ

ー 
東青梅

1-177-3 ＲＣ造 4 階 6,830 1971 〇  〇  

5 
文化・

生涯学
習施設 

文化交流セ
ンター 

上町 
374 鉄骨造 地下 1 

地上 4 3,119 2018 〇 〇   

6 葬祭場
等 市民斎場 長淵 

5-698-2 ＲＣ造 3 階 1,927 1998 〇 〇   

7 病院・
診療所 

市立青梅総
合医療セン

ター（西館） 

東青梅
4-16-5 

ＳＲＣ
造 8 階 17,896 1999 〇 〇   

8 病院・
診療所 

市立青梅総

合医療セン
ター（本館） 

東青梅
4-16-5 

Ｓ造 
一部 
ＳＲＣ

造 

9 階 32,291 2023 〇 〇   

9 病院・
診療所 

市立青梅総

合医療セン
ター（渡り廊
下棟） 

東青梅
4-16-5 Ｓ造 3 階 1,190 2024 〇 〇   

10 病院・

診療所 

市立青梅総

合医療セン
ター（東棟、
西棟、旧渡り

廊下棟） 

東青梅

4-16-5 ＲＣ造 7 階 19,773 1979 〇  〇 〇 

11 スポー

ツ施設 総合体育館 河辺町

4-16-1 ＲＣ造 2 階 6,842 1980 〇  〇 〇 

12 福祉 
施設 

障がい者サ
ポートセン
ター 

大門 
2-261-1 ＲＣ造 2 階 1,117 1991 〇 〇   
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番

号 

用途 施設名称 所在地 

構造 

区分 
（造） 

階数 
（階） 

延床 

面積 
（㎡） 

建設 

年度 
（年） 

防災上 

重要な 
施設 

新耐震 
基準 

旧耐震 
基準 

旧耐震 
基準の 
うち耐 

震性有 

13 
医師・

看護師
寮等 

臨床研修医
宿舎 

東青梅
4-16-5 ＲＣ造 4 階 1,540 2006 〇 〇   

14 
医師・
看護師

寮等 

看護職員住
宅 

東青梅
4-18-6 ＲＣ造 6 階 1,174 1998 〇 〇   

15 下水ポ

ンプ場 
北部中継ポ

ンプ場 
今井 
2-772 ＲＣ造 4 階 1,239 1979 〇  〇 〇 

16 学校 
校舎 

第一小学校
校舎 

本町 
223 ＲＣ造 4 階 6,303 1967 〇  〇 〇 

17 学校 
校舎 

第二小学校
校舎 

長淵 
4-437 ＲＣ造 3 階 7,692 2011 〇 〇   

18 学校 
校舎 

第三小学校
校舎 

大門 
2-317 ＲＣ造 3 階 5,810 1967 〇  〇 〇 

19 学校 
校舎 

第四小学校
校舎 

東青梅
6-1-1 ＲＣ造 4 階 6,873 1971 〇  〇 〇 

20 学校 
校舎 

第五小学校
校舎 

梅郷 
3-765-1 ＲＣ造 4 階 6,067 1970 〇  〇 〇 

21 学校 
校舎 

第六小学校
校舎 

二俣尾
3-903-1 ＲＣ造 4 階 4862 1976 〇  〇 〇 

22 学校 
校舎 

第七小学校

校舎 
小曾木

3-1880-1 ＲＣ造 3 階 4051 1973 〇  〇 〇 

23 学校 
校舎 

成木小学校

校舎 
成木 
3-423-1 ＲＣ造 3 階 3318 1974 〇  〇 〇 

24 学校 
校舎 

河辺小学校
校舎 

河辺町
5-24 ＲＣ造 4 階 6,897 1971 〇  〇 〇 

25 学校 
校舎 

新町小学校
校舎 

新町 
5-21-1 ＲＣ造 4 階 6,193 1973 〇  〇 〇 

26 学校 
校舎 

霞台小学校
校舎 

新町 
1-35-1 ＲＣ造 3 階 6,660 1975 〇  〇 〇 

27 学校 
校舎 

友田小学校
校舎 

友田町
5-332 ＲＣ造 3 階 4,583 1977 〇  〇 〇 

28 学校 
校舎 

今井小学校

校舎 
今井 
2-947-1 ＲＣ造 3 階 5,857 1978 〇  〇 〇 

29 学校 
校舎 

若草小学校

校舎 
新町 
1-15-1 ＲＣ造 3 階 6,312 1978 〇  〇 〇 

番

号 

用途 施設名称 所在地 

構造 

区分 
（造） 

階数 
（階） 

延床 

面積 
（㎡） 

建設 

年度 
（年） 

防災上 

重要な 
施設 

新耐震 
基準 

旧耐震 
基準 

旧耐震 
基準の 
うち耐 

震性有 

30 学校 
校舎 

藤橋小学校

校舎 
藤橋 
3-13-1 ＲＣ造 4 階 5,031 1983 〇 〇   

31 学校 
校舎 

吹上小学校
校舎 

吹上
176-1 ＲＣ造 3 階 4,994 1984 〇 〇   

32 学校 
校舎 

第一中学校
校舎 

裏宿町
615 ＲＣ造 4 階 6,920 1968 〇  〇 〇 

33 学校 
校舎 

第二中学校
校舎 

千ヶ瀬町
2-155 ＲＣ造 4 階 8,140 1970 〇  〇 〇 

34 学校 
校舎 

第三中学校
校舎 

大門 
2-301 ＲＣ造 3 階 7,175 1969 〇  〇 〇 

35 学校 
校舎 

西中学校校

舎 
梅郷 
6-1460-1 ＲＣ造 4 階 6,307 1973 〇  〇 〇 

36 学校 
校舎 

第六中学校

校舎 
小曾木

4-2040 ＲＣ造 4 階 4,526 1977 〇  〇 〇 

37 学校 
校舎 

第七中学校

校舎 
成木 
4-544-2 ＲＣ造 4 階 3,670 1976 〇  〇 〇 

38 学校 
校舎 

霞台中学校
校舎 

師岡町
4-6-1 ＲＣ造 4 階 6,718 1974 〇  〇 〇 

39 学校 
校舎 

吹上中学校
校舎 

吹上 
1 ＲＣ造 4 階 6,585 1980 〇  〇 〇 

40 学校 
校舎 

新町中学校
校舎 

新町 
5-20-1 ＲＣ造 3 階 7,065 1981 〇  〇 〇 

41 学校 
校舎 

泉中学校校
舎 

新町 
1-37 ＲＣ造 3 階 7,544 1983 〇 〇   

42 学校 
体育館 

第一小学校

体育館 
本町 
223 鉄骨造 2 階 1,202 1971 〇  〇 〇 

43 学校 
体育館 

第二小学校

体育館 
長淵 
4-437 ＲＣ造 4 階 1,826 2002 〇 〇   

44 学校 
体育館 

第七小学校
体育館 

小曾木
3-1880-1 鉄骨造 2 階 1,135 1993 〇 〇   

45 学校 
体育館 

成木小学校
体育館 

成木 
3-423-1 鉄骨造 2 階 1,085 1998 〇 〇   

46 学校 
体育館 

若草小学校
体育館 

新町 
1-15-1 鉄骨造 2 階 1,034 1978 〇  〇 〇 

47 学校 
体育館 

吹上小学校
体育館 

吹上
176-1 鉄骨造 2 階 1,051 1984 〇 〇   
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番

号 

用途 施設名称 所在地 

構造 

区分 
（造） 

階数 
（階） 

延床 

面積 
（㎡） 

建設 

年度 
（年） 

防災上 

重要な 
施設 

新耐震 
基準 

旧耐震 
基準 

旧耐震 
基準の 
うち耐 

震性有 

48 学校 
体育館 

第一中学校

体育館 
裏宿町

615 鉄骨造 2 階 1,168 1968 〇  〇 〇 

49 学校 
体育館 

第一中学校
格技棟 

裏宿町
615 ＲＣ造 3 階 1,144 1994 〇 〇   

50 学校 
体育館 

第二中学校
体育館 

千ヶ瀬町
2-155 ＲＣ造 3 階 1,363 1984 〇 〇   

51 学校 
体育館 

第三中学校
体育館 

大門 
2-301 鉄骨造 1 階 1,174 2015 〇 〇   

52 学校 
体育館 

西中学校体
育館 

梅郷 
6-1460-1 鉄骨造 1 階 1,027 1978 〇  〇 〇 

53 学校 
体育館 

霞台中学校

体育館 
師岡町

4-6-1 鉄骨造 2 階 1,035 1974 〇  〇 〇 

54 学校 
体育館 

新町中学校

体育館 
新町 
5-20-1 鉄骨造 2 階 1,120 1981 〇  〇 〇 

55 学校 
体育館 

泉中学校体

育館 
新町 
1-37 鉄骨造 2 階 1,055 1983 〇 〇   

56 福祉 
施設 

自立センタ
ー就労棟 

今井 
5-2434 ＲＣ造 3 階 1,767 1987 〇 〇   

57 福祉 
施設 

自立センタ
ー生活棟 

今井 
5-2434 ＲＣ造 2 階 1,524 1989 〇 〇   

58 その他 旧沢井中継
ポンプ場 

沢井 
2-727-1 ＲＣ造 3 階 1,052 1996 〇 〇   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市営住宅 

令和７(2025)年現在、市内には 23団地の市営住宅があり、このうち、

耐震性を有する市営住宅は 19 団地、耐震化は 82.6 パーセントとなっ

ている。 

 

表３－３ 市営住宅等の耐震化の現状 

（単位：団地） 

区 分 

昭和 56年５月以前の 
建築物 昭和 56

年６月
以降の
建築物 

団地 
（合計） 

耐 震 性
を 有 す
る 団 地 

耐震化
率 

総 数 
耐震性

有 

耐震性

無 

a=b+c b c d e=a+d f=b+d g=f/e 

市営 

住宅 
15 11 4 8 23 19 82.6% 

※耐震性が不十分な市営住宅は、用途廃止予定。 
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表３－４ 市営住宅一覧表(参考) 

番

号 
市営住宅名 所在地 

建設

年度 

階

数 
床面積 

耐震 

診断 

補強 

設計 

耐震 

改修 

1 畑中第２ 
畑中 
2-256-1 

昭和

37年 
２ 435.24 

平成20

年度 
実施済 未実施 

2 畑中第３ 
畑中 
2-228-1 

昭和

37年 
２ 509.12 

平成20

年度 
実施済 未実施 

3 千ヶ瀬第２ 
千ヶ瀬町 
1-25-1 

昭和

38年 
２ 864.00 

平成20

年度 
実施済 末実施 

4 千ヶ瀬第３ 
千ヶ瀬町 
1-105 

昭和

39年 
４ 1,486.00 

平成20

年度 

平成 28

年度 

平成 29•30年度 

実施済 

5 大門第５ 
大門 
1-376 

昭和

40年 
４ 2,133.70 

平成20

年度 

平成 25

年度 

平成 27 年度 

実施済 

6 大門第６ 
大門 
1-376 

昭和

41年 
４ 2,726.04 

平成20

年度 

平成

24・25

年度 

平成 27 年度 

実施済 

7 河辺第１ 
河辺町 
6-14-4 

昭和

42年 
４ 1,845.52 

平成12

年度 

平成 20

年度 

平成 21 年度 

実施済 

8 長淵第４ 
長淵 
1-1029 

昭和

43年 
４ 1,824.36 

平成20

年度 

平成

26・27

年度 

平成 28 年度 

実施済 

9 富岡第１ 
富岡 
3-1172 

昭和

44年 
４ 1,605.50 

平成19

年度 

平成 24

年度 
未実施 

10 富岡第２ 
富岡 
3-1172 

昭和

44年 
４ 1,831.72 

平成12

年度 

平成 22

年度 
平成23年度 

11 河辺第２ 
河辺町 
6-14-4 

昭和

45年 
４ 1,825.40 

平成12

年度 

平成 21

年度 
平成22年度 

12 藤橋第１ 
藤橋 
1-408-1 

昭和

48年 
３ 1,469.15 

平成19

年度 

平成 23

年度 
平成24年度 

13 藤橋第２ 
藤橋 
1-408-1 

昭和

49年 
３ 964.11 

平成19

年度 

平成 23

年度 
平成24年度 

14 大門第７ 
大門 
1-407-1 

昭和

52年 
２ 721.06 

平成19

年度 

耐震性

あり 
－ 

 
 

 

番

号 
市営住宅名 所在地 

建設

年度 

階

数 
床面積 

耐震 

診断 

補強 

設計 

耐震 

改修 

15 柚木 
柚木町 
3-621-1 

昭和

53年 
２ 631.34 

平成19

年度 

耐震性

あり 
－ 

16 

裏宿 

(１号棟) 

裏宿 
711-1 

昭和

61年 
５ 2,165.75  

裏宿 

(２号棟) 

裏宿町 
711-1 

昭和

61年 
５ 1,275.35 

17 

畑中第１ 

(１号棟) 

畑中 
2-256-1 

昭和

62年 
３ 1,115.46 

畑中第１ 

(１号棟) 

畑中 
2-256-1 

平成

元年 
３ 1,076.00 

畑中第１ 

(２号棟) 

畑中 
2-256-1 

平成

元年 
３ 1,015.00 

18 千ヶ瀬第１ 
千ヶ瀬町 
1-44-5 

平成

元年 
２ 1,026.00 

19 

日向和田 

(１号棟) 

日向和田 
1-253 

平成

３年 
３ 1,426.77 

日向和田 

(２号棟) 

日向和田 
1-253 

平成

３年 
３ 673.47 

20 

和田第１ 

(１号棟) 

和田町 
2-268-1 

平成

３年 
３ 1,130.10 

和田第１ 

(２号棟) 

和田町 
2-268-1 

平成

３年 
２ 438.28 

21 吹上 
吹上 
280 

平成

４年 
２ 919.82 

22 

駒木 

(１号棟) 

駒木町 
2-446-2 

平成

６年 
３ 1,327.12 

駒木 

(２号棟) 

駒木町 
2-446-2 

平成

６年 
３ 1,284.07 

23 友田 
友田町 
5-299 

平成

８年 
３ 1,625.25 
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資料４ 本市の耐震化に関する取組実績 

(1) 木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業の実績 

本市は、青梅市木造住宅耐震診断補助金交付要綱にもとづき、木造住

宅の耐震診断を実施する方に対して、その費用の一部を補助している。 

さらに、木造住宅の耐震改修を実施する方に対しては、青梅市木造住

宅耐震改修補助金交付要綱にもとづき、その費用の一部を補助している。 

令和６(2024)年度までの事業実績は以下のとおりである。 

 
表４－１ 木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業の実績 

年 

度 

平成 

23年

度 

24年

度 

25年

度 

26年

度 

27年

度 

28年

度 

29年

度 

30年

度 

令和 

元年

度 

2年

度 

3年

度 

4年

度 

5年

度 

6年

度 

耐 

震 

診 

断 

11件 19件 21件 12件 3件 8件 6件 5件 1件 4件 9件 9件 6件 18件 

耐 

震 

改 

修 

4件 10件 11件 3件 4件 4件 4件 2件 1件 0件 7件 4件 3件 6件 

 

(2) 住宅所有者に対して直接的に耐震化を促す取組 

本市は、旧耐震基準木造戸建住宅の所有者に対して、住宅の耐震化に

かかる意識啓発および情報提供のＤＭを送付している。ＤＭ配布数、お

よび耐震診断・改修の実績は以下のとおりである。 

 

 

 

 

図４－１ 住宅の耐震化にかかる意識啓発および情報提供数およ

び耐震化結果 

（令和３年度～令和６年度） 

 

また、耐震診断補助実施者に対し、診断終了時に耐震改修補助事業の

説明を行っている。 

なお、令和６(2024)年には、新たに耐震セミナー（11 月 23日、参加

者 23 名）を、総合防災訓練時には耐震パネル展（11 月 24 日、梅郷市

民センター体育館、青梅市立西中学校にて）を開催した。 
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0.0%

0.0%

0.6%

1.5%

5.9%

9.3%

37.7%

43.1%

0.6%

1.3%

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

回答しない

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

資料５ アンケート調査結果分析 

(1) 調査概要 

◆調査の目的 

市民の住宅に対する今後の意向や、地震に対する認識、市の施策に対す

る認識を調査し、耐震改修促進計画の改定に係る基礎データとして意向調

査を実施した。 

 

◆調査設計 

○調査対象者 

対象者は下記のとおりとし、それぞれにおいて、1,500 世帯を無作為

抽出する。 

①【旧耐震基準の住宅】（昭和 56(1981)年５月 31 日以前に建築された

住宅の所有者） 

②【新耐震基準の住宅】（本アンケートにおいては昭和 56(1981)年６月

１日から平成 12(2000)年５月 31 日までに建築された住宅の所有者） 

○調査方法 

郵送による配布、郵送・Web 回答による回収 

○調査期間 

令和７(2025)年７月 22日（木）〜10 月６日（月）まで 

 

◆回収結果 

①539 世帯（有効回答数 525世帯）（回収率 35.9パーセント） 

②677 世帯（有効回答数 664世帯）（回収率 45.1パーセント） 

(2) 調査結果の分析 

◆回答者属性について 

【旧耐震基準の住宅】 

①回答者の年齢 

〇旧耐震基準の住宅の所有者は 60 歳以上が９割程度を占めている。令

和２(2020)年度調査と比較すると、80 歳以上の回答者の割合が上昇

している。 

図５－１ 所有者の年齢 

  

令和２年度（n=779） 令和７年度（n=525） 
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0.3%

3.0%

5.8%

18.4%

43.0%

29.3%

0.4%

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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②所有する住宅の地域 
表５－１ 所有する住宅の地域 

選択肢 件数 比率 選択肢 件数 比率 
１．勝沼 13 2.5% ２４．東青梅 22 4.2% 

２．西分町 0 0.0% ２５．根ヶ布 19 3.6% 

３．住江町 0 0.0% ２６．師岡町 12 2.3% 

４．本町 0 0.0% ２７．新町 71 13.5% 

５．仲町 0 0.0% ２８．末広町 11 2.1% 

６．上町 1 0.2% ２９．河辺町 64 12.2% 

７．森下町 1 0.2% ３０．藤橋 15 2.8% 

８．裏宿町 3 0.6% ３１．今井 41 7.8% 

９．天ヶ瀬町 2 0.4% ３２．畑中 14 2.7% 

１０．滝ノ上町 2 0.4% ３３．和田町 2 0.4% 

１１．大柳町 2 0.4% ３４．梅郷 11 2.1% 

１２．日向和田 11 2.1% ３５．柚木町 10 1.9% 

１３．駒木町 12 2.3% ３６．二俣尾 6 1.1% 

１４．長淵 27 5.1% ３７．沢井 1 0.2% 

１５．友田町 15 2.9% ３８．御岳本町 1 0.2% 

１６．千ヶ瀬町 20 3.8% ３９．御岳 3 0.6% 

１７．吹上 15 2.9% ４０．御岳山 0 0.0% 

１８．野上町 19 3.6% ４１．富岡 2 0.4% 

１９．大門 22 4.2% ４２．小曾木 10 1.9% 

２０．塩船 3 0.6% ４３．黒沢 6 1.1% 

２１．谷野 4 0.7% ４４．成木 9 1.7% 

２２．木野下 4 0.7% 無回答 7 1.3% 

２３．今寺 12 2.3%  

計 525 100.0% 

 

③世帯 

〇回答者の世帯は、夫婦のみの世帯が 38.7 パーセントで最も多く、次

いで単身世帯が 28.8 パーセント、二世代世帯が 24.4 パーセントと

なっている。 

 

図５－２ 世帯の形態（n=525） 
  

単身世帯

28.8%

夫婦のみの世帯

38.7%

二世代世帯

24.4%

三世代同居世帯

1.1%

その他

4.7%

無回答

2.3%
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④所有する住宅の種類 

〇所有する住宅の種類は、自己所有の一戸建住宅が全体の９割以上を占

めており、その他は賃貸の一戸建住宅、賃貸マンション・アパート、

自己所有の店舗併用住であった。 

 

図５－３ 所有する住宅の種類（n=525） 

 

 

 

⑤所有する住宅の建築年・建築構造 
〇回答者の住宅は、木造住宅が９割以上を占めている。 

 

図５－４ 建築年・建築構造（n=522※） 

※複数回答により３名を集計除外 

  

一戸建住宅(自己所有)

96.0%

一戸建住宅(賃貸)

0.9%

店舗併用住宅(自己所有)

0.8%

店舗併用住宅(賃貸)

0.0%

分譲マンション

0.0%

賃貸マンション・

アパート

0.8% 都営住宅・市営住宅

0.0%

その他

0.6%

無回答

0.9%
昭和56年5月31日以前に

建てられた木造住宅

92.5%

昭和56年5月31日以前に建て

られた非木造住宅（鉄骨造、

鉄筋コンクリート造等）

3.8%

無回答

3.7%
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⑥所有する住宅の今後の維持管理 
〇所有する住宅の今後について、リフォームや新築を希望する住宅所有

者が全体の 16.0 パーセントである一方、現状維持を謳う住宅所有者

は７割程度を占めている。 

 
図５－５ 所有する住宅の今後の維持管理（n=519※） 

※複数回答により６名を集計除外 

 
 

⑦所有する住宅の今後の維持管理 
〇住宅について、継続居住を希望する住宅所有者が８割以上を占め、転

居の意向を示す住宅所有者は 3.1パーセントであった。 

 

 

図５－６ 所有する住宅の今後の居住意向（n=523※） 

※複数回答により２名を集計除外 

  

リフォームしたい

11.4%

今の住宅を取り壊

して新築したい

4.6%

今の状態のまま

何もしない

68.4%

その他

12.1%

無回答

3.5%

今後も現在の住宅に

住み続けたい

86.2%

できれば別の場所に

引っ越したい

3.1%

その他

9.0%

無回答

1.7%
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【新耐震基準の住宅】 

①回答者の年齢 

〇新耐震基準の住宅の住宅所有者は 60歳以上が９割程度を占め、70歳

代が最も多い。 

 

図５－７ 所有者の年齢（n=664） 

 
 
 
 
 

 

②所有する住宅の地域 
表５－２ 所有する住宅の地域 

選択肢 件数 比率 選択肢 件数 比率 

１．勝沼 12  1.8% ２４．東青梅 36  5.4% 

２．西分町 3  0.4% ２５．根ヶ布 17  2.6% 

３．住江町 1  0.1% ２６．師岡町 22  3.3% 

４．本町 4  0.6% ２７．新町 104  15.7% 

５．仲町 2  0.3% ２８．末広町 4  0.6% 

６．上町 0  0.0% ２９．河辺町 68  10.3% 

７．森下町 2  0.3% ３０．藤橋 18  2.7% 

８．裏宿町 7  1.1% ３１．今井 29  4.4% 

９．天ヶ瀬町 11  1.7% ３２．畑中 17  2.6% 

１０．滝ノ上町 2  0.3% ３３．和田町 9  1.4% 

１１．大柳町 5  0.7% ３４．梅郷 13  2.0% 

１２．日向和田 9  1.4% ３５．柚木町 8  1.2% 

１３．駒木町 13  2.0% ３６．二俣尾 15  2.2% 

１４．長淵 49  7.4% ３７．沢井 2  0.3% 

１５．友田町 14  2.1% ３８．御岳本町 1  0.1% 

１６．千ヶ瀬町 34  5.1% ３９．御岳 0  0.0% 

１７．吹上 7  1.1% ４０．御岳山 0  0.0% 

１８．野上町 17  2.6% ４１．富岡 1  0.1% 

１９．大門 24  3.6% ４２．小曾木 6  0.9% 

２０．塩船 6  0.9% ４３．黒沢 10  1.5% 

２１．谷野 6  0.9% ４４．成木 10  1.5% 

２２．木野下 7  1.1% 無回答 3 0.4% 

２３．今寺 35  5.3%  

計 663 100.0% 

※複数回答により１名を集計除外 

  

0.0%

0.3%

0.3%

3.3%

10.7%

25.6%

41.7%

16.9%

0.8%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

回答しない

無回答
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③世帯 
〇回答者の世帯は、夫婦のみの世帯が 39.8 パーセントで最も多く、次

いで二世代世帯が 30.4 パーセント、単身世帯が 23.2 パーセントと

なっている。 

 

図５－８ 世帯の形態（n=664） 

 

 

 

 

 

 

 

④所有する住宅の種類 

〇所有する住宅の種類は、自己所有の一戸建住宅が全体の８割以上

を占めており、次いで分譲マンションが約１割となっている。そ

の他の住宅形態として、賃貸の一戸建住宅、賃貸マンション・ア

パート、ならびに自己所有の店舗併用住宅があった。 

 

図５－９ 所有する住宅の種類（n=664） 

  

単身世帯

23.2%

夫婦のみの

世帯

39.8%

二世代世帯

30.4%

三世代同居

世帯

1.7%

その他

3.9%

無回答

1.0%

一戸建住宅

(自己所有)

86.4%

一戸建住宅

(賃貸)

0.6%

店舗併用住宅

(自己所有)

0.2%

分譲マンション

10.8%

賃貸マンション・

アパート

1.4%

その他

0.3%
無回答

0.3%
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⑤所有する住宅の建築年・建築構造 
〇所有する住宅は、木造住宅が 75.4パーセント、非木造住宅が 22.3パ

ーセントであった。 

 

図５－10 建築年・建築構造（n=664） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥所有する住宅の今後の維持管理 

〇所有する住宅の今後について、リフォームや新築を希望する住宅所有

者が全体の 22.2 パーセントを占める一方で、現状の住環境の維持を

意向とする住宅所有者が７割程度を占めている。 

 

図５－11 所有する住宅の今後の維持管理（n=659※） 

※複数回答により５名を集計除外 

  

昭和56年6月1日以降、平成

12年5月31日以前に建てら

れた木造住宅

75.4%

昭和56年6月1日以降、

平成12年5月31日以前に

建てられた非木造住宅

（鉄骨造、鉄筋コンク

リート造等）

22.3%

無回答

2.3%

リフォーム

したい

20.2%

今の住宅を

取り壊して

新築したい

2.0%

今の状態のまま

何もしない

68.1%

その他

8.3%

無回答

1.4%
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⑦所有する住宅の今後の居住意向 

〇住宅について、継続居住を希望する住宅所有者が８割以上を占め、転

居の意向を示す住宅所有者は 7.1パーセントであった。 

 

図５－12 所有する住宅の今後の居住意向（n=662※） 

※複数回答により２名を集計除外 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地震被害について 

【旧耐震基準の住宅】 

①地震被害に対する不安 

〇地震被害に対して不安を抱えている住宅所有者は７割以上を占めて

いる。 

〇令和２(2020)年度調査と比較すると、大きな変動はない。 

図５－13 地震被害に対する不安 
※複数回答により３名を集計除外 

  

今後も現在の住宅に

住み続けたい

85.5%

できれば別の場所

に引っ越したい

7.1%

その他

6.2%
無回答

1.2%

令和２年度（n=779）

 

令和７年度（n=522※）

 

かなり不安が

ある

23.2%

少し不安がある

44.7%

あまり不安は

ない

24.0%

全く不安は

ない

3.5%

無回答

4.6%

非常に不安

がある

17.0%

少し不安がある

54.5%

あまり不安は

ない

24.1%

全く不安は

ない

2.9%

無回答

1.5%
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②地震被害に対する不安の理由 

〇地震被害に対する不安の理由は「住宅の老朽化」が 43.7 パーセント

で最も多く、次いで、「大地震の被害は避けられない」が 42.2パーセ

ントである。 

〇令和２(2020)年度調査と比較すると、地震被害に対する不安の理由に

大きな変動はない。 

図５－14 地震に対する不安の理由 
※複数回答により 53 名を集計除外 

 

 

【新耐震基準の住宅】 

①地震被害に対する不安 

〇地震被害に不安を感じている住宅所有者は６割以上を占めている。 

 

図５－15 地震被害に対する不安（n=664） 
  

非常に不安が

ある

12.5%

少し不安がある

50.1%

あまり不安は

ない

31.5%

全く不安はない

4.1%

無回答

1.8%

令和２年度（n=529） 

 

令和７年度（n=320※） 

 

大地震の被害

は避けられな

いと思うから

40.5%老朽化してい

る住宅だから

48.4%

充分な維

持管理を

行ってい

ない住宅

だから

3.0%

揺れやすい地域

だから

2.1%

その他

2.8%
無回答

3.2%

大地震の被害

は避けられな

いと思うから

42.2%老朽化してい

る住宅だから

43.7%

充分な維

持管理を

行ってい

ない住宅

だから

4.1%

揺れやすい地域

だから

0.9%

その他

2.5%
無回答

6.6%
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②地震被害に対する不安の理由 

〇①で不安と回答した住宅所有者が地震に対して不安を抱える理由は、

「大地震の被害は避けられないと思う」が 58.2 パーセントで最も多

く、次いで、「老朽化している住宅だから」が 23.9パーセントと多い。 

 

図５－16 地震被害に対する不安の理由（n=397※） 

※複数回答により 19 名を集計除外 

 
 
 
 

◆耐震診断・耐震改修について 

【旧耐震基準の住宅】 

①耐震診断の認知度 

〇耐震診断の認知度は、耐震診断の名前を知っている住宅所有者が９割

程度を占めているが、耐震診断の概要を知らない住宅所有者が７割以

上存在している。 

〇令和２(2020)年度調査と比較すると、耐震診断の概要を知っている住

宅所有者の割合がやや増加している。 

図５－17 耐震診断の認知度 
※複数回答により１名を集計除外 

  

大地震の被害は

避けられないと

思う

58.2%

老朽化している

住宅だから

23.9%

充分な維持管理を

行っていない住宅

だから

5.8%

揺れやすい地

域だから

2.5%

その他

5.3%

無回答

4.3%

令和２年度（n=779）

 

令和７年度（n=524※）

 

名前も診断

の概要も

知っている

18.1%

名前は知っているが診断

の概要は知らない

61.1%

知らない

16.0%

無回答

4.7%

名前も診断の

概要も知って

いる

24.6%

名前は知っているが

概要は知らない

63.6%

知らない

8.4%

無回答

3.4%



 

資48 

②耐震改修の認知度 

○耐震改修の認知度は、耐震改修の名前を知っている住宅所有者が８割

以上を占めているが、耐震改修の概要を知らない住宅所有者が７割以

上存在している。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、耐震改修の概要を知っている住

宅所有者の割合に大きな変動はない。 

図５－18 耐震改修の認知度 

③耐震診断・耐震改修に係る費用の一部を補助する事業の認知度 

○耐震診断・耐震改修費用の補助事業は約半数の住宅所有者が認知して

いる。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、事業を認知している住宅所有者

の割合が増加している。 

図５－19 耐震診断・耐震改修に係る費用の一部を補助する 

事業の認知度 

  

令和２年度（n=779）

 

令和７年度（n=525） 

令和２年度（n=779）

 

令和７年度（n=525）

 

知っている

31.1%

知らない

60.7%

無回答

8.2%
名前も知ってい

て、改修の概要

も知っている

22.1%

名前も知っているが、

改修の概要は知らない

57.5%

知らない

15.4%

無回答

5.0%

名前も改修の概

要も知っている

20.6%

名前は知っているが

概要は知らない

64.6%

知らない

10.1%

無回答

4.7%

知っている

47.6%知らない

47.4%

無回答

5.0%
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④補助事業を知ったきっかけ 

○補助事業を知ったきっかけとしては、「広報おうめ」が 66.2パーセン

トと最も多く、次いで「市のパンフレット」が 14.0パーセント、「市

のホームページ」が 9.0パーセントであった。 

 

図５－20 補助事業を知ったきっかけ（n=222※） 

※複数回答により 28 名を集計除外 

 

 

 

 

 

 

 

【新耐震基準の住宅】 

①耐震診断の認知度 

○耐震診断の認知度は、耐震診断の名前を知っている住宅所有者が９割

程度を占めているが、耐震診断の概要を知らない住宅所有者が７割以

上存在している。 

 

図５－21 耐震診断の認知度（n=664） 
  

市のホームページ

9.0%

市のパンフ

レット

14.0%
知り合いの

専門家など

4.1%

広報おうめ

66.2%

その他

6.3%

無回答

0.4%

名前も診断の概

要も知っている

19.6%

名前は知っているが

概要は知らない

68.5%

知らない

9.5%

無回答

2.4%
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②耐震改修の認知度 

○耐震改修の認知度は、耐震改修の名前を知っている住宅所有者が８割

以上を占めているが、耐震改修の概要を知らない住宅所有者が７割以

上存在している。 

 

図５－22 耐震改修の認知度（n=663※） 
※複数回答により１名を集計除外 

 

 

 

 

 

 

 

◆耐震診断・耐震改修に関する意識について 

【旧耐震基準の住宅】 

①耐震改修による地震被害を防ぐ可能性 

○耐震改修によって地震被害を防ぐ可能性について、「かなり思う」、「少

し思う」と回答した所有者は８割以上を占めている。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、「かなり思う」、「少し思う」と

回答した所有者の割合は増加している。 

図５－23 耐震改修によって地震被害を防ぐ可能性 
※複数回答により１名を集計除外 

  

名前も改修の概要も

知っている

18.3%

名前は知っているが概要

は知らない

63.0%

知らない

14.6%

無回答

4.1%

令和２年度（n=779）

 

令和７年度（n=524※）

 

かなり思う

30.8%

少し思う

49.9%

あまり思

わない

12.7%

全く思わない

1.8%
無回答

4.7%

かなり思う

25.8%

少し思う

58.6%

あまり思

わない

10.1%

全く思わない

1.5%
無回答

4.0%
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②耐震改修にかけられる費用（自己負担額） 

○耐震改修にかけられる費用が、50万円未満の住宅所有者が 26.9パー

セントと最も多く、次いで 50～100 万円が 24.0 パーセント、100～

200 万円が 15.8パーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、耐震改修に 100 万円以上をか

けられる住宅所有者の割合は増加している。 

図５－24 耐震改修にかけられる費用（自己負担額） 

 

 

 

 

 

 

 

【新耐震基準の住宅】 

①耐震改修による地震被害を防ぐ可能性 
○耐震改修による地震被害を防ぐ可能性について、「防ぐと思う」と回

答した住宅所有者は８割以上を占めている。 

 

図５－25 耐震改修による地震被害を防ぐ可能性（n=664） 

  

かなり思う

30.0%

少し思う

55.6%

あまり思わない

11.7%

全く思わない

1.5%
無回答

1.2%

令和２年度（n=779）

 

令和７年度（n=525）

 

500万円以上

0.8%

300～500万円未満

1.7%

200～300万円

未満

5.6%

100～200

万円未満

18.6%

50～100万円

未満

27.6%

50万円未満

31.3%

無回答

14.4%

500万円以上

3.2%

300～500万円未満

4.0%

200～300万

円未満

11.4%

100～200

万円未満

15.8%

50～100万円

未満

24.0%

50万円未満

26.9%

無回答

14.7%
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②耐震改修にかけられる費用（自己負担額） 

○耐震改修にかけられる費用が、50万円未満の住宅所有者が 27.7パー

セントと最も多く、次いで 50～100 万円が 26.2 パーセント、100～

200 万円が 19.4パーセントであった。 

 

図５－26 耐震改修にかけられる費用（自己負担額）（n=664） 

 
 

◆耐震診断・耐震改修を行う環境について 

【旧耐震基準の住宅】 

①耐震診断や耐震改修を行う際、信頼して相談できる専門家の有無 

○信頼して相談できる専門家がいると回答した住宅所有者は 15.8 パー

セントであり、令和２(2020)年度調査と比較するとその割合は減少し

ている。 

図５－27 耐震診断や耐震改修を行う際、信頼して相談できる 

専門家の有無 

  

500万円以上

1.8%

300～500万円

未満

4.7%

200～300

万円未満

11.9%

100～200万円

未満

19.4%

50～100万円

未満

26.2%

50万円未満

27.7%

無回答

8.3%

令和２年度（n=779） 令和７年度（n=525） 

いる

15.8%

いない

81.9%

無回答

2.3%

いる

27.3%

いない

66.2%

無回答

6.4%
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かなり思う

19.8%

少し思う

42.4%

あまり思わない

27.5%

全く思わない

6.3%

無回答

4.0%

②耐震改修業者等に関する不信感 

○耐震改修事業者に対して不信感があると回答した住宅所有者は８割

程度にのぼり、令和２(2020)年度調査と比較するとその割合は増加し

ている。 

図５－28 耐震改修業者等に関する不信感 
※複数回答により２名を集計除外 

 

 

 

 

 

 

 

 

③都の建築事務所の登録・公表制度の活用 

○建築事務所の登録・公表制度を活用したいと思う住宅所有者は６割程

度存在しており、令和２(2020)年度調査と比較すると、その割合は増

加している。 

図５－29 都の建築事務所の登録・公表制度の活用 
※複数回答により１名を集計除外 

  

令和２年度（n=779） 令和７年度（n=523※） 令和２年度（n=779） 令和７年度（n=524※） 

かなりある

16.8%

少しある

47.6%

あまりない

20.3%

全くない

7.4%

無回答

7.8%

かなりある

22.6%

少しある

56.0%

あまりない

14.0%

全くない

3.4%

無回答

4.0%

かなり思う

31.3%

少し思う

39.2%

あまり思わない

17.1%

全く思わない

5.1%

無回答

7.3%
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【新耐震基準の住宅】 

①耐震診断や耐震改修を行う際、信頼して相談できる専門家の有無 
○信頼して相談できる専門家がいる住宅所有者は 17.9 パーセントであ

った。 

 

図５－30 耐震診断や耐震改修を行う際、信頼して相談できる 

専門家の有無（n=664） 
 
 
 
 
 
 
 

 

②耐震改修業者等に関する不信感 

○耐震改修事業者に対する不信感があると感じている住宅所有者は、８

割以上を占めている。 

 

図５－31 耐震改修業者等に関する不信感（n=663※） 

※複数回答により１名を集計除外 

 

  

いる

17.9%

いない

80.1%

無回答

2.0%

かなりある

26.5%

少しある

55.4%

あまりない

11.8%

全くない

3.6%

無回答

2.7%
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③都の建築事務所の登録・公表制度の活用 

○建築事務所の登録・公表制度を活用したいと思う住宅所有者は６割以

上存在している。 

 

図５－32 都の建築事務所の登録・公表制度の活用（n=663※） 
※複数回答により１名を集計除外 

 

 

 

 

 

 

 

◆耐震診断・耐震改修の実施について 

【旧耐震基準の住宅】 

〈 耐震診断について 〉 

①耐震診断の実施状況 

○耐震診断を実施した住宅所有者は 5.9 パーセント、今後実施予定の

住宅所有者は 4.0パーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、耐震診断実施（予定）者の割合

は減少している。 

図５－33 耐震診断の実施状況 
※複数回答により１名を集計除外  

かなり思う

16.2%

少し思う

47.2%

あまり思わない

24.4%

全く思わない

8.9%

無回答

3.3%

令和２年度（n=779） 令和７年度（n=524※） 

実施した

6.2%
今後実施

予定

8.0%

実施予定はない

81.1%

無回答

4.7%
実施した

5.9%
今後実施

予定

4.0%

実施予定はない

85.9%

無回答

4.2%
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市の補助制度

を利用した

54.8%

その他の制度

を利用した

0.0%

利用して

いない

38.7%

その他

6.5%

②耐震診断を実施した理由 

○耐震診断を実施した理由は、「地震に対して不安だったから」が 54.8

パーセントと最も多く、次いで、「リフォーム工事があったから」が

35.5 パーセント、「診断費用を補助してくれる制度があったから」が

19.4 パーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、特に診断費用の補助制度を理由

に耐震診断を実施した住宅所有者の割合が増加している一方、専門家

や業者に勧められて実施した住宅所有者の割合が減少している。 

図５－34 耐震診断を実施した理由 

 

③実施した際の補助制度等の利用 

○耐震診断にあたって、市の補助制度を活用した住宅所有者の割合は

54.8 パーセントであり、令和２(2020)年度調査と比較すると、その

割合は大幅に増加している。 

図５－35 実施した際の補助制度等の利用 
  

令和２年度（n=48） 

 

令和７年度（n=31） 

 

令和２年度（n=48）

 

令和７年度（n=31） 

54.2%

33.3%

10.4%

10.4%

2.1%

8.3%

0.0%

地震に対して不安

だったから

リフォーム工事が

あったから

専門家や業者に勧め

られたから

診断費用を補助して

くれる制度があった

から

地震保険に加入する

ため

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

54.8%

35.5%

3.2%

19.4%

0.0%

3.2%

0.0%

地震に対して不安

だったから

リフォーム工事が

あったから

専門家や業者に勧め

られたから

診断費用を補助して

くれる制度があった

から

地震保険に加入する

ため

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 市の補助制度

を利用した

25.0%

その他の制度

を利用した

0.0%

利用して

いない

68.8%

その他

4.2%

無回答

2.1%

複数回答を含む 

 
複数回答を含む 
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④耐震診断を実施しない理由 

○耐震診断を実施しない理由は、「改修費用の負担が大きい」が 48.4パ

ーセントと最も多く、次いで、「耐震診断費用の負担」が 26.0パーセ

ント、「安全な建物だと思う」が 9.3パーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、安全な建物だと思っているため

に耐震化を実施していない住宅所有者の割合、診断費用の負担を懸念

している住宅所有者の割合等が減少している。 

 

令和２年度（n=632） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度（n=450） 

 
 

  

45.7%

35.0%

16.5%

9.0%

7.9%

5.5%

12.5%

診断の結果「改修が必要」と判定されても、

改修費用の負担が大きいから

耐震診断にかかる費用を負担しなければなら

ないから

耐震診断を実施しなくても安全な建物だと思

うから

当分の間、大地震は来ないと思うから

建物の解体撤去あるいは使用中止を予定して

いるから

建て替えを予定しているから

その他

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

48.4%

26.0%

9.3%

4.7%

3.3%

1.8%

7.3%

0.0%

13.3%

2.0%

診断の結果「改修が必要」と判定されても、

改修費用の負担が大きいから

耐震診断にかかる費用を負担しなければなら

ないから

耐震診断を実施しなくても安全な建物だと思

うから

当分の間、大地震は来ないと思うから

建物の解体撤去あるいは使用中止を予定して

いるから

建て替えを予定しているから

制度について知らなかったから

集合住宅のため自分の考えだけではできない

から

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

複数回答を含む 

 

複数回答を含む 

 

図５－36 耐震診断を実施しない理由 
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〈 耐震改修について 〉 

⑤耐震改修の実施状況 

○耐震改修を実施している住宅所有者は 6.1 パーセント、今後実施を

予定している住宅所有者は 3.6パーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、耐震改修を実施しない所有者の

割合はあまり変化していない。 

図５－37 耐震改修の実施状況 
※複数回答により１名を集計除外 

 

 

 

 

 

 

 

⑥耐震改修を実施した理由 

○耐震改修を実施した理由は「リフォーム工事があったから」が 50.0

パーセントと最も多く、「地震に対して不安だったから」が 37.5パー

セント、「老朽化が進んでいるから」が 21.9パーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、地震に対する不安や、老朽化の

進行、リフォームに合わせて耐震化を実施した住宅所有者の割合が増

加している。 

図５－38 耐震改修を実施した理由  

令和２年度（n=779） 令和７年度（n=524）

 

令和２年度（n=44） 令和７年度（n=32） 
実施した

6.1% 今後実施

予定

3.6%

実施予定

はない

77.7%

無回答

12.6%

複数回答を含む 

 

実施した

5.6%
今後実施

予定

7.6%

実施予定

はない

78.9%

無回答

7.8%

37.5%

50.0%

9.4%

15.6%

21.9%

9.4%

0.0%

0.0%

0.0%

地震に対して不安

だったから

リフォーム工事が

あったから

専門家や業者に勧め

られたから

耐震診断の結果、耐

震性が不足していた

から

老朽化が進んでいる

から

改修費用を補助して

くれる制度があった

から

住宅の資産価値を上

げることができるか

ら

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

29.5%

31.8%

22.7%

20.5%

11.4%

4.5%

0.0%

9.1%

地震に対して不安

だったから

リフォームを行う予

定があったから

専門家や業者に勧め

られたから

耐震診断の結果、耐

震性が不足していた

から

老朽化が進んでいる

から

改修費用を補助して

くれる制度があった

から

住宅の資産価値を上

げることができるか

ら

その他

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

複数回答を含む。一部選択肢の表記を変更。 
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市の補助制度

を利用した

34.4%

その他の制度

を利用した

0.0%

利用して

いない

59.4%

その他

3.1%

無回答

3.1%

⑦実施した際の補助制度等の利用 

○耐震改修にあたって、市の補助制度を利用した住宅所有者の割合は

34.4 パーセントであり、令和２(2020)年度調査と比較すると、その

割合が大幅に増加している。 

図５－39 実施した際の補助制度等の利用 
 

  

令和２年度（n=44） 令和７年度（n=32） 

市の補助

制度を利

用した

18.2%

その他の制度

を利用した

4.5%

その他

63.6%

無回答

13.6%
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⑧耐震改修を実施しない理由 

○耐震改修を実施しない理由は、「改修費用が大きい」が 58.7パーセン

トで最も多く、次いで、「工事期間中の生活の不便」、「必要最低限の

処置で対応が可能と思う」が 10.8パーセントと多い。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、「必要最低限の処置で対応が可

能と思う」、「専門家や業者等がわからない」、「大地震は来ないと思う」

による耐震化を実施していない住宅所有者の割合が減少している。 

 

令和２年度（n=615） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度（n=407） 

 

  

59.7%

17.9%

16.6%

14.1%

13.3%

10.2%

4.9%

17.6%

改修費用が大きいから

工事期間中の生活が不便になるから

家具の転倒防止器具の設置等、必要最低…

専門家や業者等がわからないから

当分の間、大地震は来ないと思うから

工事の手続き等がわからないから

建て替えを予定しているから

その他

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

58.7%

10.8%

10.8%

7.9%

4.7%

3.9%

2.2%

5.7%

0.5%

14.5%

4.2%

改修費用が大きいから

工事期間中の生活が不便になるから

家具の転倒防止器具の設置等、必要最低限

の処置で対応できるから

専門家や業者等がわからないから

当分の間、大地震は来ないと思うから

工事の手続き等がわからないから

建て替えを予定しているから

制度について知らなかったから

集合住宅のため自分の考えだけではできな

いから

その他

無回答

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

複数回答を含む 

 

複数回答を含む 

 

図５－40 耐震改修を実施しない理由 
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⑨どのような制度が耐震化促進に寄与するか 

○耐震化の促進に係る施策として、約６割の住宅所有者が「耐震診断・

耐震改修に関する補助の増額」を求めるほか、「耐震化に関する情報

提供」は 29.5パーセント「総合相談窓口の創設」は 19.4パーセント

が必要とする意向を示している。 

 

図５－41 どのような制度があれば耐震診断や耐震改修が進むのか

（n=525） 

【新耐震基準の住宅】 

〈 耐震診断について 〉 

①耐震診断の実施状況 

○耐震診断を実施しているのは 2.6 パーセント、今後実施を予定して

いる住宅所有者は 2.8 パーセントであり、９割以上の住宅所有者が

耐震診断を行う予定がないことが分かった。 

 

図５－42 耐震診断の実施状況（n=664） 

 
  

59.0%

19.4%

29.5%

11.8%

4.2%

15.0%

耐震診断・耐震改修に関する補助の増額

耐震化に関する総合相談窓口の創設

耐震化に関する情報の提供

対象住宅に対する戸別訪問等による促進

その他

無回答

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

実施した

2.6% 今後実施予定

2.8%

実施予定はない

91.9%

無回答

2.7%

複数回答を含む 
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②耐震診断を実施した理由 

○耐震診断を実施した理由は、「地震に対して不安だったから」と「リ

フォーム工事があったから」が 29.4パーセントと最も多く、次いで、

「専門家や業者に勧められたから」が 23.5パーセントであった。 

 

図５－43 耐震診断を実施した理由（n=17） 

③耐震診断を実施しない理由 

○耐震診断を実施しない理由は、「改修費用の負担が大きい」が 38.0パ

ーセントと最も多く、次いで、「耐震診断費用の負担」が 24.7パーセ

ント、「安全な建物だと思う」が 15.3パーセントであった。 

 

図５－44 耐震診断を実施しない理由（n=610） 

29.4%

29.4%

23.5%

0.0%

23.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

地震に対して不安だったから

リフォーム工事があったから

専門家や業者に勧められたから

地震保険に加入するため

その他

無回答

複数回答を含む

38.0%

24.7%

15.3%

3.2%

1.8%

1.0%

8.0%

8.6%

9.5%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

診断の結果「改修が必要」と判定されても、

改修費用の負担が大きいから

耐震診断にかかる費用を負担しなければなら

ないから

耐震診断を実施しなくても安全な建物だと思

うから

当分の間、大地震は来ないと思うから

建物の解体撤去あるいは使用中止を予定して

いるから

建て替えを予定しているから

集合住宅のため自分の考えだけではできない

から

昭和56年（1981年）6月1日以降に建った新耐

震基準の住宅（鉄骨造、鉄筋コンクリート造

等）だから

その他

無回答

複数回答を含む
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〈 耐震改修について 〉 

④耐震改修の実施状況について 

○耐震改修を実施しているのは 1.7 パーセント、今後実施を予定して

いる所有者は 2.7 パーセントであり、８割以上の住宅所有者が耐震

改修を行う予定がないことが分かった。 

 

図５－45 耐震改修の実施状況（n=664） 

⑤耐震改修を実施した理由 

○耐震改修を実施した理由は、「リフォーム工事があったから」が 36.3

パーセントと最も多く、次いで、「専門家や業者に勧められたから」

が 27.3 パーセント、「地震に対して不安だったから」が 18.2パーセ

ントであった。 

 

図５－46 耐震改修を実施した理由（n=11） 
 
  

実施した

1.7%
今後実施予定

2.7%

実施予定はない

82.5%

無回答

13.1%

18.2%

36.3%

27.3%

9.1%

0.0%

0.0%

9.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

地震に対して不安だったから

リフォーム工事があったから

専門家や業者に勧められたから

耐震診断の結果、耐震性が不足していたから

老朽化が進んでいるから

住宅の資産価値を上げることができるから

その他

無回答
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⑥耐震改修を実施しない理由 

○耐震改修を実施しない理由は、「改修費用が大きい」が 47.1パーセン

トと最も多く、次いで、「必要最低限の処置で対応が可能と思う」が

10.8 パーセント、「鉄骨造、鉄筋コンクリート造だから」が 10.6 パ

ーセントであった。 

 

⑦どのような制度があれば耐震診断や耐震改修が進むのか 

○耐震化の促進に係る施策として、７割以上の住宅所有者が「耐震診断・

耐震改修に関する補助の充実」を求めるほか、「耐震化に関する情報

の提供」は 32.5 パーセント、「総合相談窓口の創設」は 28.2 パーセ

ントが必要とする意向を示している。 

 

図５－48 どのような制度があれば耐震診断や耐震改修が進むのか

（n=664） 

 
  

47.1%

8.8%

10.8%

8.6%

4.2%

2.4%

0.9%

8.9%

10.6%

10.4%

2.4%
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その他

無回答
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32.5%
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

耐震診断・耐震改修に関する補助の充実
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その他

無回答

複数回答を含む

図５－47 耐震改修を実施しない理由（n=548） 
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◆市の耐震化施策について 

【旧耐震基準の住宅】 

①ダイレクトメール受信有無とその効果 

○ダイレクトメールを受信したことがある住宅所有者は全体の 16.8 パ

ーセントを占めているが、そのうち実際に耐震化の取組を実施した住

宅所有者は 1.7パーセントにとどまった。一方で、戸別訪問を受けた

ことがない住宅所有者は 51.2パーセントを占めている。 

図５－49 ダイレクトメール受信の有無（n=522※） 

※複数回答により３名を集計除外 

②戸別訪問の実施状況とその効果 

〇戸別訪問を受けたことがある住宅所有者は全体の 3.2 パーセントに

とどまっており、そのうち実際に耐震化の取組を実施した住宅所有者

は 0.4パーセントにとどまった。一方で、戸別訪問を受けたことがな

い住宅所有者は 92.6パーセントを占めている。 

図５－50 個別訪問の有無・受けたことによる耐震化の実施の有無

（n=525） 
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無回答

4.8%

受けたことがあり、耐震
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した
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無回答
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③相談会への参加状況とその効果 

○「定例相談会」や「なんでも相談会」に参加したことがある住宅所有

者は全体の 0.6 パーセントにとどまっており、そのうち実際に耐震

化の取組を実施した住宅所有者は 0.2 パーセントにとどまった。一

方で、相談会に参加したことがない住宅所有者は 76.3 パーセントを

占めており、さらに相談会の存在自体を認知していない住宅所有者が

19.5 パーセントにのぼることが明らかとなった。 

 

図５－51 相談会に参加の有無・参加したことによる耐震化の実施の 

有無（n=503※） 
※複数回答により 22 名を集計除外 

④道路に面したブロック塀等の有無 
○ブロック塀を有する住宅は、43.6 パーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較しても、大きな変動はない。 

図５－52 道路に面したブロック塀等の有無 
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ない
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2.7%
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撤去を検討

したい

4.8%

撤去する考えは

ない

65.2%

わからない

22.0%

その他

7.1%

無回答

0.9%

知っている

27.9%

知らない

70.3%

無回答

1.8%

⑤ブロック塀等の撤去に関する考え 
○ブロック塀の撤去に対して、撤去を検討したい住宅所有者の割合は

4.8 パーセント、撤去を考えていない住宅所有者は 65.2 パーセント

であった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、撤去を検討したい所有者の割合

は減少している。 

図５－53 ブロック塀等の撤去に関する考え 
※複数回答により２名を集計除外 

⑥撤去費用の補助事業について 

○ブロック塀の撤去費用の補助事業を知っている住宅所有者は 27.9 パ

ーセントであった。 

○令和２(2020)年度調査と比較すると、補助事業を知っている所有者の

割合は増加しているが、大きな変動はない。 

図５－54 撤去費用の補助事業について 
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⑦耐震改修以外の耐震対策として、導入を検討したいもの 

○住宅所有者が導入を検討したい耐震対策は、「家具の固定」が 49.9パ

ーセントと最も高く、次いで、「耐震シェルター」が 9.1パーセント、

「防災ベッド」が 9.0パーセントであった。 

 

図５－55 耐震改修以外の耐震対策として、導入を検討したいもの

（n=525） 
 

【新耐震基準の住宅】 

①相談会への参加状況とその効果 

○「定例相談会」や「なんでも相談会」に参加したことがある住宅所有

者は全体の 1.1 パーセントにとどまっており、実際に耐震化の取組

を実施した住宅所有者は 0.3パーセントであった。一方で、相談会に

参加したことがない住宅所有者は 67.8 パーセントを占めており、さ

らに相談会の存在自体を認知していない住宅所有者が 28.6 パーセン

トにのぼることが明らかとなった。 

 

図５－56 相談会に参加の有無・参加したことによる耐震化の実施 

の有無（n=640※） 

※複数回答により 24 名を集計除外 
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②道路に面したブロック塀等の有無 

○ブロック塀を有する住宅は 31.8パーセントであった。 

 

図５－57 道路に面したブロック塀等の有無（n=663※） 

※複数回答により１名を集計除外 

③ブロック塀等の撤去に関する考え 

○ブロック塀の撤去に対して、撤去を検討したい住宅所有者の割合は

6.1 パーセント、撤去を考えていない住宅所有者は 58.8 パーセント

であった。 

 

図５－58 ブロック塀等の撤去に関する考え（n=211） 
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④撤去費用の補助事業について 

○ブロック塀の撤去費用の補助事業を知っている住宅所有者は 21.3 パ

ーセントであった。 

 

図５－59 撤去費用の補助事業について（n=211） 
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資料６ 策定の経緯 

(1) 検討委員会の開催 

本計画の策定にあたっては、住宅政策に関連の深い庁内の各部局から

選出した委員５名（表６－１参照）で構成される「青梅市耐震改修促進

計画検討委員会」を設置し、横断的な検討を行った。 

 

表６－１ 青梅市耐震改修促進計画検討委員会 

区 分 役 職 

委 員 長 都市整備部長 

副委員長 住宅課長 

委 員 

施設課長 

防災課長 

都市計画課長 

 

表６－２ 策定までの流れ 

日 程 経 過 

令和７年５月29日 第１回検討委員会の開催 

令和７年８月１日～８月18日 「住宅の耐震化に関するアンケート」の実施 

令和７年８月21日 第２回検討委員会の開催 

令和７年10月５日～10月15日 第３回検討委員会（書面会議）の開催 

令和７年10月30日 第４回検討委員会の開催 

令和７年12月10日 第５回検討委員会の開催 

令和８年１月23日～２月６日 パブリックコメントの実施 

令和８年２月 第６回検討委員会の開催 

 

(2) パブリックコメントの実施 

建築物所有者へのアンケート（巻末資料５参照）に加え、パブリック

コメントを実施し、市民意向の反映、計画内容の充実に努めた。 
 

○実施期間 

令和８(2026)年１月 23日（金）～２月６日（金） 

○周知方法 

・市ホームページ 

・ＳＮＳ 

・広報おうめ 

○実施結果 

意見提出者は●人だった。意見と市の考え方は下表のとおり。 

 

表６－３ パブリックコメントの実施結果 

意見要旨 市の考え方 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

パブリックコメント終了後に整理します 
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資料７ 関係法令等 

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号） 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び

財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずること

により建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確

保に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価すること

をいう。 

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的と

して、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をす

ることをいう。 

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築基準法（昭和二十五年法律第

二百一号）の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区

の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は

特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の

二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規

定により建築主事又は建築副主事を置く市町村又は特別区の区域内の政

令で定める建築物については、都道府県知事とする。 

（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開

発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、

資金の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国

民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する

啓発及び知識の普及に努めるものとする。 

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図

るよう努めるものとする。 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等 

（基本方針） 

第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事

項 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべ

き事項 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関

する基本的な事項 

五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本

的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事

項 

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「都道府県耐震改修促進計

画」という。）を定めるものとする。 

２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとす

る。 

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関す

る目標 

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図る

ための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関

する事項 
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四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令そ

の他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための

措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

に関し必要な事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当

該各号に定める事項を記載することができる。 

一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確

保することが公益上必要な建築物で政令で定めるものであって、既存耐

震不適格建築物（地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づ

く命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」という。）に適合し

ない建築物で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものをいう。

以下同じ。）であるもの（その地震に対する安全性が明らかでないもの

として政令で定める建築物（以下「耐震不明建築物」という。）に限る。）

について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と

認められる場合 当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震

診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相

当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通

過する道路その他国土交通省令で定める道路（以下「建築物集合地域通

過道路等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える

相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路

にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物（地震によって倒壊

した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑

な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物（第十

四条第三号において「通行障害建築物」という。）であって既存耐震不

適格建築物であるものをいう。以下同じ。）について、耐震診断を行わ

せ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認め

られる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路

に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物

であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建

築物集合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越え

る相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道

路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既

存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号。

以下「特定優良賃貸住宅法」という。）第三条第四号に規定する資格を

有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特

定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住

宅をいう。以下同じ。）を活用し、第十九条に規定する計画認定建築物

である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者（特定優良賃

貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「特定入

居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場

合特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立

行政法人都市再生機構（以下「機構」という。）又は地方住宅供給公社

（以下「公社」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施

が必要と認められる場合機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐

震改修の実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載

しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有

者（所有者以外に権原に基づきその建築物を使用する者があるときは、そ

の者及び所有者）の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記

載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公

社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これ

を公表するとともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付し

なければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について

準用する。 

（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建

築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震

改修促進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
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２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるも

のとする。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する

目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

めの施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関

する事項 

四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令そ

の他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための

措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に

関し必要な事項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該

各号に定める事項を記載することができる。 

一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建

築物集合地域通過道路等に限る。）の通行を妨げ、当該市町村の区域に

おける多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道

路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診

断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必

要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接

する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不

明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関

する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建

築物集合地域通過道路等を除く。）の通行を妨げ、当該市町村の区域に

おける多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道

路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合当該通行障害既存

耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項 

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 

 

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務） 

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有

者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めると

ころにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなけ

ればならない。 

一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載さ

れた建築物同号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された

期限 

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計

画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明

建築物であるものに限る。）同号の規定により都道府県耐震改修促進計

画に記載された期限 

三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に

記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築

物であるものに限り、前号に掲げる建築物であるものを除く。）同項第

一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等） 

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報

告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限

を定めて、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ず

ることができる。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定め

るところにより、その旨を公表しなければならない。 

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、

過失がなくて当該報告を命ずべき者を確知することができず、かつ、これ

を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担

において、耐震診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に

行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該

報告をすべき旨及びその期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁

又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診断を行うべき旨を、あらか

じめ、公告しなければならない。 
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（耐震診断の結果の公表） 

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で

定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。前条第

三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせたときも、同様とする。 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったとき

は、国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震

診断の実施に要する費用を負担しなければならない。 

２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、

国土交通省令で定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断

の実施に要する費用を負担しなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力） 

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する

安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画

記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確

保するため必要があると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有

者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき

事項（以下「技術指針事項」という。）を勘案して、要安全確認計画記載

建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行わ

れていないと認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、

技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物

の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨

を公表することができる。 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等） 

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行

に必要な限度において、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載

建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性

に係る事項（第七条の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し

報告させ、又はその職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画

記載建築物の敷地若しくは要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち

入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地、建

築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、

住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なけ

ればならない。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確

認計画記載建築物であるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」

という。）の所有者は、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震診断

を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認めら

れるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう

努めなければならない。 

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、

老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであ

って政令で定める規模以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以

上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県

耐震改修促進計画に記載された道路又は第六条第三項の規定により市

町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害建築物 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適

確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格

建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建

築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることが

できる。 

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第一号から第三号

までに掲げる特定既存耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性

の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものであって政

令で定める規模以上のものに限る。）について必要な耐震診断又は耐震改
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修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者

に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の

者が利用する特定既存耐震不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が

主として利用する特定既存耐震不適格建築物 

三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物

の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨

を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定める

ところにより、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震

不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその

職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地若

しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不

適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、書

類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による

立入検査について準用する。 

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等） 

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存

耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診

断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行

うよう努めなければならない。 

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適

確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格

建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格建

築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることが

できる。 

 

 

 

 

第四章 建築物の耐震改修の計画の認定 

（計画の認定） 

第十七条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところに

より、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請するこ

とができる。 

２ 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 建築物の位置 

二 建築物の階数、延べ面積、構造方法及び用途 

三 建築物の耐震改修の事業の内容 

四 建築物の耐震改修の事業に関する資金計画 

五 その他国土交通省令で定める事項 

３ 所管行政庁は、第一項の申請があった場合において、建築物の耐震改修の

計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定（以下こ

の章において「計画の認定」という。）をすることができる。 

一 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は地震に対する安全

上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合している

こと。 

二 前項第四号の資金計画が建築物の耐震改修の事業を確実に遂行するた

め適切なものであること。 

三 第一項の申請に係る建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地

の部分が耐震関係規定及び耐震関係規定以外の建築基準法又はこれに

基づく命令若しくは条例の規定に適合せず、かつ、同法第三条第二項の

規定の適用を受けているものである場合において、当該建築物又は建築

物の部分の増築、改築、大規模の修繕（同法第二条第十四号に規定する

大規模の修繕をいう。）又は大規模の模様替（同条第十五号に規定する

大規模の模様替をいう。）をしようとするものであり、かつ、当該工事

後も、引き続き、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷

地の部分が耐震関係規定以外の同法又はこれに基づく命令若しくは条

例の規定に適合しないこととなるものであるときは、前二号に掲げる基

準のほか、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められる

ものであり、かつ、当該工事後も、引き続き、当該建築物、建築物

の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分が耐震関係規定以外の建
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築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこ

ととなることがやむを得ないと認められるものであること。 

ロ 工事の計画（二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあ

っては、それぞれの工事の計画。第五号ロ及び第六号ロにおいて同

じ。）に係る建築物及び建築物の敷地について、交通上の支障の度、

安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環

境の保全上の有害の度が高くならないものであること。 

四 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である耐火建築物

（建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。）である

場合において、当該建築物について柱若しくは壁を設け、又は柱若しく

ははりの模様替をすることにより当該建築物が同法第二十七条第二項

の規定に適合しないこととなるものであるときは、第一号及び第二号に

掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合していること。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められる

ものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建築基準法第二

十七条第二項の規定に適合しないこととなることがやむを得ないと

認められるものであること。 

ロ 次に掲げる基準に適合し、防火上及び避難上支障がないと認められ

るものであること。 

（1） 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造が国土交通省令で定める

防火上の基準に適合していること。 

（2） 工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災が発生した場合の通

報の方法が国土交通省令で定める防火上の基準に適合していること。 

五 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合におい

て、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の容

積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）に係る建築基準法又

はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第八項において「容積

率関係規定」という。）に適合しないこととなるものであるときは、第

一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しているこ

と。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められる

ものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が容積率関係規定

に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであ

ること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛

生上支障がないと認められるものであること。 

六 第一項の申請に係る建築物が既存耐震不適格建築物である場合におい

て、当該建築物について増築をすることにより当該建築物が建築物の建

蔽率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）に係る建築基準法又

はこれに基づく命令若しくは条例の規定（イ及び第九項において「建蔽

率関係規定」という。）に適合しないこととなるものであるときは、第

一号及び第二号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しているこ

と。 

イ 当該工事が地震に対する安全性の向上を図るため必要と認められる

ものであり、かつ、当該工事により、当該建築物が建蔽率関係規定

に適合しないこととなることがやむを得ないと認められるものであ

ること。 

ロ 工事の計画に係る建築物について、交通上、安全上、防火上及び衛

生上支障がないと認められるものであること。 

４ 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項

の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するも

のである場合において、計画の認定をしようとするときは、所管行政庁は、

あらかじめ、建築主事の同意を得なければならない。 

５ 建築基準法第九十三条の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定に

よる確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要する建築物の耐

震改修の計画について計画の認定をしようとする場合について、同法第九

十三条の二の規定は所管行政庁が同法第六条第一項の規定による確認を

要する建築物の耐震改修の計画について計画の認定をしようとする場合

について準用する。 

６ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、次に掲げる建築物、建築物の敷地

又は建築物若しくはその敷地の部分（以下この項において「建築物等」と

いう。）については、建築基準法第三条第三項第三号及び第四号の規定に

かかわらず、同条第二項の規定を適用する。 

一 耐震関係規定に適合せず、かつ、建築基準法第三条第二項の規定の適用

を受けている建築物等であって、第三項第一号の国土交通大臣が定める

基準に適合しているものとして計画の認定を受けたもの 

二 計画の認定に係る第三項第三号の建築物等 
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７ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第四号の

建築物については、建築基準法第二十七条第二項の規定は、適用しない。 

８ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第五号の

建築物については、容積率関係規定は、適用しない。 

９ 所管行政庁が計画の認定をしたときは、計画の認定に係る第三項第六号の

建築物については、建蔽率関係規定は、適用しない。 

10 第一項の申請に係る建築物の耐震改修の計画が建築基準法第六条第一項

の規定による確認又は同法第十八条第二項の規定による通知を要するも

のである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第六

条第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付があったもの

とみなす。この場合において、所管行政庁は、その旨を建築主事に通知す

るものとする。 

（計画の変更） 

第十八条 計画の認定を受けた者（第二十八条第一項及び第三項を除き、以下「認

定事業者」という。）は、当該計画の認定を受けた計画の変更（国土交通

省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、所管行政庁の

認定を受けなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の場合について準用する。 

（計画認定建築物に係る報告の徴収） 

第十九条 所管行政庁は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画（前条第一

項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条にお

いて同じ。）に係る建築物（以下「計画認定建築物」という。）の耐震改

修の状況について報告を求めることができる。 

（改善命令） 

第二十条 所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定

建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、

相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

（計画の認定の取消し） 

第二十一条 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、

計画の認定を取り消すことができる。 

 

 

 

第五章 建築物の地震に対する安全性に係る認定等  

（建築物の地震に対する安全性に係る認定） 

第二十二条 建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁

に対し、当該建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合してい

る旨の認定を申請することができる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る建築物

が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交

通大臣が定める基準に適合していると認めるときは、その旨の認定をする

ことができる。 

３ 前項の認定を受けた者は、同項の認定を受けた建築物（以下「基準適合認

定建築物」という。）、その敷地又はその利用に関する広告その他の国土

交通省令で定めるもの（次項において「広告等」という。）に、国土交通

省令で定めるところにより、当該基準適合認定建築物が前項の認定を受け

ている旨の表示を付することができる。 

４ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築物、その敷地又はその利

用に関する広告等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはな

らない。 

（基準適合認定建築物に係る認定の取消し） 

第二十三条 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第二項の基準に適合しなく

なったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 

（基準適合認定建築物に係る報告、検査等） 

第二十四条 所管行政庁は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定め

るところにより、第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認

定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員

に、基準適合認定建築物、基準適合認定建築物の敷地若しくは基準適合認

定建築物の工事現場に立ち入り、基準適合認定建築物、基準適合認定建築

物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

２ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による

立入検査について準用する。 

第六章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定等 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定） 

第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物（二以上の区分所有者（建物の区

分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第二条第二項に規
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定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建築物をいう。以下同じ。）

の管理者等（同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者（管理

者がないときは、同法第三十四条の規定による集会において指定された区

分所有者）又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。）

は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所

有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することが

できる。 

２ 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所

有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交

通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をす

ることができる。 

３ 前項の認定を受けた区分所有建築物（以下「要耐震改修認定建築物」とい

う。）の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定

する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用について

は、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の

決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しな

い。 

（要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力） 

第二十六条 要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物に

ついて耐震改修を行うよう努めなければならない。 

（要耐震改修認定建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第二十七条 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術指針

事項を勘案して、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導及

び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要耐震改修認定建築物について必要な耐震改修が行われて

いないと認めるときは、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、技術

指針事項を勘案して、必要な指示をすることができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要耐震改修認定建築物の区

分所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨

を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定める

ところにより、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認

定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、又はその職員

に、要耐震改修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地若しくは要耐震

改修認定建築物の工事現場に立ち入り、要耐震改修認定建築物、要耐震改

修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による

立入検査について準用する。 

第七章 建築物の耐震改修に係る特例 

（特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例） 

第二十八条 第五条第三項第四号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定

優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府

県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事

業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第

三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間

以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわ

らず、都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。第三項におい

て同じ。）の承認を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸するこ

とができる。 

２ 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合にお

いては、当該賃貸借を、借地借家法（平成三年法律第九十号）第三十八条

第一項の規定による建物の賃貸借（国土交通省令で定める期間を上回らな

い期間を定めたものに限る。）としなければならない。 

３ 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の規定

による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第

十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処

分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）

第二十八条第二項の規定」とする。 

（機構の業務の特例） 

第二十九条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構

による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都

道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十

五年法律第百号）第十一条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令で

定める建築物（同条第三項第二号の住宅又は同項第四号の施設であるもの

に限る。）の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。 
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（公社の業務の特例） 

第三十条 第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に公社に

よる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道

府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第

百二十四号）第二十一条に規定する業務のほか、委託により、住宅の耐震

診断及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により行った住宅

の建設と一体として建設した商店、事務所等の用に供する建築物及び集団

住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診断及び耐震改

修の業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第

四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一

条に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法

律第百二十三号）第三十条第一項に規定する業務」とする。 

（独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮） 

第三十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内に

おいて、計画認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必

要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 

第八章 耐震改修支援センター 

（耐震改修支援センター） 

第三十二条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援するこ

とを目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他営利を目的としな

い法人であって、第三十四条に規定する業務（以下「支援業務」という。）

に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、

耐震改修支援センター（以下「センター」という。）として指定すること

ができる。 

一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に

関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。 

二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的

及び技術的な基礎を有するものであること。 

三 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれが

ないものであること。 

四 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによっ

て支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 

五 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができ

るものであること。 

（指定の公示等） 

第三十三条 国土交通大臣は、前条の規定による指定（以下単に「指定」という。）

をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所

在地を公示しなければならない。 

２ センターは、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を

変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨

を国土交通大臣に届け出なければならない。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示し

なければならない。 

（業務） 

第三十四条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 認定事業者が行う計画認定建築物である要安全確認計画記載建築物及

び特定既存耐震不適格建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行っ

た国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債

務の保証をすること。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、整理及び

提供を行うこと。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。 

四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（業務の委託） 

第三十五条 センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務

（以下「債務保証業務」という。）のうち債務の保証の決定以外の業務の

全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。 

２ 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、

当該業務を行うことができる。 

（債務保証業務規程） 

第三十六条 センターは、債務保証業務に関する規程（以下「債務保証業務規程」

という。）を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。 

２ 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

http://#
http://#
http://#
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３ 国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の

公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務

規程を変更すべきことを命ずることができる。 

（事業計画等） 

第三十七条 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援

業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に（指

定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞な

く）、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと

するときも、同様とする。 

２ センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務

に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内

に、国土交通大臣に提出しなければならない。 

（区分経理） 

第三十八条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ご

とに経理を区分して整理しなければならない。 

一 債務保証業務及びこれに附帯する業務 

二 第三十四条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業

務 

（帳簿の備付け等） 

第三十九条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する

事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存

しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところによ

り、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければ

ならない。 

（監督命令） 

第四十条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要が

あると認めるときは、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令

をすることができる。 

（センターに係る報告、検査等） 

第四十一条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要

があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関

し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支

援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係

者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（指定の取消し等） 

第四十二条 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、

その指定を取り消すことができる。 

一 第三十三条第二項又は第三十七条から第三十九条までの規定のいずれ

かに違反したとき。 

二 第三十六条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務

保証業務を行ったとき。 

三 第三十六条第三項又は第四十条の規定による命令に違反したとき。 

四 第三十二条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。 

五 センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたと

き。 

六 不正な手段により指定を受けたとき。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公

示しなければならない。 

第九章 罰則 

第四十三条 第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に

処する。 

第四十四条 第十三条第一項、第十五条第四項又は第二十七条第四項の規定による

報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十九条、第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告を

せず、又は虚偽の報告をした者 

二 第二十二条第四項の規定に違反して、表示を付した者 

三 第二十四条第一項又は第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、

又は忌避した者 

四 第三十九条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せ

ず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 
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五 第三十九条第二項の規定に違反した者 

六 第四十一条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁

をした者 

第四十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

（機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限） 

第二条 第二十九条の規定により機構が委託に基づき行う業務は、当該委託に係る

契約が平成二十七年十二月三十一日までに締結される場合に限り行うこ

とができる。 

（要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等） 

第三条 次に掲げる既存耐震不適格建築物であって、その地震に対する安全性を緊

急に確かめる必要がある大規模なものとして政令で定めるもの（要安全確

認計画記載建築物であって当該要安全確認計画記載建築物に係る第七条

各号に定める期限が平成二十七年十二月三十日以前であるものを除く。以

下この条において「要緊急安全確認大規模建築物」という。）の所有者は、

当該要緊急安全確認大規模建築物について、国土交通省令で定めるところ

により、耐震診断を行い、その結果を同月三十一日までに所管行政庁に報

告しなければならない。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の

者が利用する既存耐震不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が

主として利用する既存耐震不適格建築物 

三 第十四条第二号に掲げる建築物である既存耐震不適格建築物 

２ 第七条から第十三条までの規定は要安全確認計画記載建築物である要緊

急安全確認大規模建築物であるものについて、第十四条及び第十五条の規

定は要緊急安全確認大規模建築物については、適用しない。 

３ 第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、要緊急安全確認

大規模建築物について準用する。この場合において、第八条第一項中「前

条」とあり、並びに第九条及び第十三条第一項中「第七条」とあるのは「附

則第三条第一項」と、第九条中「前条第三項」とあるのは「同条第三項に

おいて準用する前条第三項」と、第十三条第一項中「第八条第一項」とあ

るのは「附則第三条第三項において準用する第八条第一項」と読み替える

ものとする。 

４ 前項において準用する第八条第一項の規定による命令に違反した者は、百

万円以下の罰金に処する。 

５ 第三項において準用する第十三条第一項の規定による報告をせず、若しく

は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避した者は、五十万円以下の罰金に処する。 

６ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰

するほか、その法人又は人に対しても当該各項の刑を科する。 

附 則 （平成八年三月三一日法律第二一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成八年四月一日から施行する。 

附 則 （平成九年三月三一日法律第二六号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成九年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第一条の規定によ

る改正後の住宅金融公庫法第二十一条第一項の表一の項及び四の項から

六の項まで、第三条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第

八条第二項の表一の項並びに第八条の二第二項の表二の項及び三の項並

びに第四条の規定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律

第十条の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に資金の貸付けの

申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資

金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 

４ この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 
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（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三

百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第

二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 

附 則 （平成一七年七月六日法律第八二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一七年一一月七日法律第一二〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

（処分、手続等に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律（次項にお

いて「旧法」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であ

って、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律（以

下「新法」という。）の規定に相当の規定があるものは、これらの規定に

よってした処分、手続その他の行為とみなす。 

２ 新法第八条及び第九条の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又

は第九条第一項の規定により申請があった認定の手続について適用し、こ

の法律の施行前に旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定により申請

があった認定の手続については、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、

政令で定める。 

 

 

 

（検討） 

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成一八年六月二日法律第五〇号） 抄 

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 

附 則 （平成二三年六月二四日法律第七四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下

この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな

お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二五年五月二九日法律第二〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

（処分、手続等に関する経過措置） 

第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に

よってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の建

築物の耐震改修の促進に関する法律（附則第四条において「新法」という。）

の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続

その他の行為とみなす。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政

令で定める。 
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（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状

況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成二六年六月四日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

附 則 （平成三〇年六月二七日法律第六七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 附則第四条の規定 公布の日 

二 第一条の規定並びに次条並びに附則第三条、第九条及び第十五条（高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第

九十一号）第二十四条の改正規定に限る。）の規定 公布の日から起算

して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

（経過措置） 

第二条 第一条の規定の施行の際現に存する同条の規定による改正前の建築基準

法（次項において「旧法」という。）第四十二条第一項第三号に掲げる道

に該当するものは、第一条の規定による改正後の建築基準法（次項におい

て「新法」という。）第四十二条第一項第三号に掲げる道に該当するもの

とみなす。 

２ 第一条の規定の施行の際現に存する旧法第四十二条第二項に規定する道

に該当するものは、新法第四十二条第二項に規定する道に該当するものと

みなす。 

（罰則に関する経過措置） 

第三条 この法律（附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定）の施行

前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則

に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

 

（検討） 

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による

改正後の建築基準法の施行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

（建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正） 

第十条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）の一

部を次のように改正する。 

第十七条第三項第四号中「、第六十一条又は第六十二条第一項」を削り、同項第六

号中「の建ぺい率」を「の建蔽率」に、「「建ぺい率関係規定」を「「建

蔽率関係規定」に改め、同号イ中「建ぺい率関係規定」を「建蔽率関係規

定」に改め、同条第七項中「、第六十一条又は第六十二条第一項」を削り、

同条第九項中「建ぺい率関係規定」を「建蔽率関係規定」に改める。 

附 則 （令和五年六月一六日法律第五八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

１及び二 略 

２ 第七条の規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十四条まで、第十

六条から第十九条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定 公布の

日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

（令和五年政令第二九二号で令和六年四月一日から施行） 
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(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成７年政令

第４２９号) 

(抜粋） 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）第二条第三

項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法（昭和二十五年法律第

二百一号）第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建

築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令（昭和二十五

年政令第三百三十八号）第百四十八条第一項第一号又は第二号に掲げる建

築物（その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びに

これに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とす

るものを除く。）以外の建築物とする。 

２ 法第二条第三項ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十

七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く

特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物にあ

っては、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

七の二第一項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が

処理することとされた場合における当該建築物を除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第二

条第一項第四号に規定する延べ面積をいう。）が一万平方メートルを超

える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五

十一条（同法第八十七条第二項及び第三項において準用する場合を含

む。）（市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売

市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）並びに同法

以外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許

可を必要とする建築物 

（都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物） 

第二条 法第五条第三項第一号の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる

施設である建築物とする。 

一 診療所 

二 電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第四号に規定す

る電気通信事業の用に供する施設 

三 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十六号に規

定する電気事業の用に供する施設 

四 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十一項に規定する

ガス事業の用に供する施設 

五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二

年法律第百四十九号）第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業の

用に供する施設 

六 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項に規定する水道

事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する施設 

七 下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号に規定する公共

下水道又は同条第四号に規定する流域下水道の用に供する施設 

八 熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八号）第二条第二項に規定する

熱供給事業の用に供する施設 

九 火葬場 

十 汚物処理場 

十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和四十六年政令第三百

号。次号において「廃棄物処理法施行令」という。）第五条第一項に規

定するごみ処理施設 

十二 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産

業廃棄物の処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築

物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。） 

十三 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項に規定する

鉄道事業の用に供する施設 

十四 軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第一項に規定する軌道の用

に供する施設 

十五 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号イに規定

する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設 

十六 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）第二条第二項に規

定する一般貨物自動車運送事業の用に供する施設 

十七 自動車ターミナル法（昭和三十四年法律第百三十六号）第二条第八項

に規定する自動車ターミナル事業の用に供する施設 

十八 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項に規定する港

湾施設 
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十九 空港法（昭和三十一年法律第八十号）第二条に規定する空港の用に供

する施設 

二十 放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号に規定する基

幹放送の用に供する施設 

二十一 工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第四項に

規定する工業用水道事業の用に供する施設 

二十二 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号

に規定する地域防災計画において災害応急対策に必要な施設として定

められたものその他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるも

の 

（耐震不明建築物の要件） 

第三条 法第五条第三項第一号の政令で定めるその地震に対する安全性が明らか

でない建築物は、昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手した

ものとする。ただし、同年六月一日以後に増築、改築、大規模の修繕又は

大規模の模様替の工事（次に掲げるものを除く。）に着手し、建築基準法

第七条第五項、第七条の二第五項又は第二十二項若しくは第二十六項の規

定による検査済証の交付（以下この条において単に「検査済証の交付」と

いう。）を受けたもの（建築基準法施行令第百三十七条の十四第一号に定

める建築物の部分（以下この条において「独立部分」という。）が二以上

ある建築物にあっては、当該二以上の独立部分の全部について同日以後に

これらの工事に着手し、検査済証の交付を受けたものに限る。）を除く。 

一 建築基準法第八十六条の八第一項の規定による認定を受けた全体計画

に係る二以上の工事のうち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕

又は大規模の模様替の工事 

二 建築基準法施行令第百三十七条の二第三号に掲げる範囲内の増築又は

改築の工事であって、増築又は改築後の建築物の構造方法が同号イに適

合するもの 

三 建築基準法施行令第百三十七条の十二第一項に規定する範囲内の大規

模の修繕又は大規模の模様替の工事 

（通行障害建築物の要件） 

第四条 法第五条第三項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水

平距離に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又

はロに定める距離（これによることが不適当である場合として国土交通

省令で定める場合においては、当該前面道路の幅員が十二メートル以下

のときは六メートルを超える範囲において、当該前面道路の幅員が十二

メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、国土交通省令

で定める距離）を加えた数値を超える建築物（次号に掲げるものを除く。） 

イ 当該前面道路の幅員が十二メートル以下の場合 六メートル 

ロ 当該前面道路の幅員が十二メートルを超える場合 当該前面道路の

幅員の二分の一に相当する距離 

二 その前面道路に面する部分の長さが二十五メートル（これによることが

不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、八メー

トル以上二十五メートル未満の範囲において国土交通省令で定める長

さ）を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当

該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅

員の二分の一に相当する距離（これによることが不適当である場合とし

て国土交通省令で定める場合においては、二メートル以上の範囲におい

て国土交通省令で定める距離）を加えた数値を二・五で除して得た数値

を超える組積造の塀であって、建物（土地に定着する工作物のうち屋根

及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）をいう。）

に附属するもの 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査） 

第五条 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、要安全確認計画記載建築

物の所有者に対し、当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確

認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地

震に対する安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐

震診断及び耐震改修の状況（法第七条の規定による報告の対象となる事項

を除く。）に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十三条第一項の規定により、その職員に、要安全確認

計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記

載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安全確認計画記載建築物並びに当

該要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書そ

の他の関係書類を検査させることができる。 

（多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第六条 法第十四条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

二 診療所 
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三 映画館又は演芸場 

四 公会堂 

五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 

六 ホテル又は旅館 

七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下宿 

八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これ

らに類するもの 

十 博物館、美術館又は図書館 

十一 遊技場 

十二 公衆浴場 

十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他こ

れらに類するもの 

十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営

む店舗 

十五 工場 

十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で

旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

２ 法第十四条第一号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床面積の合計（当該各号に掲

げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項におい

て同じ。）とする。 

一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所階数二及び床面積の合計五

百平方メートル 

二 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別

支援学校（以下「小学校等」という。）、老人ホーム又は前項第八号若

しくは第九号に掲げる建築物（保育所を除く。）階数二及び床面積の合

計千平方メートル 

三 学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。）、病院、

劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第

七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物階数三及び

床面積の合計千平方メートル 

四 体育館階数一及び床面積の合計千平方メートル 

３ 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における

法第十四条第一号の政令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項

各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める階数及び床

面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面積

の合計とする。 

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第七条 法第十四条第二号の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。 

一 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項に規定する危険

物（石油類を除く。） 

二 危険物の規制に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備

考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃

性液体類 

三 マッチ 

四 可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるものを除く。） 

五 圧縮ガス 

六 液化ガス 

七 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規

定する毒物又は同条第二項に規定する劇物（液体又は気体のものに限

る。） 

２ 法第十四条第二号の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める数量（第六号及び第七号に掲げる危険

物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の状態における数量とする。）

とする。 

一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量 

イ 火薬 十トン 

ロ 爆薬 五トン 

ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個 

ニ 銃用雷管 五百万個 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個 

ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル 

ト 信号炎管若しくは信号火箭（せん）又は煙火 二トン 

チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる

火薬又は爆薬の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数量 
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二 消防法第二条第七項に規定する危険物 危険物の規制に関する政令別

表第三の類別の欄に掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲

げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の欄に定める数量の十倍の数

量 

三 危険物の規制に関する政令別表第四備考第六号に規定する可燃性固体

類 三十トン 

四 危険物の規制に関する政令別表第四備考第八号に規定する可燃性液体

類 二十立方メートル 

五 マッチ 三百マッチトン 

六 可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるものを除く。） 二万立方メー

トル 

七 圧縮ガス 二十万立方メートル 

八 液化ガス 二千トン 

九 毒物及び劇物取締法第二条第一項に規定する毒物（液体又は気体のもの

に限る。） 二十トン 

十 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物（液体又は気体のもの

に限る。） 二百トン 

３ 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場

合においては、同項各号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする

同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞれ当該各号に定める数量

の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。 

（所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第八条 法第十五条第二項の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げ

る建築物である特定既存耐震不適格建築物とする。 

一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、ボーリング場、スケ

ート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これ

らに類するもの 

九 博物館、美術館又は図書館 

十 遊技場 

十一 公衆浴場 

十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他こ

れらに類するもの 

十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営

む店舗 

十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で

旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

で、一般公共の用に供されるもの 

十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園 

十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに

類するもの 

十九 法第十四条第二号に掲げる建築物 

２ 法第十五条第二項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める床面積の合計（当該各号に掲げる建築

物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。以下この項において同じ。）

とする。 

一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除

く。） 床面積の合計二千平方メートル 

二 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平

方メートル 

三 小学校等 床面積の合計千五百平方メートル 

四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル 

３ 前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼

ねる場合における法第十五条第二項の政令で定める規模は、前項の規定に

かかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる建築物の区分に応じ、そ

れぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計に相当するもの

として国土交通省令で定める床面積の合計とする。 

（特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査） 

第九条 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、前条第一項の特定既存耐

震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条
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第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、これら

の特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の設

計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係

るもの並びに当該特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の

状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十五条第四項の規定により、その職員に、前条第一項

の特定既存耐震不適格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及

び法第十五条第二項第四号に掲げる特定既存耐震不適格建築物、これらの

特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建築

物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築物並びに当該特定

既存耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の

関係書類を検査させることができる。 

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十条 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、法第二十二条第二項の

認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該

基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち

地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震診

断の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十四条第一項の規定により、その職員に、基準適合

認定建築物、基準適合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現

場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の

敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させるこ

とができる。 

（要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十一条 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、要耐震改修認定建築

物の区分所有者に対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改

修認定建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に

対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断及

び耐震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十七条第四項の規定により、その職員に、要耐震改

修認定建築物、要耐震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の

工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建築物並びに当該要耐震改修認

定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検

査させることができる。 

（独立行政法人都市再生機構の業務の特例の対象となる建築物） 

第十二条 法第二十九条の政令で定める建築物は、独立行政法人都市再生機構法

（平成十五年法律第百号）第十一条第三項第二号の住宅（共同住宅又は長

屋に限る。）又は同項第四号の施設である建築物とする。 
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(3) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）（抜粋） 

（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令） 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建

築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により次章

の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの

に限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれ

ば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると

認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占

有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、

増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な

措置をとることを勧告することができる。 

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、そ

の者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを

命ずることができる。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建

築設備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく

命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）が著しく保安上

危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該

建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期

限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用

禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずるこ

とができる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前

二項の場合に準用する。 

 

(4) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）（抜粋） 

第三節の六 勧告の対象となる建築物 

第十四条の二 法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以

上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二

百平方メートル以下のもの 

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物（法第六条第一項第一号

に掲げる建築物を除く。）のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メー

トルを超えるもの 
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(5) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な

方針 

国土交通省告示第百八十四号 

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第四条第一項の

規定に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針を次の

ように策定したので、同条第三項の規定により告示する。 

平成十八年一月二十五日 

国土交通大臣 北側一雄 

 

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地震により六千四百三十四人の尊い命が奪わ

れた。 

このうち地震による直接的な死者数は五千五百二人であり、さらにこの約九割の四千

八百三十一人が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」という。）が制定された。 

しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、

平成二十年六月の岩手・宮城県内陸地震、平成二十八年四月の熊本地震、平成三十年九

月の北海道胆振東部地震など大地震が頻発しており、特に平成二十三年三月に発生した

東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災

害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらした。また、この震災におい

ては、津波による沿岸部の建築物の被害が圧倒的であったが、内陸市町村においても建

築物に大きな被害が発生した。また、平成三十年六月の大阪府北部を震源とする地震に

おいては、塀に被害が発生した。さらに、令和六年一月の能登半島地震においては、耐

震化率が低い地域で多くの住宅が倒壊する等の被害が生じた。このように、我が国にお

いて、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。

また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都直下地震について

は、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定され

ており、特に、南海トラフ巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定され

ている。 

建築物の耐震化については、建築物の耐震化緊急対策方針（平成十七年九月中央防災

会議決定）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされる

とともに、災害対策の推進等に係る基本的な事項を定めた国土強靱化基本計画（令和五

年七月閣議決定）及び防災基本計画（昭和三十八年六月中央防災会議決定。令和六年六

月修正）、今後の発生が懸念される大規模地震への対策をとりまとめた南海トラフ地震防

災対策推進基本計画（令和七年七月中央防災会議決定）、首都直下地震緊急対策推進基本

計画（平成二十七年三月閣議決定）及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推

進基本計画（令和四年九月中央防災会議決定）においても推進すべき施策として位置づ

けられているところである。特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限られ

ていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められて

いる。 

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るた

め、基本的な方針を定めるものである。 

 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対策を

自らの問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。国及び地方公共団体は、

こうした所有者等の取組をできる限り支援するという観点から、所有者等にとって耐震診断及び

耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改

修の実施の阻害要因となっている課題を解決していくべきである。 

２ 公共建築物の耐震化の促進 

公共建築物については、災害時には学校は避難場所等として活用され、病院では災害による負

傷者の治療が、国及び地方公共団体の庁舎では被害情報収集や災害対策指示が行われるなど、多

くの公共建築物が応急活動の拠点として活用される。このため、平常時の利用者の安全確保だけ

でなく、災害時の拠点施設としての機能確保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められる

との認識のもと、強力に公共建築物の耐震化の促進に取り組むべきである。具体的には、国及び

地方公共団体は、各施設の耐震診断を速やかに行い、耐震性に係るリストを作成及び公表すると
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ともに、構造耐力上主要な部分に加え、非構造部材及び建築設備に係るより高い耐震性の確保に

配慮しつつ、整備目標及び整備プログラムの策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促進に

積極的に取り組むべきである。また、公共建築物について、法第 22条第3項の規定に基づく表

示を積極的に活用すべきである。 

３ 法に基づく指導等の実施 

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイからハまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ

当該イからハまでに定める措置を適切に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第7条に規定する要安全確認計画記載建築物については、所管行政庁は、その所有者

に対して、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物

となっている旨の十分な周知を行い、その確実な実施を図るべきである。また、期限まで

に耐震診断の結果を報告しない所有者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐震

診断結果の報告をするように促し、それでもなお報告しない場合にあっては、法第 8条第

1 項の規定に基づき、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断の結果の報告を

行うべきことを命ずるとともに、その旨を公報、ホームページ等で公表すべきである。 

法第 9 条（法附則第 3 条第 3項において準用する場合を含む。）の規定に基づく報告の

内容の公表については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成 7年建設省

令第 28 号。以下「規則」という。）第 22 条（規則附則第 3 条において準用する場合を含

む。）の規定により、所管行政庁は、当該報告の内容をとりまとめた上で公表しなければな

らないが、当該公表後に耐震改修等により耐震性が確保された建築物については、公表内

容にその旨を付記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建築物所有者が不利になるこ

とのないよう、営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うべきである。 

また、所管行政庁は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、耐震診断義務付け対象建築

物（法第７条に規定する要安全確認計画記載建築物及び法附則第３条第１項に規定する要

緊急安全確認大規模建築物をいう。以下同じ。）の所有者に対して、法第12条第1項の規

定に基づく指導及び助言を実施すべきである。また、指導に従わない者に対しては同条第

2 項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかったとき

は、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該耐震診断義務付け対象建築

物の所有者が必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分

の地震に対する安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物（別添の建築

物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針

事項」という。）第 1第 1 号又は第 2 号の規定により構造耐力上主要な部分の地震に対す

る安全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高

いと判断された建築物をいう。以下同じ。）については速やかに建築基準法（昭和 25年法

律第 201 号）第 10条第 3 項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そ

のまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物については、

同条第1項の規定に基づく勧告や同条第2項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ロ 指示対象建築物 

法第 15 条第 2 項に規定する特定既存耐震不適格建築物（以下「指示対象建築物」とい

う。）については、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が指示対象建築物

である旨の周知を図るとともに、同条第1項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう

努め、指導に従わない者に対しては同条第 2項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な

理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公

表すべきである。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該指示対象建築物の所有者が必

要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する

安全性について著しく保安上危険であると認められる建築物については速やかに建築基

準法第 10 条第 3 項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放

置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物については、同条第 1

項の規定に基づく勧告や同条第 2項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対象建築物を除く。）については、

所管行政庁は、その所有者に対して、法第 15 条第 1 項の規定に基づく指導及び助言を実

施するよう努めるべきである。また、法第 16 条第 1 項に規定する既存耐震不適格建築物

についても、所管行政庁は、その所有者に対して、同条第 2項の規定に基づく指導及び助

言を実施するよう努めるべきである。 

４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第17条第3項の計画の認定、法第22条第2項の認定、法第25条第2項の

認定について、適切かつ速やかな認定が行われるよう努めるべきである。国は、これらの認定に
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ついて、所管行政庁による適切かつ速やかな認定が行われるよう、必要な助言、情報提供等を行

うこととする。 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々であるが、相当

の費用を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課題となっている。特に、所

有者等が高齢者である住宅の耐震化においては、自己資金の調達についても課題となっている。

こうしたことを踏まえ、地方公共団体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震改修に係る助成制

度等の整備や耐震改修促進税制高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の耐震化に関す

る融資制度の普及に努めることで、密集市街地や緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化、

所有者等が高齢者である住宅の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行うことが望ましい。

特に、耐震診断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施及び耐震改修の促進が求め

られることから、特に重点的な予算措置が講じられることが望ましい。また、省エネ改修やバリ

アフリー改修の機会を捉えた耐震改修の実施、段階的な耐震改修の実施等の取組を行うことも考

えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、補助・交付金、税の優遇措置等の制度に係

る情報提供等を行うこととする。 

また、法第32条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター（以下「センター」という。）

が債務保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、センターを指定した場合にお

いては、センターの業務が適切に運用されるよう、センターに対して必要な指導等を行うととも

に、地方公共団体に対し、必要な情報提供等を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合については、地方

公共団体が、公共賃貸住宅の空室の紹介等に努めることが望ましい。 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・建築物の所有者

等が安心して耐震診断及び耐震改修を実施できる環境整備が重要な課題となっている。特に、「ど

の事業者に頼めばよいか」、「工事費用は適正か」、「工事内容は適切か」、「改修の効果はあるのか」

等の不安に対応する必要がある。このため、国は、センター等と連携し、耐震診断及び耐震改修

に関する相談窓口を設置するとともに、耐震診断及び耐震改修の実施が可能な建築士及び事業者

の一覧や、耐震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費用の判断の参考となる事例集を作成し、

ホームページ等で公表を行い、併せて、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこ

ととする。また、地方公共団体は、耐震診断及び耐震改修に関する窓口を設置し、所有者等の個

別の事情に応じた助言を行うよう努めるべきであるとともに、関係部局、センター等と連携し、

先進的な取組事例、耐震改修事例、一般的な工事費用、専門家・事業者情報、助成制度概要等に

ついて、情報提供の充実を図ることが望ましい。 

７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるためには、専門家・事業者が耐震診断及び耐震改修に

ついて必要な知識、技術等の更なる習得に努め、資質の向上を図ることが望ましい。国及び地方

公共団体は、センター等の協力を得て、講習会や研修会の開催、受講者の登録・紹介制度の整備

等に努めるものとする。特に、耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断が円滑に行われるよう、

国は、登録資格者講習（規則第 5条に規定する登録資格者講習をいう。以下同じ。）の十分な頻

度による実施、建築士による登録資格者講習の受講の促進のための情報提供の充実を図るものと

する。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコストダウン等が促進されるよう、国及び地方公共団体は、

関係団体と連携を図り、耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を実施することとする。 

８ 地域における取組の推進 

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会や学校等を単位とした地震防

災対策への取組の推進、ＮＰＯとの連携や地域における取組に対する支援、地域ごとに関係団体

等からなる協議会の設置等を行うことが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、

情報提供等を行うこととする。 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、耐震改修と併せて、ブロック塀等の倒壊防止、昭和五十六年六

月一日から平成十二年五月三十一日までに建築された木造住宅の耐震性能検証、屋根瓦、窓ガラ

ス、天井、外壁等の非構造部材の脱落防止対策についての改善指導や、地震時のエレベーター内

の閉じ込め防止対策、エスカレーターの脱落防止対策、給湯設備の転倒防止対策、配管等の設備

の落下防止対策の実施に努めるべきである。さらに、これらの対策に係る建築基準法令の規定に

適合しない建築物で同法第3条第2項の適用を受けているものについては、改修実施及びその促

進を図るべきである。また、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告（平成

27年12月）を踏まえて、長周期地震動対策を推進すべきである。国は、地方公共団体及び関係

団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 
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令和五年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約五千五百七十万戸のうち、約五

百七十万戸（約十パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約九十パーセントと推計さ

れている。この推計では、耐震性が不十分な住宅は、平成十五年の約千百五十万戸から二十年間

でおおむね半減し、そのうち耐震改修によるものは二十年間で約百万戸と推計されている。 

また、耐震診断義務付け対象建築物のうち、要緊急安全確認大規模建築物については、令和六

年三月三十一日時点で耐震診断結果が公表された約一万千棟のうち、約八百二十棟が耐震性が不

十分であり、耐震性不足解消率（耐震診断結果が公表された建築物の棟数のうちに耐震診断によ

り耐震性を有することが確認された建築物、耐震改修、建替え等により耐震性が不十分な状態が

解消された建築物及び除却された建築物の棟数が占める割合をいう。以下同じ。）は約九十三パ

ーセントである。 

要安全確認計画記載建築物のうち、法第七条第一号に掲げるものについては、令和六年三月三

十一日時点で耐震診断結果が公表された約千六百棟のうち約二百四十棟が耐震性が不十分であ

り、耐震性不足解消率は約八十五パーセントである。また、要安全確認計画記載建築物のうち、

法第七条第二号及び第三号に掲げるものについては、令和六年三月三十一日時点で耐震診断結果

が公表された約七千三百棟のうち、約四千百棟が耐震性が不十分であり、耐震性不足解消率は約

四十四パーセントである。 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

住宅については令和十七年までに、要緊急安全確認大規模建築物については令和十二年までに、

要安全確認計画記載建築物については早期に、いずれも耐震性が不十分なものをおおむね解消す

ることを目標とする。 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の建築物について、現行の耐震関係規定に適

合しているかどうかを調査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要な改

修を行うことが基本である。しかしながら、既存の建築物については、耐震関係規定に

適合していることを詳細に調査することや、適合しない部分を完全に適合させることが

困難な場合がある。このような場合には、建築物の所有者等は、技術指針事項に基づい

て耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべきである。 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な

事項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識することができる

よう、地方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、耐震改修の有効性、発生のおそれが

ある地震の概要と地震による危険性の程度等を記載した地図（以下「地震防災マップ」という。）、

要安全確認計画記載建築物で緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化の状況を記載した地

図（以下「避難路沿道耐震化状況マップ」という。）、建築物の耐震性能や免震等の技術情報、地

域での取組の重要性等について、関係部局と連携しつつ、町内会等や各種メディアを活用して

啓発及び知識の普及を図ることが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言及び情報

提供等を行うこととする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセンターと

の間で必要な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。 

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及

び耐震改修の促進に関する重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方 

都道府県は、法第五条第一項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下単に「都

道府県耐震改修促進計画」という。）の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、

観光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町

村の耐震化の目標や施策との整合を図るため、市町村と協議会を設置する等の取組を行い

ながら、市町村の区域を超える広域的な見地からの調整を図る必要がある施策等を中心に

見直すことが考えられる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に

当たっては、法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきで

ある。 

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府

県耐震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二２の目標を踏まえ、各都道府県において想定

される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目標を定めることと

する。なお、都道府県は、定めた目標について、一定期間ごとに検証すべきである。特に

耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物である。この

ため、都道府県耐震改修促進計画に法第五条第三項第一号及び第二号に定める事項を記載
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する場合においては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、要緊急安全確認大規

模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。また、耐震

診断結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り

用途ごとに目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、都

道府県に対し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割

分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的

な支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地

震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行

い、その結果の公表に取り組むとともに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するた

め、具体的な整備プログラム等を作成することが望ましい。 

さらに、緊急輸送道路については、沿道の建築物の耐震化や橋梁の耐震補強、高盛土の

対策、無電柱化等について連携を図りながら一体的に推進することが重要であり、道路部

局等関係機関と密に連携し、施策の推進を図ることが考えられる。 

法第五条第三項第一号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震時におけ

る災害応急対策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学

校の体育館等の公共建築物のほか、病院、ホテル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、

災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号に規定する地域防災計

画や防災に関する計画等において、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保

することが公益上必要な建築物として定められたものについても、積極的に定めることが

考えられる。なお、公益上必要な建築物を定めようとするときは、法第五条第四項の規定

に基づき、あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運

送以外の一般貨物自動車運送事業の用に供する施設である建築物等であって、大規模な地

震が発生した場合に公益上必要な建築物として実際に利用される見込みがないものまで

定めることがないよう留意すべきである。 

法第五条第三項第二号又は第三号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒

壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば

緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を

定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠

点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の

実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐

震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を

通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観

点から重要な道路については、同項第二号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診

断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるお

それの高い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として

定めるべきである。 

この場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成七年政令第四百二十九号）

第四条第二号に規定する組積造の塀については、規則第四条の二の規定により、地域の実

情に応じて、都道府県知事が耐震診断義務付け対象建築物の塀の長さ等を規則で定めるこ

とができることに留意すべきである。 

さらに、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第二十八条の

特例の適用の考え方等について定めることが望ましい。 

加えて、同項第五号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社

（以下「機構等」という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、

機構等が耐震診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等について定めることが考えら

れる。なお、独立行政法人都市再生機構による耐震診断及び耐震改修の業務及び地域は、

原則として都市再生に資するものに限定するとともに、地域における民間事業者による業

務を補完して行うよう留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

都道府県耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能

とする程度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り

込むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、

耐震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定める

ことが望ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全て
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の市町村において措置されるよう努めるべきである。 

また、住宅の建て方別の耐震化の状況の把握、地域における地震時の危険箇所の点検等

を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の

取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校

等との連携策についても定めるべきである。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁は、優先的に実施すべき建築物の

選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁は、法第十二条第三項（法附則第三条第三項において準用する場合を

含む。）又は法第十五条第三項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有

者が耐震改修を行わない場合には、建築基準法第十条第一項の規定による勧告、同条第二

項又は第三項の規定による命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等につい

て定めることが望ましい。 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方 

平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及

び東南海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定め

ることが要請され、その他の地域においても減災目標を策定することが必要とされている。

こうしたことを踏まえ、法第六条第一項において、基礎自治体である市町村においても、

都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものと

されたところであり、可能な限り全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定さ

れることが望ましい。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、

観光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化

の目標や施策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取組を行いながら、

より地域固有の状況に配慮して作成することが考えられる。 

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指

導、助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐

震改修促進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市

町村において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、目

標を定めることを原則とする。なお、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検

証すべきである。特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべ

き建築物である。このため、市町村耐震改修促進計画に法第六条第三項第一号に定める事

項を記載する場合においては早期に記載するとともに、二２の目標を踏まえ、要緊急安全

確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震化の目標を設定すべきである。ま

た、耐震診断の結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証すべきである。 

さらに、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、可能な限り

用途ごとに目標を設定すべきである。このため、国土交通省は関係省庁と連携を図り、市

町村に対し、必要な助言及び情報提供を行うこととする。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分

担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な

支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震

時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。また、庁舎、病院、

学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行い、その結果の公表に

取り組むとともに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、具体的な整備プロ

グラム等を作成することが望ましい。 

さらに、緊急輸送道路については、沿道の建築物の耐震化や橋梁の耐震補強、高盛土の

対策、無電柱化等について連携を図りながら一体的に推進することが重要であり、道路部

局等関係機関と密に連携し、施策の推進を図ることが考えられる。 

法第六条第三項第一号又は第二号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒

壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば

緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を

定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域内において、災害時の

拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動

の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の

耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 
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このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を

通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観

点から重要な道路については、同項第一号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診

断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。 

また、通学路等の沿道のブロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるお

それの高い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として

定めるべきである。 

この場合、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第二号に規定する組積造

の塀については、地域の実情に応じて、市町村長が耐震診断義務付け対象建築物の塀の長

さ等を規則で定めることができることに留意すべきである。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

市町村耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能と

する程度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り込

むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐

震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めるこ

とが望ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村におい

て措置されるよう努めるべきである。 

また、住宅の建て方別の耐震化の状況の把握や地域における地震時の危険箇所の点検等

を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の

取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、町内会や学校等との連携策についても定め

るべきである。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁である市町村は、優先的に実施す

べき建築物の選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。また、所

管行政庁である市町村は、法第十二条第三項（法附則第三条第三項において準用する場合

を含む。）又は法第十五条第三項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所

有者が耐震改修を行わない場合には、建築基準法第十条第一項の規定による勧告、同条第

二項又は第三項の規定による命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等につ

いて定めることが望ましい。 

 

３ 計画の認定等の周知 

所管行政庁は、法第十七条第三項の計画の認定、法第二十二条第二項の認定及び法第二十五条

第二項の認定について、建築物の所有者へ周知し、活用を促進することが望ましい。なお、法第

二十二条第二項の認定制度の周知に当たっては、本制度の活用は任意であり、表示が付されてい

ないことをもって、建築物が耐震性を有さないこととはならないことについて、建築物の利用者

等の十分な理解が得られるよう留意すべきである。 

附 則 

１ この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成

17 年法律第 120 号）の施行の日（平成 18 年 1 月 26 日）から施行する。 

２ 平成 7 年建設省告示第 2089 号は、廃止する。 

３ この告示の施行前に平成 7 年建設省告示第 2089 号第 1 ただし書の規定により、

国土交通大臣が同告示第 1の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認め

た方法については、この告示の別添第 1 ただし書の規定により、国土交通大臣が同

告示第 1 の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法とみなす。 

附 則(平成 25 年 10 月 29 日国土交通省告示第 1055 号) 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

（平成25年11月25日）から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 25 日国土交通省告示第 529 号) 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 30 年 12 月 21 日国土交通省告示第 1381 号) 

この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行

の日（平成31年1月1日）から施行する。 

附 則（令和三年一二月二一日国土交通省告示第一五三七号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和六年七月一〇日国土交通省告示第一〇一二号） 

この告示は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和七年四月一日）から施行する。 

附 則（令和七年七月一七日国土交通省告示第五三五号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

（別添資料略） 
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資料８ 関連リンク集 

■青梅市 

 ○住宅に関する市の支援 

青梅市「木造住宅耐震診断補助」ページ 

  https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/45/679.html 

 

 

 

青梅市「木造住宅耐震改修補助」ページ 

 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/45/680.html 

 

 

 

青梅市「住宅に関するリフォーム制度」ページ 

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/45/73556.html 

 

 

 

 青梅市「ブロック塀等撤去費補助制度」ページ 

 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/11/2197.html 

 

 

 

 ○緊急輸送道路沿道建築物等に関する市の支援 

 青梅市「緊急輸送道路沿道建築物の耐震化」ページ 

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/45/760.html 

 

 

 

 

 ○税制に関する市の支援 

 青梅市「家屋をお持ちの方へ」ページ 

  https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/19/66209.html 

 

 

 

■東京都 

 東京都耐震ポータルサイト 

 https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/ 
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